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研究所の“みはらし”思いつくまま－『福祉と市民活動』発刊によせて 

福祉と市民活動研究所 理事長 齊藤貞夫 

 

 『福祉と市民活動』を刊行するにあたって、本研究所の活動方向を改めて考えてみること

は、意味のあることと思われる。よく「名は体をあらわすと」というが、本研究所の名称の

キーワードは「福祉」と「市民」である。小生は、ここでの「福祉」を狭い意味での「社会

福祉事業」や「社会福祉を目的とする事業」という領域にとどまらず、「よりよい生活」ぐ

らいにとらえてもよいと考えている。それでは名称を「生活と市民活動」でもよいのではと

言われるかもしれないが、小生が考える「福祉」の意味合いは、一般的な生活といわゆる幅

広い「福祉活動」をかけ合わせた「生活」ととらえてもよいかもしれない。 

2000 年以降、社会福祉の中心が、地域福祉に置かれているといわれるが、地域での生活

を考えて見るに、生活と「福祉活動」ボーダレスになっているように感じられる。昨今、新

型コロナウイルスの感染拡大や大規地震の発生などにより、各地での住民間の共通的な関

心が「災害」問題にあると言われている。災害の種類にもよるが、議論は災害が起こった場

合の「危険地域」や「災害弱者」への対応、避難経路、避難場所。また行政対応への期待度

などなど。さらには生活の継続を図るための備蓄問題や住民同士が予めよく知り合ってお

くことや助け合いなど多岐にわたる。 

これらを考えると生活と「福祉活動」が不離一体のものであることに気付かされるし、ま

た地域生活のあらゆる場面に現れているのではないかと考えている。その際、踏まえるべき

ことは、市民の活動は、ある場面においては、活動の「担い手」であり、また違った場面で

は、「受益者」にもなりうるという相互性である。しかもこれらの活動を通じて地域を住み

やすくし、さらには地域の自治体を射程におき、自治を住民のものにしていくという視点で

ある。あくまでも住民を活動の中心におき、その上で各種の専門家などとも協働するという

認識である。もちろん、地域によって、実情が異なることはいうまでもないし、課題によっ

ては、国や地方自治体に委ねなければならないものも多い。とりわけ、小生は財政難とも相

まって、「自己責任」の名のもとに行政分野の担うべき課題が曖昧にされ、また、1990 年代

以後の、「民でやれることは民で」の掛け声のもと、あらゆる分野に安易に利益を配分する

ことを目的とした営利法人を参入させる手法が気にかかっている。営利法人は、参入自由、

撤退自由であり、ある日突然、高齢者サービス住宅や介護保険事業者が廃止とされ、利用者

が戸惑う報道なども散見される。これらことが「人権」との関係で、あまり問題視されてい

ないのでないかとも思っている。 

以上のような認識の上で、小生は、本研究所の方向をよりよい生活を創造し、発展させう

る主体的な市民活動を応援し、その一つひとつを大事にし、その方向性を模索することを実

践的な活動・研究テーマとして活動をする必要がある。各種の地域福祉活動や相談活動の経

験を有する研究・教育者によって構成されている本研究所は、これらの活動に相応しい潜在
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的な強みを有している組織と言える。  

これらの視点と強みを前提に本研究所の役割を列挙すれば、以下のことがいえるのでは

あるまいか。 

 第１に、研究所の事業として、数年前に研究所のメンバーと関東学院大学の学生とが都下

三宅島噴火で全島避難以降の復興状況の聞き取り調査を行った。それらを地元の社協に成

果としてフィードバックした。今後も機会を見て、このようなこのような活動の調査、分析

を実施しながら、必要な社会的提言を行うことにある。 

第 2 に、現在、神奈川県下の社会福祉協議会の生活福祉資金担当者の学習会に参画し、必

要に応じて社協に関連するやや広いテーマで学習会を実施してきた。また、中野区社会福祉

協議会と連携し、職員の専門性向上のための研修会に継続的に取り組んでいる。社協職員現

状は、事業の拡大に伴い相当多忙になり、しかも職員配置が抑えられ、担当分野の業務で手

一杯の状況にあるといわれる。しかも各種事業の関連性や総合性が求められている今日、本

研究所の少なくないメンバーが、社会福祉協議会に席をおいた経験を持っていることから、

社協職員との協働活動、支援も大きな役割である。 

第 3 は、地域で起こっている各種の固有の福祉問題の様々な対応が、住民やボランティア

グループにとどまらず、社協や社会福祉施設を経営する社会福祉法人の公益活動として求

められている物も多い。昨今の福祉問題は、単一のセクターだけでは解決困難なものも多く、

他機関・他職種協働の取り組みが不可欠となっている。それらを専門的な視点で分析し、理

論化を図る取り組みをすすめる必要がある。これらは研究者集団に相応しい本研究所の役

割と考えられる。 

 第４は、未来の福祉活動の担い手の養成への貢献である。メンバーの多くが福祉系大学の

教員であることもあり、個々が責任を持つ大学の教育活動とは別に、研究所の行う活動に学

生に積極的に参加してもらい、学生の資質向上に寄与することも役割ではあると思う。 

 本研究所の役割をやや教科書的に私見を述べたが、今後の本研究所の活動発展のよすが

になればと記述した次第である。乞う、ご議論を。 
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社会福祉協議会とソーシャルワーク 

―統合化論におけるコミュニティワークとコミュニティ・ソーシャルワークの関係性－ 

 

山口 稔 

 

 はじめに 

 

 本稿のテーマは「社会福祉協議会（以下、「社協」と略す）とソーシャルワーク」である。

社協と方法論については、これまで、「社協とコミュニティワーク」あるいは「社協とコミ

ュニティ・ソーシャルワーク」といったテーマ設定をすることが一般的であったと考えられ

る。しかし、このようなテーマ設定では今日のソーシャルワーク統合化という流れのなかで、

社協が用いる地域福祉の方法の全体を明らかにすることができない状況がある。そうした

状況の背景には次のような問題がある。 

 まず、第１に、戦後のソーシャルワークの展開とコミュニティワークの関係である。ソー

シャルワークの理論と実践は、歴史的に複雑な発展を遂げて来た。ソーシャルワークの理論

は海外から、とりわけ英米から導入されたものが多く、必ずしも日本のソーシャルワーク実

践を十分に反映とするものではなかった。そうした背景から、日本のソーシャルワークにお

いては理論と実践が乖離しているのではないかという疑問が投げかけられることがある。

社協は、戦後、コミュニティワーク（地域組織化）を中心として、その理論と実践を展開し

てきたが、社会福祉という領域全体としてはソーシャルワークの主流はケースワークであ

った。そのためソーシャルワーク論とされるもののなかには、コミュニティワークに該当し

ない記述もしばしば見受けられる。 

第２に、ソーシャルワーク統合化論とコミュニティワークの関係である。現在、ソーシャ

ルワーク論においては、統合化論としてのジェネラルソーシャルワーク (1)が主流を占めて

いる。しかし、それは、従来の伝統的な方法が統合化によって消滅したということを意味す

るものではなく、コミュニティワークについても、ジェネラルソーシャルワークを共通基盤

として、地域社会を対象とする固有な方法として存在しているとともに、その役割・機能は

これまでどおり重要である。こうした統合化とコミュニティワークの関係性についての共

通理解が不足している。 

第３に、社会福祉政策・制度とソーシャルワークの関係である。社会福祉政策は社会福祉

と各分野・関連分野の諸課題について、国・自治体の基本的考え方、方向性、手段などを示

すものであり、そうした政策を実現するためにさまざまな制度の創設・改廃が行われる。ソ

ーシャルワークはこうした政策・制度と無関係に存在しているのではなく、むしろ政策・制

度を前提、あるいは基盤としている。これは政策・制度の理念をソーシャルワークが補完す

ることにより、理念の実体化・具体化を図るという関係として理解することができる。ここ

－ 3 －



での政策・制度とソーシャルワークの関係は、並立、あるいは補完の関係となる。しかし、

ソーシャルワークは政策・制度の枠内で実践される場合もあれば、枠外で実践される場合も

ある。 

第４に、コミュニティワークとコミュニティ・ソーシャルワークの関係である。地域福祉

の分野における政策・制度とソーシャルワークの関係に目を向けてみると次のような違い

見えてくる。コミュニティケアを具体的に推進する方法としてのコミュニティ・ソーシャル

ワークは、自立支援という観点から公的介護保険や地域包括支援センターなどとの関わり

が深く、サービス利用ということから政策・制度との親和性が高い。一方で、政策・制度の

創設を働きかけ、改廃を求めるコミュニティワークは、コミュニティ・ディベロップメント、

福祉教育、非制度サービスの創設など政策・制度の枠外の活動になる傾向が強い。コミュニ

ティワークとコミュニティ・ソーシャルワークは、重複する部分も多いが、一方で異なる目

的やベクトルをもっており、二者択一ということで整理するには無理がある。 

 第５に、ソーシャルワークとサービスの関係である。社会福祉の方法としては、一般的に

ソーシャルワークが位置づけられるが、一方で 1980 年代以降、在宅福祉サービスという方

法が発展した。そして、その中心はケアワークであった。そうしたなか、ソーシャルワーク

とサービスの関係、サービスとケアワークの関係、ソーシャルワークとケアワークの関係が

曖昧なまま社会福祉の方法について語られることが多かった。本来、これらはニーズを充足

する一体的な社会システムとして理論的整理が行われるべきものである。 

本稿は、前述のような問題意識を前提として、ソーシャルワークを社協の立場から検討す

るものである。その際、①米英のコミュニティ・オーガニゼーション等の歴史、②社協にお

ける地域組織化等の歴史的展開、地域援助技術など関連する諸概念を整理しつつ、③マクロ

からのアプローチ及びミクロからのアプローチという２つのベクトルからの捉え方の整理、

④サービスとソーシャルワークの統合化などについて検討する。そして最後に⑤今後の課

題を提示する。 

 なお、コミュニティ・オーガニゼーションとコミュニティワークという用語については、

歴史的表現としてより厳密に捉えることとし、関連用語すべてをコミュニティワークと表

現するのではなく、アメリカの場合や日本における 1980 年代ごろまでの地域福祉方法論を

意味する場合にはコミュニティ・オーガニゼーションという用語を用いる。また、それ以外

のイギリスや 1990 年以降の日本についてはコミュニティワークという用語を用いることと

する。 

 

１ アメリカにおけるコミュニティ・オーガニゼーション理論の多様化とイギリスにおけ

るコミュニティ・ソーシャルワーク 

 

 伝統的コミュニティ・オーガニゼーション理論は、北米において第二次世界大戦をはさん

で、1910 年前後から 1950 年代にかけて形成されたものである。コミュニティ・オーガニゼ
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ーションは、コミュニティにおける諸問題（problems,needs）を発見し、これを解決するた

めの方策を検討し、コミュニティの人的、物的、資金などの諸資源（social resources）を

活用していく方法であり過程(process)であるとされる。それはすでに完成された組織

（organization）を指すのではなく、ソーシャルワークの機能であり過程であることが強調

されてきた。コミュニティ・オーガニゼーションは多義的であり、その強調する内容の違い

により、「社会調整説」「ニーズ・資源調整説」「インターグループ・ワーク説」「統合化説」

など、さまざまな定義や説がある。 

 レイン報告（Lane Report）が出される 1939 年までは、社会福祉サービスの調整のための

適切な仕組みを作り出そうとすることに焦点があたっていたが、1939 年から 1947 年まで

は、ニードと資源を調整するにあたっての、問題解決のプロセスや実践方法、ワーカーのス

キルが注目された。そして、第二次世界大戦後の 1947 年ごろからは、コミュニティの社会

関係やコミュニティの統合のためのプロセスとして捉えられるになり、ロス（Ross,M.G.）

によって体系化された。 

 伝統的な理論のなかでとくに注目されるのはロスの統合化説である。ロスは、「コミュニ

ティ・オーガニゼーションとは、コミュニティが、そのニーズあるいは目標、および、これ

らのニーズあるいは目標の序列を確認し、これらのニーズの充足あるいは目標の達成を実

現しようとする確信あるいは意志を発展させ、内外にこれらのニーズの充足あるいは目標

の達成に必要な資源を見出し、それらにかかわる行動を引き起こし、これによりコミュニテ

ィにおける協力的(cooperative)・協働的(collaborative)な態度と実践とを進展させる過

程を意味する」と定義する(2)。この説は、レイン報告のニード資源調整説やインターグルー

プ・ワーク説を含めて、さらに新たな組織化の理論を提起したものとして捉えることができ

る。また、その自己決定、合意形成、プロセス・ゴール、ワーカーの側面的援助などの視点

は、コミュニティ・オーガニゼーションの本質をより的確に表すものであり、コミュニティ・

オーガニゼーションの重要性をより広く関係者に理解させることとなった。 

 統合化説が確立する時代は、北米において市民権運動、ベトナム戦争、学生運動などが起

こり、また、コミュニティ・オーガニゼーション団体の発展、福祉専門教育の発展などが図

られた時期であった。そうしたなか 1960 年代にロスマン（Rothman,J.）は、コミュニティ・

オーガニゼーションの３のモデルを提示した(3)。それは、①合意と協力による集団アイデン

ティティの確立と、コミュニティ感覚の構築を目標とするプロセス志向の地域開発モデル

（Locality Development）、②合理的・経験的な問題解決を重視するタスク志向の社会計画

モデル（Social Planning）、③問題解決能力の強化と力の不均衡の是正を目標とする、プロ

セスとタスクの双方を志向するソーシャル・アクションモデル（Social Action）である。

さらに、1987 年、トロップマン（Tropman,J.E.）との共同執筆により改訂がなされ、従来の

３つのモデルに加え、マクロ・ソーシャルワークの視点から、アドミニストレーションモデ

ルと政策モデルが追加された。このモデルは、地域生活上の何らかの問題があり、それを出

発点として特定の政治的・思想的立場から解決を図る典型的・代表的なアプローチのいくつ
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かを整理したものであって、コミュニティ・オーガニゼーションの新たな理論化・体系化と

は異なるものである。 

さらに、現在、北米においては、コミュニティ・オーガニゼーションの捉え方に大きな変

化があり、今日では、マクロ・ソーシャルワークやコミュニティ・プラクティスのなかに位

置づけられ、収斂されてきている。 

 すなわち、ミクロ・ソーシャルワークは、ケースワークやグループワークなどの個人や小

集団を対象とする直接的アプローチであり、これに対して、マクロ・ソーシャルワークは、

広く社会資源を開発・動員し、またその効果的・合理的な活用のための計画化をすすめ、さ

らに、サービスを運営管理する間接的アプローチであるとされる。しかし、マクロ・ソーシ

ャルワークのなかにコミュニティ・オーガニゼーションを位置づけるとしても、コミュニテ

ィ・オーガニゼーションには、個々の住民や小集団の問題解決と問題解決能力の形成、そし

て個々の住民や集団の主体形成といった直接援助も主要な課題としてある。また、運営・管

理や政策実践は、組織やコミュニティの権力構造との関わりが深く、住民主体の論理との整

合性がどうなるのかは不鮮明である。 

 一方、イギリスでは、1950 年代から伝統的にコミュニティ・ケア政策の重視され、さま

ざまな実践も行われてきた。 

 1965 年のイングランドとウェールズにおける「パーソナル・ソーシャルサービスの地方

自治体責任組織の再検討」と「効果的家族支援のための改革のあり方の検討」という政府の

諮問を受け、シーボーム（Seebohm,F）を委員長とする「地方自治体および関連対人社会サ

ービス委員会」によって、1968 年にいわゆるシーボーム報告が公表された。シーボーム報

告で最も強調されたのは、個々人や家族の個別化されたニーズに対応し、コミュニティに根

ざしたサービスを提供するための地方自治体行政組織の再編であった。それまでの複数の

部局を通じて提供されてきた地方自治体による社会サービスを包括的に運営管理する単一

部局を設置するよう勧告した。この報告によって、1970 年に地方自治社会サービス法が、

翌 1971 年に地方自治体社会サービス局が発足し、コミュニティケアを推進することになっ

た。 

 これらはシーボーム改革と呼ばれ、自治体における福祉行政の一元化、専門職制の定着化、

５万人から 10 万人単位の地域を範域として地区チームの編成が行われた。さらに、一部の

自治体においては、コミュニティ志向アプローチを強めたパッチシステムとよばれる小地

域におけるコミュニティ・ケアが取り組まれた。また、シーボーム改革の流れのなかで、1968

年にコミュニティワーカー協会（ACW）が設立され、コミュニティワークの専門性強化と専

門職の組織化がすすんだ。 

 1978 年には、ボランタリー組織の将来についてのレポートである「ウルフェンデン報告」

が多様な供給主体の独自の役割を認めた福祉多元主義を打ち出し、あらためてボランタリ

ー・セクターやインフォーマル・セクターの役割が重視されるようになった。 

 さらに 1982 年には、英国社会サービス担当国務大臣より諮問を受け、ソーシャルワーカ
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ーの役割と任務についての審議を行ったバークレイ委員会は、ソーシャルワークの目指す

方向性をコミュニティとした。これがいわゆるバークレイ報告「ソーシャルワーカー：役割

と任務」である。本報告は、ソーシャルワーカーの主要な役割を、社会的ケアの計画とカウ

ンセリングからなる「コミュティ・ソーシャルワーク」であると規定し、これに基づく介入

がソーシャルワーカーの役割であるとした。しかし、本報告は委員の意見対立から、「コミ

ュニティ・ソーシャルワーク」を支持する多数派報告と、「近隣を基盤とするソーシャルワ

ーク」を提唱するハドレイ少数派報告と、「クライエント中心ソーシャルワーク」を支持す

るピンカー少数派報告の３つの報告によって構成されている。いずれにしても、こうしてコ

ミュニティを基盤としたソーシャルワークの専門性の強化はすすんで行った。そして、この

バークレイ報告の影響を受けて、日本においてもソーシャルワーカーの役割をめぐって大

きな関心がもたれた。 

 このような流れが、1988 年の地方自治体への権限移譲、ケアマネジャーの任命、民間団

体の参入などを内容とするコミュニティケア改革を提唱したグリフィス報告「コミュニテ

ィケア：活動の指針」や 1989 年「コミュニティケア白書」につながった。 

 さらに、1990 年にはケアマネジメントの導入、地方自治体のコミュニティケアプラン策

定の義務化、福祉の権利性の重視などを内容とする「国民保健サービス及びコミュニティケ

ア法」が成立した。これにより障害者・高齢者を対象としたケアマネジメントによるソーシ

ャルワークの展開が行われるようになった。 

 

２ 社会福祉協議会とコミュニティワークの展開 

 

 戦後、社会福祉の近代化・民主化、中央社会事業組織の再編などが占領軍司令部の主導に

より急速にすすめられた。その過程において、1951 年、中央社協（後の全社協）が創設さ

れ、地域組織化の手法が導入された。地域組織化はソーシャルワークの方法の一つとされる

コミュニティ・オーガニゼーションの訳語として使用されたものである。地域における社会

福祉の推進を図るための主たる方法としてという意味で用いられたが、その考え方、役割・

機能、位置づけについては時代とともに変化しており、この点については注意をはらわなけ

ればならない。 

 施設福祉が中心であった社協創設の初期の頃においては、地域組織化の方法による関係

機関・団体の連絡調整、町内会や民生委員協議会を基盤とする地域生活問題の解決への取り

組みやコミュニティづくりが行われた。 

 1960 年代以降の高度経済成長期に入ると社会的災害や社会資本の不足といった地域生活

問題が深刻化したため、そうした問題状況を積極的に解消する取り組みがなされるととも

に、住民運動との関わりが重視された。 

 1962 年には住民主体の原則をかかげた「社協基本要項」が策定された。住民主体という

考え方は、社会的存在である住民が、地域社会関係のなかで、自己決定権を行使し、適切な
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役割と責任を果たし、主体としての潜在的能力を発掘し、社会的・政治的能力を獲得し、問

題解決を実行していく過程を意味しており、また、これは住民とワーカーとの対等平等の協

働関係のなかで進められることを意味している。 

また、1960 年代の後半には人間性回復の場、地域連帯の場としてのコミュニティが注目

されるなかで、住民による主体的なまちづくりを進める方法として、住民主体の地域組織化

活動が推進されるようになった。 

 1970 年代は、在宅福祉サービスが注目されはじめた時期である。住民による地域福祉活

動とともに、在宅福祉・居宅福祉を可能とするための在宅福祉サービスの整備と、コミュニ

ティ・ケアのための新しいコミュニティづくりが課題となるとともに、中央集権から地方分

権へ移行、公私役割分担と協働が強く意識されはじめた。 

この頃、全社協は「在宅福祉サービスに関する提言」（1977 年）と「在宅福祉サービスの

戦略」（1979 年）を報告している。２つの報告は、要援護者やその家族のニーズに対する諸

サービスを居宅処遇の原則にたって再編成し、新たな社会福祉サービスの供給体制の総合

的整備を図ろうとするもので、地域福祉概念のなかに在宅福祉サービスを位置づけるとと

もに、地域組織化と生活環境改善との関わりが検討された。当時の全社協の地域福祉論は、

地域組織化の理論と実践の蓄積、及び、「在宅福祉サービスの戦略」に代表される一連の在

宅福祉サービスの体系化から発展させたものである。 

「在宅福祉サービスの戦略」を担当した永田幹夫は、「①地域福祉とは、社会福祉サービ

スを必要とする個人・家族の自立を地域社会の場において図ることを目的とし、それを可能

とする地域社会の統合化・基盤形成を図るうえに必要な環境改善サービスと対人的福祉サ

ービス体系の創設・改善・確保・運用およびこれらの実現のための組織化活動の総体をいう。

②なお、行政努力と住民参加による民間努力と機能分担が重要な課題となる」と述べ、その

構成要素として、①在宅福祉サービス（予防的福祉サービス、専門的ケア・サービス、在宅

ケア・サービス、福祉増進サービス）、②環境改善サービス、③組織活動（地域組織化、福

祉組織化）の３つをあげている(4)。 

また、組織活動はコミュニティ・オーガニゼーションを意味していたが、そのうち地域組

織化については「住民の福祉への参加・協力、意識・態度の変容を図り福祉コミュニティづ

くりをすすめる」、福祉組織化については「サービスの組織化・調整、サービス供給体制の

整備、効果的運営」であると述べている。 

この概念の特徴は、地域福祉が社会的支援を必要とする人びとを中心とする住民の福祉

ニーズに対するサービス供給の機能体系であるとするところにある。つまり、主たる対象を

限定し、コミュニティ・ケア、あるいは在宅福祉サービスを中心にすえることによって、そ

れまで包括的であいまいであった地域福祉の固有性をある程度明確にしたとものとして評

価することができる。 

 ここで重要なことは、組織活動が上からのベクトルである「政策－制度－サービス」とい

う在宅福祉サービスの供給システムの流れを視野に入れ、個々の住民への提供のための取

－ 8 －



り組みを図るものとして捉えていることである。また、組織活動は、住民がかかえる地域生

活問題の解決のために、住民の生活環境やさまざまな社会システムに働きかける地域福祉

の方法・実践としても位置づけられている。その範囲は、前述のように住民参加、意識・行

動の変容、福祉コミュニティづくり、サービスの組織化・調整、供給システムの整備、運営

（アドミニストレーション）に及んでいる。 

 ここでいる組織活動は、地域福祉の機能的側面を主として担っており、要援護者と家族の

自立という主要な理念を実現するための政策・制度としての在宅福祉サービスと深く関わ

りながら、理念の具体化を図るため自立・自己実現を可能とする支援、地域生活の質の確保・

向上、福祉の環境改善と福祉のまちづくりをすすめる方策として位置づけられている。そこ

において重要なことは、組織活動は、個人・家族の自立への支援というミクロ的側面ととも

に、福祉環境改善、政策・制度、福祉のまちづくりなどの社会システムに働きかけるという

マクロ的側面の両方を含んでおり、また、ソーシャルワークのありがちな技術偏重を越えて、

総合的な実践を重視したということである。また、地域福祉を推進するためには、公私の役

割分担が重要な課題となるとし、要援護者とともに支援者としての住民・民間の役割も強調

している。 

 1990 年の福祉８法改正に伴い、在宅福祉サービスが社会福祉事業法に規定され、本格的

な地域福祉の時代が始まった。そこでは、市町村役割の重視、在宅福祉の充実、民間福祉サ

ービスの健全育成、福祉と保健・医療の連携強化・総合化、福祉の担い手の養成と確保、サ

ービスの総合化・効率化を進めるための福祉情報提供体制の整備などが求められた。高齢者

保健福祉 10 か年戦略（ゴールドプラン）にみられるように、計画による高齢者等を対象と

した多元的在宅福祉サービス供給システムの構築と、在宅福祉の基盤としての公私協働に

よる福祉コミュニティづくりが求められた。 

 そして、住民の住み慣れた地域で安心して暮らしたいというニーズに応える社会福祉サ

ービスとしての在宅福祉サービスの供給体制の整備への取り組みは、2000 年の社会福祉法

と介護保険法の成立に結びついた。その背景には、地域生活上の多様な問題とそれを取り巻

く複雑な状況を解決するために、組織活動から明らかになった成果を政策・制度へとフィー

ドバックするという社協のソーシャルワークの役割と取り組みがあった。 

 こうして、戦後の社会福祉発展過程において地域福祉という分野が徐々に確立されてき

た。また、社会福祉法において社協が地域福祉を推進する中核的組織として位置づけられた。 

 社協の「ふれあいのまちづくり事業」（1996 年）、安心生活創造事業」（2010 年）などの取

り組みは、その後の個別支援、ソーシャルサポートネットワーク形成を中心としたコミュニ

ティづくり、国・自治体の地域福祉政策に結びついていった。また、今日の制度の狭間にあ

る新しい地域生活問題に対するコミュニティ・ソーシャルワークや地域包括ケアを軸とし

た包括的支援、サービス提供システムの構築はこうした地域を基盤とするソーシャルワー

クの重視という歴史的な流れに位置づけられるものである。しかしながら、そのなかで大き

な役割を期待される行政組織そのものはそうしたシステムを運用することとは異なる論理
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によって編成されており、また、住民・自治会・NPO 等のインフォーマル部門の担い手の確

保は立ち遅れているといわざるを得ない状況にある。 

 さらに、介護保険におけるサービスの整備・拡充とケアマネジメントの導入、ジェネラル

ソーシャルワークなどのソーシャルワークの統合化論の発展、コミュニティワークとコミ

ュニティ・ソーシャルワークをめぐる概念の理解不足などから、社協の地域福祉推進方法の

理解をめぐって少なからぬ混乱がみられた。 

 

３ 自立支援とコミュニティソーシャルワーク 

 

 前述のとおり 1990 年の福祉改革において在宅福祉サービスが社会福祉事業法に規定され、

社協が供給主体として在宅福祉サービスを積極的に担っていくことになった。このことは

社協が住民主体の地域組織化という理念を中心にすえつつ、その役割・機能を拡大していく

ことを意味した。 

 そうしたなか、1991 年から国庫補助事業によるモデル事業「ふれあいのまちづくり事業」

が開始した。この事業では、「基盤強化」「総合相談事業」「地域生活支援事業」「住民参加に

よる地域福祉事業」「福祉施設協働事業」が重点事業とされたが、その内容は、ケアマネジ

メントの視点から、専門の地域福祉コーディネーターが住民個々の生活上の問題や福祉ニ

ーズを的確に把握し、専門関係機関との連携により、地域に即した福祉サービスを継続的に

提供する体制の整備を図り、その問題解決に結びつけていくものである。また、小地域にお

いて、要援護者に対するケアのネットワークを形成し、住民参加による地域福祉活動の推進

を図るという、インフォーマル部門を含めたソーシャルサポートネットワークを形成する

ことも課題とした。そして、これは関係者の連携調整や住民参加の地域福祉活動を重点にし

たこれまでのコミュニティワークにおいて課題となっていた個別の要援護者の処遇を中心

にすえた新たな体制づくりをすすめるという戦略をもっていた。 

 従来のコミュニティワークが、地域社会共通の福祉課題の問題解決に取り組むという方

法にかたよっていたことを改め、社協活動全体のなかに個別ケースの福祉問題を解決する

という仕組みを位置づけたことに大きな意味があった。 

地域福祉の課題のなかで、自立支援とソーシャルワークについて、大橋謙策は次のように

述べている。すなわち、「従来、地域福祉に見合う社会福祉方法論として、コミュニティオ

ーガニゼーションが考えられてきたが、それは個別課題を抱えている人には必ずしも直接

的に関わりをもたず、その抽象的・外延的援助のための地域住民の組織化とか、大多数の地

域住民の共通関心事の解決とかには取り組んできたが、地域で個別援助とそれを支えるソ

ーシャルサポートネットワークづくりとを個別的に展開するという実践は弱かったと言わ

ざるをえない。これからは、従来のコミュニティオーガニゼーションやコミュニティワーク

といわれる理論モデルとカウンセリング的個別援助理論モデルを地域で統合的に提供する

ことが必要になってきている」(5)と述べ、コミュニティ・ソーシャルワークの必要性を強調
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している。 

このようなコミュニティ・ソーシャルワークは地域福祉領域のジェネラルソーシャルワーク

のとして位置づけられ、地域社会レベルの個別処遇を中心としてソーシャルワークの展開を目

指すものである。ミクロからマクロまでを対象とすればそれは限りなくジェネラルソーシャル

ワークそのものに近づくことになる。そうした場合、コミュニティ・ソーシャルワークとジェネ

ラルソーシャルワークの違いを明確にすることが課題となる。 

 2000 年に介護保険法が成立し、介護保険制度とそれに基づく福祉サービスの供給を具体

化する手法としてケアマネジメントが導入され、地域包括支援センター及び市町村社協な

どにおいて、地域を基盤とするソーシャルワークが展開され、実践や方法論の構築が試みら

れているという仕組みはまさにコミュニティ・ソーシャルワークそのものであると捉える

ことができる。 

しかし、公的介護保険が成立し、それが施行されたとしても。それだけで介護の社会化、

すなわち、介護に求められる社会システムが実現するわけではない。福祉サービスの整備・

拡充と血の通った福祉行政はイコールではない。つまり、ソーシャルワークにおける相談支

援という実践は、個々の住民が抱える生活問題によって複雑かつ多様になる。また、ソーシ

ャルワークが制度に基づく行政手続きに矮小化されてはならない。ましてや福祉理念に反

した市場原理にもとづく福祉サービスの提供であってはならない。社協におけるソーシャ

ルワーク実践は、改めてその理念を再認識するとともに、その理論や実践を再確認する必要

がある。問題は、地域福祉、自立支援、サービスの選択といった政策課題を、政策主体中心

にすすめるのか、社協の理念である住民主体ですすめるのかということである。 

 

４ マクロからの統合化とミクロからの統合化 

 

 北米のソーシャルワーク理論は、直接援助及び間接援助においても多様化・細分化が進ん

できた。すなわち、直接援助においてはケースワークの心理社会的アプローチ、機能的アプ

ローチ、問題解決アプローチ、課題中心アプローチ、危機介入アプローチ、行動変容アプロ

ーチなどがあり、間接援助においては小地域開発、ソーシャルアクション、計画、アドミニ

ストレーション、政策などの各モデルなどがある。 

 こうしたソーシャルワークの変化は、ニーズの変化、個人を対象とするよりきめ細かな対

応、政策形成・実施の要請、関連諸科学の発展などにより、ソーシャルワークの高度化が求

められたことによるが、結果としてソーシャルワークの役割・機能の拡大へとつながった。 

 そうしたことを背景として、1970 年代より、アメリカやイギリスを中心としてソーシャ

ルワーク方法論の統合化が議論されてきた。そして、ソーシャルワークの伝統的な方法と位

置づけられてきたケースワーク、グループワーク、コミュニティオーガにゼーションニゼー

ション（コミュニティワーク）を一元化するものとして、一般システム論やエコシステム論

を基礎として、ジェネラシスト・ソーシャルワーク等のモデルが提示されている。日本にお
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いては、太田義弘・秋山薊二らによるジェネラル・ソーシャルワークなどが受け入れられつ

つある。 

 秋山薊二はジェネラルソーシャルワークを次のように定義している。すなわち、「ジェネ

ラル・ソーシャルワークは、利用者と共に生活支援過程を展開する包括・統合的で創造的な

特性や方法を具備した概念である。それは、人間と環境への視野と発想、利用者と支援者の

協働、価値・知識・方策・方法からなる実践システム、ミクロからマクロまでの循環的実践、

支援科学という学際的理論に基づく実践、方法・技術から制度・政策の包摂というアイデア

を内包した固有な方法論である。その具体化された方法と過程を展開する実践活動概念こ

そが、今日的な課題に対応し，高度専門職業に求められるジェネラル・ソーシャルワークな

のである」（7）と述べている。 

一方、岩間伸之は、地域福祉におけるソーシャルワークの捉え方を、伝統的なケースワー

ク、グループワーク、コミュニティワークという３分法を個別援助と地域援助という 2 分法

にし、さらに、これを地域福祉援助として捉えなおしている。すなわち、「地域福祉援助は、

３つの機能から構成される。『個を地域で支える援助(A)』と『個を支える地域をつくる援助

(B)』、そして『地域福祉の基盤づくり(C)』である。地域を基盤としたソーシャルワークは、

(A)と(B)を射程に入れた実践であり、地域福祉の基盤づくりは、(B)と(C)を包含する概念と

して位置づけている」と述べている(8)。 

 前述のコミュニティソーシャルワークも含め、いずれの考え方も、これまで独自の発展を

遂げていた、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークなどの方法を統合化し、

ミクロからマクロまでのすべてのレベルにおける実践の展開を包括的・統合的に図ろうと

するものである。 

 このように統合化論には類似した理論がいくつかあるが、より単純化してコミュニティ

ソーシャルワークとコミュニティワークを比較するならば、コミュニティ・ソーシャルワー

クは、地域福祉推進において、ミクロから出発しマクロへと発展させようとするものであり、

逆にコミュニティワークは、マクロ・メゾから出発しミクロに迫ろうとするものであるとも

いえる。すなわち、コミュニティ・ソーシャルワークは、個々の住民の自立した地域社会（コ

ミュニティ）生活を実現することを支援するものであり、コミュニティワークは、地域社会

（コミュニティ）が主体となり地域福祉を推進することを支援するものである。そして、大

きな強調点の違いとして、コミュニティワークは、コミュニティ・ソーシャルワークと比較

して、個々人の心理的問題よりも社会問題や政治問題を重視し、関係者の調整から社会変革

の問題までを扱い、社会資源の活用だけでなく資源開発を行い、直接処遇よりもコミュニテ

ィの統合をすすめるものである。 
 以下、ジェネラル・ソーシャルワークの理論を具体化する際の困難性について指摘してお

きたい。 

 第１に、抽象的理論の理解や具体化の問題である。理論的には統合化されたものの、実践

の場面においては統合化論そのものや各アプローチを意識的に使い分けているワーカーは
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少なく、統合化論についての十分な認識は浸透していない。その背景として考えられること

は、ジェネラルゾーシャルワークという壮大な理論体系が個々の専門職の具体的実践をど

のように説明しうるのかということである。それは、ジェネラルソーシャルワークがいわば

ソーシャルワークの基礎理論というべきものであり、それを具体化するには多くの困難を

ともなうということである。したがって、ジェネラル・ソーシャルワークというソーシャル

ワークの共通基盤にたって、どのような分野と立場（機関・団体・専門職）で、どのような

場面・レベルで、住民や関係者とどのような関係を築きながら実践の具体化をどう図るのか

という説明が問われなければならない。 

 第２に、マクロレベルの介入の困難性と未成熟な社会福祉システムの問題である。ジェネ

ラルソーシャルワークという個別支援から出発する場合、たとえば制度の創設・改善といっ

た取り組みは、自治体レベル、国レベルの問題であるため、必ずしも具体的な個別支援の実

践と直接結びつくものとは限らず、マクロレベルの介入の対象、範囲、内容が明確ではない

こともある。また、地方分権が進められるなか、地域性にもとづいた政策形成、社会資源の

開発、制度・サービスの創設・改善などがおこなわれなければならないが、一部を除き、個

別支援の蓄積がそうしたメゾ・マクロの取り組みにつながるような行政組織、あるいは地域

の社会システムの必要性についての認識は広がりつつあるものの、現実はそのようなシス

テムができているとはいいがたい状況にある。 

 第３に、エコロジカルな視点の限界である。ジェネラル・ソーシャルワークにおいて予定

される社会システム内の調和とはならず、期待される結果とは異なる成り行きなどが起こ

る。むしろ予め想定することが難しい現実の範囲の方が広いといわざるをえない。地域福祉

の推進は、各地域の歴史や文化、住民の階層性、合意形成と利害対立など、不可視な諸事象

をもつ地域性を基盤としており、環境と予定調和するエコロジカルな視点からでは想定で

きない問題が存在している。だからこそ、特定の利害をもち弱い立場にたつ住民等を出発点

とするソーシャルアクションによるアプローチが必要とされるのである。 

 第４に、フォーマルとインフォーマルのサービスの調整の限界である。新しい公共とよば

れるなかで、制度の狭間に生じる新しい地域生活問題への対応として自助、共助が拡大し公

助が縮小するという現状が見受けられる。そこで活躍する住民による主体的活動は、個別の

ニーズに対応するものであっても、必ずしも社会福祉関連制度と整合性をもつものではな

く、また、非制度的サービス同士の整合性もあるとは限らないものとなっている。その背景

として、政策・制度の正確かつ十分な情報を把握していないこと、ニーズを客観的に把握し

ていないことなどがあげられる。そこにおいては、公私協働による計画化が重要な働きをす

ることになる。地域のニーズを総合的・包括的に把握したうえで、公私にわたる政策・制度・

サービスの調整を図ったうえで、個別支援に取り組むということも必要となる。 

 第５に、住民の利害対立と合意形成の問題である。制度の狭間にある新しい地域生活問題

にみられるように、制度から排除される人びとが多く存在している。しかしながら、本来、

制度の狭間というより制度の未整備、あるいは社会資源の不足がそうした排除をもたらし
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ていると考えるべきものである。そのためには、まず、問題の可視化をすすめるとともに、

住民や関係者の意識と行動の変容をもたらすことが必要となるが、制度的なサービスの創

設・改善については、多くの住民の合意形成が求められる。そうした合意形成は、制度の内

容によっては多くの困難が伴うこともある。一方、非制度的なサービスの創設については、

住民の主体的な活動により創設することができるが、人、モノ、金といった面で限界がある

ことも確かである。こうした問題については、政策・制度・サービスの構造的な変化を求め

るマクロレベルのソーシャルワーク（コミュニティワーク、ソーシャルアクション）が重要

な役割を果たすことになる。 

 第６に、サービスの統合化の問題である。ソーシャルワークと政策・制度は深い関係にあ

り、制度によるサービス提供の一環としてもソーシャルワークは存在している。したがって、

ソーシャルワークの統合化の論理だけはスムーズな実践は成立しないと考えられる。ミク

ロレベルにおけるサービスの提供は、理論的にはケアマネジメントやフォーマルとインフ

ォーマルを含むネットワーキングによって進められる。一方でメゾ・マクロレベルのサービ

ス提供は、ポリシーメイキング、アドミニストレーション、プランニング等による政策形成、

運営、計画策定と実行というプロセスによって進められる。 
 ミクロからのアプローチもマクロからのアプローチも、いずれも住民主体の原則という

点からの統合が期待されるところであるが、政策形成は政府による決定される構想・計画・

方針・方策などであり、政策−施策−事業という体系や階層性をもっている。政策は政治家や

組織のトップの考え方によるトップダウンの規範的という性格をもつとともに、一方で既

存事業を前提としてそれらが全体として整合性をもって位置づけられるように設定される

ボトムアップという実務的な性格もあわせもっている。したがって、福祉サービスの供給シ

ステムの形成においては、ミクロからの出発だけでは説明できないものがあるとともに、む

しろポリシーメイキング、アドミニストレーション、プランニングといったソーシャルワー

クによるサービス統合が重要な役割を果たすことになる。 

 介護保険を例に考えれば、介護サービスは公的な福祉制度の仕組みのなかで、最終的には

地域包括支援センターなどの末端の機関において、社会福祉士などの専門職によるソーシ

ャルワークを通して具体化される。そこでは、主としてケアマネジメントという手法が用い

られ自立支援が行われるが、実際には、住民活動などの非制度的な社会資源の調整・連携と

いうよりも、窓口対応や公的サービスの調整に重点が置かれたケアプランが作成される。い

わば制度内の調整にならざるをえない実態が存在している。 

 以上のように、サービスとソーシャルワークの統合化という点からは、社会福祉改革、社

会福祉基礎構造改革といった政策・制度改革という変化の影響を強く受けたマクロからミ

クロという統合化へ、ソーシャルワークの統合化という点からは、人権尊重、自立支援、権

利擁護といった相談援助を中心に据えたミクロからマクロへという統合化の方向を踏まえ

ることが重要となるのである。 

 しかしながら、ソーシャルアクションに代表されるソーシャルワークの革新的な役割・機
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能は必ずしも、政策・制度内にとどまるものではないということは付け加えておかなければ

ならない。 

 

５ 社会福祉協議会とソーシャルワークの課題 

 

 社会福祉制度が成立し、サービスが整備されることにより、必要な社会システムが構築さ

れ、自動的に住民が住み慣れた地域社会において安心した生活が営めるようになるという

ことはありえない。個別支援、自立支援の対象となる住民、利用者の生活状況は、それぞれ

に異なるものであり、また、その生活基盤としての地域社会も多様である。それは行政手続

きとしてのサービスの利用のみでは実現しない。ソーシャルワークは、制度・サービスのサ

ービス利用という行政手続きの枠内にはおさまらない実践であることを忘れてはならない。

だからこそ、制度的サービス・非制度的サービスとソーシャルワークを含めた包括的・統合

的な捉え方が求められるのである。 

 今日の地域福祉政策の移り変わりには目をみはるものがある。2000 年の社会福祉基礎構

造改革は、地域福祉・在宅福祉、そして自立支援、サービスの選択を大きな柱として、バラ

ンスのとれた自助・共助・公助による新しい公共としての地域福祉システムの構築をすすめ

ることを目的とした。そこにおいては、人間尊重・社会的包摂、あらたな公的責任と公共性、

自助・相互扶助・社会連帯が課題になっているが、これは社会福祉の基本的な思想・原理に

かかわる事項である。福祉多元化と公私協働、地方分権化と地域の規制緩和は、社会福祉政

策の理念や運営のあり方にかかわることである。サービスの選択と契約、サービス利用支援、

自立支援・権利擁護といった課題は、サービル利用やサービス運営にかかわることである。

地域福祉計画・地域福祉活動計画、そして住民参加・参画によるまちづくりなどは、総合的・

計画的推進と主体にかかわることである。そして、そうした地域福祉を実現するためには、

その基盤としての福祉コミュニティを不可欠としており、そのためのコミュニティワーク

の役割は拡大している。 

 このような政策により全国、及び、自治体や地域を基盤とした福祉サービスの供給の整備

が多元的な主体によって進められつつある。しかし、サービスとソーシャルワークの包括

的・統合的システム化やそれをすすめる政策論・実践論は不足している。 

 地域福祉方法の研究をめぐっては、伝統的に社協が担ってきた多様化するコミュニティ

ワークを中心とした流れと、地域福祉分野におけるジェネラル・ソーシャルワークとしての

コミュニティ・ソーシャルワークの流れという大きく二つの流れが今日存在している。本章

では、それをマクロからのアプローチとミクロからのアプローチという２つのアプローチ

が必要であるという観点によって整理した。しかし、それだけでは十分とはいえない。それ

は、前述のとおり、政策・制度・サービスとソーシャルワークの統合化という視点が欠けて

いるからである。 

 現代におけるソーシャルワークにおける地域の問題とは、住民の地域生活上の問題であ
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って、かつその問題を解決しようとするとき、その環境との関係で解決できない困難状況が

あるということである。それは、単に社会資源とのかかわりでコミュニティを捉えるのでは

なく、従来の地域組織化で行われてきた伝統的な地域組織化とはことなる地域の文化・価値

レベル、思想レベルでの地域社会のあり方を問うことを含め、地域福祉の基盤を形成しよう

とするものでなければならない。 

 以上のように、地域福祉の推進は、個別のニーズとともに各地域における地域問題、地域

生活構造の特殊性などを踏まえたものでなければならない。また、住民と実践主体であるソ

ーシャルワーカーの関係においてのみ取り組みが行われるのではなく、国・自治体といった

政策主体によってすすめられる政策・制度・サービスの量的・質的水準やそれ認識の違い、

利害関係をもつ各主体相互の関係性によって展開されるものである。地域福祉を推進する

ソーシャルワークは、各レベルの方法や技術の羅列であってはならない。 
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保育所における地域貢献や地域交流プログラムの検討 

－コミュニティワークの視点から－ 

小野智明 

１．問題の所在 

保育所は第三者評価について積極的な受審が求められており、保育の内容や経営管理と

並んで地域貢献や地域交流についての項目も設定されている。また社会福祉法においては

地域福祉の推進を保育所に求めている。この「地域福祉の推進」は保育所においては、地

域貢献や地域交流の取り組みに最も近い概念として考えられる。 

しかし実際、保育所においてどれほどの地域貢献や地域交流が取り組まれているかにつ

いては、個々の保育所の運営方針や地域の状況によって差が生じていることが推察される。

また地域貢献や地域交流のプログラムの課題としては、地域貢献や地域交流のプログラム

を企画し、実践するにあたっての手段や配慮すべき事柄、準備などイメージがつかない状

況にあること、あるいはプログラムを実施していても画一化形骸化されていることなどが

考えられる。 

このような課題を解決するとともに保育所における地域貢献や地域交流を推進するため

の条件や手段について明らかにすることによって保育所での地域貢献や地域交流プログラ

ムの企画、運営、関係づくり、新たな展開の一助になると考えるが、それはよりよい実践

から把握することが必要である。保育所における地域貢献や地域交流プログラムを把握す

るために、今回は WEB に公表されている第三者評価から検討する。第三者評価は多くの評

価項目が設定されているが、その中に地域貢献や地域交流についての評価項目が含まれて

いるため、把握しやすいと考えたためである。しかし実際には保育所の第三者評価はすべ

ての評価が公表されている訳ではなく、総合的に評価された結果が総評という形で記され

ている。実際は地域貢献や地域交流のプログラムを実施するまでには様々な準備や地域と

の関係づくりが必要であるが、実施に至るまでのプロセスは第三者評価での記載に乏しい

ため、本稿にあたってはまずは第三者評価の結果から保育所における地域貢献や交流につ

いてどのようなプログラムが取り組まれているかを把握し、今後の事例分析にあたっての

留意事項について整理検討することを目的としている。 

 

２．法律における地域貢献や地域交流への期待 

2018（平成 30）年 4 月に改正社会福祉法が施行され、そこでは第 4 条（地域福祉の推進）

においては、「第 4 条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に

関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、（中略）地域福祉の推進に努めな

ければならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、（中略）地域生活課題の解決に資する支

援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう

特に留意するものとする。」と明記されている。特に第 2 項は新設された項目であり、社会
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福祉を目的とする事業者の責務が示されている。この「地域住民等」は広く地域コミュニ

ティを形成している主体すべてが含まれているものと考えられ、社会福祉事業者において

も地域生活課題を把握し、関係機関と連携し、解決することが求められている。 

 また、第 106 条の 2（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務）では、同様に地域

生活課題を把握した際には、その状況を勘案し、支援関係機関と連携を図って解決するよ

う努めなければならないと明示された。これは保育園に地域生活課題の把握と解決までの

主体的な取り組みを求めているものであり、ソーシャルワークの役割を担うことを求めて

いることと置き換えても良い。さらに第 78 条の 1 項で、福祉サービスの質の向上のための

自己評価の実施などが明記されており、保育事業者の積極的な受診が望まれている。 

ちなみに「地域における広域な取り組み」の実施に関する責務規定も創設された。これ

は第 24 条 2 項に明記され、「社会福祉法人は日常生活または社会生活上の支援を必要とす

る者に対して、無料又は定額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなけれ

ばならない」とされている。しかし全国では既に実施している例も多くあり、新たな取り

組みを義務づけるものではなく、法人の自主性に委ねられるべきものであるとしている。

そして保育や子ども関連での実践例としては、「子育て交流広場の創設」や「ふれあい食堂

の開設」などが挙げられている。 

 

３．保育所における第三者評価の位置づけ 

第三者評価において、地域貢献や地域交流といった項目はどのように位置づけられてい

るのであろうか。「第三者評価共通評価基準ガイドライン（保育所解説版）」では、45 項目

に及ぶ評価項目が設定されている。その中で「地域との交流、地域貢献」という項目が設

定されており、具体的には地域との関係が適切に確保されているか、関係機関との連携が

確保されているか、地域の福祉向上のための取組をおこなっているかといった内容での評

価項目となっている（表１）。 

また、具体的な評価の軸としては、例えば大項目のⅡ項「地域との関係が適切に確保さ

れている。」では評価基準として（表２）のとおり子どもと地域との交流を広げるための取

り組みの実施内容に示している。評価の着眼点としては、地域との関わり方について基本

的な考え方を文書化しているか。活用できる社会資源を収集し、地域との交流を定期的に

行っているかなど、具体的な取り組みのレベルを評価するものとなっている。これらを実

現するためには子どもと地域をつなぐコーディネーターとしての役割をもった保育者が不

可欠であると考えられる（表２）。 

この評価項目の目的は地域と交流を広げる取組を推進させていくことであり、そのため

には地域の人々と良好な関係を気づけているか。地域の方々が地域交流のプログラムに参

加できるような体制を整備しているか、地域の方々のニーズを把握し、実情に応じてプロ

グラムを設定しているか、などの子どもと地域が交流できる環境を整備しなければならな

いため、継続的な視点で取り組むべき課題であるとも言える。 
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（表 1）「第三者評価共通評価基準ガイドライン（保育所解説版）」平成 28 年版より一部抜

粋 

Ⅱ―4 地域との交流、地域貢献 

地域との関係が適切に確保されている 

23 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。 

24 ボランティア等の受け入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。 

 関係機関との連携が確保されている 

25 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関との連携が適切に行われている。 

 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 保育所が有する機能を地域に還元している。 

27 地域の福祉ニーズに基づく公益的な事業・活動が行われている。 

出典：http://shakyo-hyouka.net/evaluation4/ 閲覧日 2018 年 3 月 31 日 

 

（表 2）「保育所版 自己評価シート（共通評価基準）」平成 28 年版より一部抜粋 

Ⅱ―４ 地域との交流、地域貢献 

地域との関係が適切に確保されている。 
自己評

価結果 ☑ 評価の着眼点（該当する場合には□にチェッ

ク） 
23 子どもと地域との交流を広げるため

の取組を行っている。 □ ア
地域との関わり方について基本的な考え方を

文書化している。 
 

判断した理由・特記事項等 □ イ
活用できる社会資源や地域の情報を収集し、

掲示板の利用等で保護者に提供している。 
  

□ ウ

子どもの個別的状況に配慮しつつ地域の行事

や活動に参加する際、職員やボランティアが

支援を行う体制が整っている。 

□ エ

保育所や子どもへの理解を得るために、地域

の人々と子どもとの交流の機会を定期的に設

けるなどの取組を行っている。 

□ オ

個々の子ども・保護者のニーズに応じて、地

域における社会資源を利用するよう推奨して

いる。 

出典：http://shakyo-hyouka.net/evaluation4/  閲覧日 2018 年 3 月 31 日 

 

この「第三者評価共通評価基準ガイドライン（保育所解説版）」に基づき、横浜市では「横

浜市福祉サービス第三者評価」基準を設定している（図１）。そして評価の流れとして、①

情報収集・評価機関の選定、②契約締結、③施設の事前準備、④利用者家族アンケート、

⑤自己評価、⑥現地訪問、⑦利用者本人調査、⑧事業所調査、⑨調査結果報告、⑩事業者

意見提出、⑪調査結果の公表、⑫サービスに向けた改善のスケジュールを示している（図 2）。 

横浜市での評価方法については、①利用者調査・家族アンケート、②事業者自己評価、

③評価調査員による評価の３つを合わせて総合的に評価するとしている。これはサービス

提供のためのシステムと具体的なサービス内容と質の両方を評価するためであり、期待基

準というものを設定し、期待基準にあてはまらない施設の工夫事例は特記事項として評価

している。また評価は ABC の三段階での評価となっている。地域貢献や地域交流について
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の内容としては地域の子育て支援ニーズを把握するための取り組みを行っているか、地域

の子育て支援ニーズに応じて施設の専門性を活かしたサービスを提供しているか、地域の

保護者や子ども等への情報提供や育児相談に応じているか、相談内容に言応じて関係諸機

関・団体との連携ができる体制になっているかといった地域支援のニーズ把握から保育所

の資源の地域への提供の有無について問う内容が設定されている。また、保育所の地域開

放や地域コミュニティへの働きかけについて大項目「評価領域Ⅳ開かれた運営」の中に設

定されている。そこでは、保育所における福祉サービスに関する情報提供の有無やボラン

ティアの受け入れや育成の有無について聞いている（表３）。 

 

（図 1）「横浜市福祉サービス第三者評価」評価基準の概要 

 

出典：http://cgi.city.yokohama.lg.jp/kenkou/fukushi/site/hyouka/ 閲覧日 2018 年 3 月 31 日 
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（図 2） 「横浜市福祉第三者評価 評価のながれ」 

 
出典：http://cgi.city.yokohama.lg.jp/kenkou/fukushi/site/hyouka/kijun.html 

閲覧日 2018 年 3 月 31 日 

 

（表 3） 評価領域Ⅳ 開かれた運営より抜粋 
評価分類Ⅳ―１ 保育所の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ
評価項目Ⅳ―１（１）保育所に対する理解促進のための取組をおこなっているか 
・保育所の行事に地域の保護者や子ども等を招待している。
・自治会・町内会、学校、ボランティアグループ等と協力して行事を行うなど、地域の団体、機関と定期
的（年１回以上）、計画的に交流を図っている。 
・小中高等学校など、学校教育との連携を積極的に図っている。 
・地域の施設開放や備品等の貸出を行っている。 
・近隣との友好や関係を築くための取り組みを行っている。 
評価項目Ⅳ―２－（１）将来の利用者が関心のある事項についてわかりやすく情報を提供しているか。

・保育所のパンフレットット・広報誌・ホームページ等により、地域や関係機関に随時情報を提供してい
る。 
・外部の情報提供機関媒体に対して保育所の情報を提供している。 
・保育所として、すすんで福祉サービスの内容の詳細、料金、職員体制等、必要な情報を提供している。

評価項目Ⅳ―２－（２） 利用希望者の問い合わせや見学に対応しているか。

・保育所の基本方針や利用条件・保育内容等についての問い合わせに対しては,常時対応できるようになっ
ている。 
・利用希望者に見学ができることを案内している。 
・保育に支障をきたさない範囲で、曜日や時間は見学希望者の都合に対応している。 
・保育所の基本方針や利用条件・保育内容等について、パンフレット等の資料や文書に基づいて説明して
いる。 
評価分類Ⅳ―３－（１）ボランティアの受け入れや育成を積極的に行っているか。

・受け入れにあたり、あらかじめ職員や保護者に基本的考え方・方針が理解されるよう説明している。
・受け入れと育成の担当者が決められており、受け入れ時の記録が整備されている。 
・ボランティアの感想や意見を園運営に反映させている。 
・受け入れ計画入れ替えのためのマニュアル等があり、それに基づきボランティアに対して保育所の方針、
利用者への配慮当を十分説明している。 
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出典：横浜市「横浜市福祉サービス第三者評価評価票（保育所）」より抜粋 

http://cgi.city.yokohama.lg.jp/kenkou/fukushi/uploaded/life/1047961_55504781_misc.pdf

閲覧日 2018 年 3 月 31 日 

 

４．地域貢献と地域交流についての位置づけ 

子育て支援事業は「育児相談」「育児講座」「交流保育」「施設の地域開放」「子育てに関

する情報提供」「子育てサークル活動等の支援」などが具体的な事業として考えられ、保育

所における業務の一環としても位置づけられている。この事業は地域における子育て家庭

への支援であり、保育所が有している資源を地域に提供するという地域貢献のプログラム

と考えられる。そして横浜市などでは、地域子育て支援事業に対して補助金を交付してお

り、要綱には「私立保育所が自主的に実施する事業に補助金を交付することで、地域にお

ける子育て親子の交流等を促進し、地域の子育て支援機能を充実させることにより、子育

て中の保護者の育児不安の解消を図ること」と目的が記載されている。そして「育児相談」

「育児講座」「交流保育」「施設の地域開放」「子育てに関する情報提供」「子育てサークル

活動等の育成、支援」「その他育児支援に関すること」の７つの事業についてそれぞれ 15

万円を上限として補助金を交付する内容となっている。この補助金の交付は事前に計画書

を作成しなければならないものではあるが、保育園の金銭的負担を減らせるものであり、

地域貢献や地域交流事業を後押しするものと考えられる。 

地域貢献と地域交流については厳密に区罰できるものではないが、本稿においては、地

域貢献については、子育て支援事業のプログラムとして設定されている「育児相談」「育児

講座」「交流保育」「施設の地域開放」「子育てに関する情報提供」「子育てサークル活動等

の育成、支援」「その他育児支援に関すること」の総称とし、地域交流については、子育て

支援家庭以外の様々な主体やコミュニティに対して行う取り組みの総称として位置付けて

いる。 

 

５．保育所における地域貢献や地域交流の実態 

本節では、横浜市「よこはま福祉ナビ」にて公表されている福祉サービス第三者評価の

結果を基に地域貢献や地域交流についての評価内容について検討する。福祉サービス第三

者評価の結果は総評という形で WEB 公表がされている。そして福祉サービス第三者評価の

は自己評価、評価調査員による評価、利用者家族アンケート、利用者本人確認という４つ

の調査を実施し、総評として特にすぐれている点・力を入れている点と今後の取組に期待

したい点、更なる努力や改善が期待される点の２つの視点で結果が文章化されて明示され

ている。 

今回はできるだけ最新の実態を把握すること、及びすぐれた取り組みを行っている保育

園を抽出すること、保育所における第三者評価の傾向を探ることを目的とすることから、

「横浜福祉ナビ」にて平成 30 年 1 月から 3 月までの間に評価結果が公表されている 63 園

－ 22 －



 
 

を対象とすることとした。 

分析にあたっては、特に優れている点と改善が期待される点の双方で地域貢献や地域交

流について記載がされている内容の抽出と実施しているプログラム内容すべてを項目化し

て抽出し、保育所において現在どのようなプログラムを実施しているのか、及び課題につ

いての傾向を明らかにした。 

ちなみに調査にあたっては、記載の内容のみ分析の対象としている。したがって保育所

において実際に地域貢献や地域交流プログラムを実施したとしても、評価に挙がってこな

ければ記載なしとして判断していることを付記しておく。 

 

６．調査結果 

地域貢献や地域交流プログラムの記載有無については、調査対象の 63 園のなかで 51 園

に評価内容が明示されていた。記載がないのは 12 園であった（表 4）。地域貢献プログラム

への記載は 37 園（72.5%）で多くの園では地域貢献プログラムを実施しているという結果

となった。反対に地域交流プログラムの記載園は 29園（56.9%）、記載なしの園 43園（43.1%）

であり、地域貢献プログラムのほうが保育所として取り組みやすいプログラムであること

が推察される（表 5）。 

施設開園からの設置平均年数は約 26.4 年となっている。地域貢献や地域交流プログラム

への記載があった保育園の開園からの平均年数は 26.1 年、地域貢献や地域交流プログラム

の記載がない保育園の開園からの平均年数は 20 年であった。また、地域貢献プログラムが

記載されている園の設立平均年数は 25.9 年、地域交流プログラムが記載されている園の設

立平均年数は 27.3 年、両方が記載されている園の設立平均年数は 26.1 年となっている（表

6）。 

地域貢献プログラムは保育所が有している資源を地域に還元することを主としたプログ

ラムであり、地域交流プログラムは地域コミュニティや地域住民と協働して取り組むこと

が求められるプログラムであることから、地域交流プログラムの方が協働関係を構築する

ために多くの時間を必要とし、設置年数の短い保育園より設置年数の長い保育園のほうが

地域交流プログラムに多く取り組んでいると考えられる。また、両方のプログラムに取り

組んでいる保育園はさらに長い取り組みが求められると想定したが、結果では、地域貢献

プログラム記載園の設立平均年数は 25.9 年、地域交流プログラム記載園の設立平均年数は

27.3 年、両方が記載されている園の設立平均年数は 26.1 年であり、差はほとんど見られな

かった（表 6）。 

地域貢献や地域交流プログラム記載の有無については、両方のプログラムに記載がある

園は 21 園（41.2％）、地域貢献プログラムのみ記載が 15 園（29.4％）、地域交流プログラ

ムのみ記載は 5 園（9.8％）となっており、地域貢献プログラムのほうが取り組まれている

結果となった（表 7）。 
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（表 4）地域貢献や地域交流プログラムの記載有無  

地域貢献や地域交流プログラム記載あり 51 園（81.0％） 

記載なし 12 園（19.0％） 

計 63 園（100％） 

 

（表 5）地域貢献や地域交流プログラム記載有無（n=51） 

 記載あり 記載なし 

地域貢献プログラム 37（72.5%） 14（27.5%） 

地域交流プログラム 29（56.9%） 22（43.1%） 

 

（表 6）地域貢献や地域交流プログラム記載園の設立平均年（n＝51） 

 設立平均年 

地域貢献プログラム記載 25.9 年 

地域交流プログラム記載 27.3 年 

どちらかが記載あり（平均設置年数） 26.4 年 

両方記載 26.1 年 

両方記載なし 20.0 年（n＝12）

 

（表 7）地域貢献や地域交流プログラム記載の比較（n＝51） 

 記載あり 記載なし 

両方のプログラムが記載 21（41.2%） 30（58.8％） 

地域貢献プログラムのみ記載 15（29.4％） 36（70.6％） 

地域交流プログラムのみ記載 5（9.8％） 46（90.2％） 

 

７．調査結果から明らかになったこと、今後の事例分析にあたっての留意事項 

（1）評価の整合性について 

今回は横浜市内保育所 63 園を対象としている。この 63 園は同じ調査票を基に評価して

いるものであるが、地域貢献や地域交流について記載が多い評価機関と極端に少ない評価

機関があるなど、評価機関によって評価内容に特徴が表れていた。また、調査分析した 63

園の中で評価すべき点も課題とする点にも記載がない保育園が 12 園存在した。地域貢献や

地域交流については第三者評価の項目に含まれているため、確実に評価されているであろ

うが、実際の評価内容は記載内容からは確認ができなかった。そのため実施しているが評

価内容に反映されていない場合も想定されることを指摘しておきたい。また、評価内容に

おいても注意すべき点がある。それは評価できる点が課題に記載されている例が散見され

たことである。課題に記された記述の内容として、地域貢献や地域交流プログラムを実施

していないので指摘されている場合と、実施はしているが満足度が低い、といったプログ
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ラムの質を指摘している場合、広報に課題があるなど、広報手段や情報提供に課題を有し

ている場合、さらなる展開を求めるなどプログラムのブラッシュアップを求める場合、地

域との連携を進めるなどネットワークや協働に関する仕掛けを求める場合など期待値が異

なる評価となっている。また逆に評価できる欄に課題が掲載されている例もあった。 

（2）プログラムへの取り組み主体と協働関係 

地域貢献のプログラムとしては、「一時保育」「園庭開放」「交流保育」「図書貸し出し」「子

育て相談」「講座の開催」などが挙げられるが、これは保育所が地域に対してサービスメニ

ューを提供し、地域が利用するという一方的な関係で取り組まれる事業の意味合いが強い

ことはこれまでも指摘してきた。しかし、地域からの要請により保育所が有している資源

を活用してもらうという地域交流の意味あいが強いプログラムも展開している保育園も多

数存在する。例えば中学校の保育体験や高校生の職業体験、ボランティアの受け入れなど

である。 

保育所が有している資源を提供するといった一方的な関係性だけではなく、双方が協働

して保育所や地域づくりに取り組む活動もある。協働している事例としては、園児が地域

住民とともに公園清掃をする、お祭りに参加して演奏をする。地域住民より提供をうけた

苗を育て収穫物を地域におすそ分けをする、などがある。このような活動は双方になんら

かのメリットを生じさせていることが考えられる、活動が継続していくものでもあるとも

考えられる。それは一方的に活動プログラムを提示して相手が選択しサービスを受けると

いう関係からが双方に連携し活動や関係性が強化されていくことはコミュニティワークの

目指すべき方向と合致していると考えられるからである。 

ただしこの協働の関係性は地域が独自に計画し、保育園に強く働きかけ、保育所が参加

をした結果、互いの関係が強化されていく場合や、逆に保育所が地域に働きかけ、地域と

ともに活動を行うといったものもあるだろう。前者として第三者評価に挙げられていた内

容の例としては、地域が自治会への参加を働きかける、地域のイベントでの駐車場の提供

を依頼する、子育て関連の連絡会への参加依頼などが挙げられる。後者の例としては、地

域での子どもの見守りを依頼する、災害時の子どもが避難する際の協力、園の行事への参

加協力などが挙げられる。 

（3）地域交流プログラムへの展開の可能性 

地域貢献プログラムの内容については、一時保育や園庭開放、子育て相談などが主な例

となろうが、このように保育所が有している資源を地域に還元する取り組みは多くの保育

所が実施している。ただし、地域交流の取り組みは地域貢献プログラムよりは少ない。こ

のことから、まずは地域貢献プログラムを実施し、地域との関係性を構築しながら、地域

住民との交流や地域とともに地域づくりのプログラムを開発していくという段階を経てい

ることが推察される。地域交流プログラムについては保育園側が地域に声をかける場合と、

地域が先に声をかけるの場合もあり、どちらから行動をとるべきかどうかはプログラム内

容に左右されるようである。また、交流プログラム後の協働関係の有無などプログラム後
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の展開については第三者評価からの指摘内容からは検討できかった。さらに、保育園側で

はどのような立場の職員が地域貢献や交流事業の担当となっているのかも把握することは

できなかった。 

（4）特徴的な地域貢献や地域交流プログラム 

特徴的な地域貢献や地域交流プログラムとしては、職員が地域の祭りのお手伝いをする。

地域の店舗の協力で手作り引換券での買い物体験、放送機材や体操道具の貸し出し、園庭

に井戸を採掘して災害時の生活用水としてＰＲ、子どもを育てる地域連合会、子育て関連

連絡会、社会福祉施設連絡会などに参加し、子育て支援ニーズの検討などが挙がっていた。

これらの特徴的なプログラムは日常的に地域と交流が図られて、よりよい関係が構築され

たあと、互いが有している資源を交換し、地域福祉の向上に寄与するといった点からソー

シャルキャピタルの可能性を示唆するものとして興味深い事例であった。今後このような

ソーシャルキャピタルを具現化している保育所をヒアリングの対象とし、取り組みまでの

プロセスを分析することが必要であると考える。 

（5）その他 

地域貢献や地域交流プログラムに分類できない活動もあった。それは、園児の散歩時に

近隣住民に挨拶をするといった日常的なコミュニケーションを図るための行動などである。

このようにプログラム化された事業だけでなく、ゆるやかな関係から柔軟な活動が生まれ

てくること、そうした関係と活動を作り上げていく事例も分析していく必要がある。それ

はすなわち地域との関係の継続をもたらすものであると考えるからである。 

 

8．今後の検討に向けての課題 

これまで横浜市における第三者評価の総評内容を検討してきた。そして保育園が実施し

ている類似したプログラムは把握できた。また、特徴的なプログラムや先行事例について

もある程度は把握できた。 

以上のことを踏まえて保育所に対して地域貢献や地域交流プログラムの実態把握及び地

域とのよりよい関係づくりのために必要とされるソーシャルワークスキルについて今後さ

らに検討していく必要がある。 

これらの取り組みは保育所における地域貢献や地域交流プログラムの質的研究につなが

るものであり、よりよい取り組みのケーススタディを行うことによって一般化につながる

実践手法の開発につながると考えている。 

 今後は地域貢献や地域交流プログラムのより正確な実態把握のためにヒアリングによる

質的調査は必要となろう。その際、今回の分析を踏まえて５点の課題について整理してお

く。１点目は保育園の属性の視点である。保育園の設立の背景にはキリスト教や仏教など

の宗教的な背景をもった園もある。また、企業立や NPO 立、社会福祉法人、公立保育園な

どでのプログラムの差なども考慮すべきであろう。２点目はプログラム開始の順番である。

複数のプログラムを実施している場合、徐々にプログラムが増えていくと考えられる。そ
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の際、どのようなプログラムが取り組み易いのか、プログラムの広がり方についての把握

は必要となろう。３点目はプロセス分析の課題である。地域貢献や地域交流プログラムは

その準備から実施までのプロセス全体を把握し、分析することが必要となろう。4 点目は保

育所だけでなく、地域から保育所に対する評価を聞き取ることである。地域から求められ

る保育所となっているか、また求められている部分はどこなのかといったニーズ把握から

保育所としての新たな役割を見出すことが必要である。5 点目は保育所の中で地域貢献や地

域交流の担当を配置しているか、また他職員との合意形成の方法についてである。地域貢

献や交流プログラムの実施は担当だけでなく、職場全体の課題であるという認識をどのよ

うに構築していけばいいのかという課題である。担当だけでなく、合意形成についての方

法論があれば見出していくべき課題であると考える。 
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地域福祉推進における小地域を基盤とした若い世代の人材育成 

 

―社会的孤立防止に向けたソーシャルワーク実践を事例として― 

 

 

横地 厚 

 

 

 

１ 研究の背景と目的 

 

今日の地域社会は、社会的孤立や地域の繋がりの希薄化等、さまざまな課題を抱えてお

り、このような課題の解決には、地域の力、とりわけ地域活動を担う地域の担い手が重要

となる。 

社会福祉の根幹をなす社会福祉法においては、2000 年にその目的として、「地域住民等

は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として

日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保され

るように、地域福祉の推進に努めなければならない。」（第 4 条）が明記され、2018 年には、

「地域住民等は、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、

介護予防等様々分野の地域生活課題を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関

係機関との連携によりその解決を図るよう特に留意するものとする。」（同条第 2 項）が追

記された。 

これらは、地域共生社会の実現に向けて、地域福祉推進の理念として、住民参加がより

一層重要視されたことを意味している。 

しかしながら、実態としての住民参加、特に地域の担い手に目を向けると、高齢化や固

定化、減少化といった課題があげられる。 

それは、地域活動の担い手不足として、総務省「今後の都市部におけるコミュニティの

あり方に関する研究会報告書」（2014 年）や横浜市泉区「地域活動における担い手づくり

について答申書」（2012 年）等において指摘されている。 

 総務省「今後の都市部におけるコミュニティのあり方に関する研究会報告書」において

は、「地域での福祉、防災・防犯への対応等、コミュニティに期待される役割は大きくな

っている中、地域活動の担い手不足をはじめ、自治会・町内会への加入率の低下や近所付

き合いの希薄化が進む等、都市部のコミュニティはさまざまな課題を抱えている。その解

決には、新たな地域コミュニティ組織として、自治会・町内会をはじめ、地域で活動する

各種団体・民生委員等が同じテーブルについて地域課題を話し合い、解決に向けた事業に

取り組むプラットフォームを形成すること」を指摘している。 

また、横浜市泉区「地域活動における担い手づくりについて答申書」においては、「地

域活動を活発化していくうえで、活動の担い手づくりは最も重要であり、最も即効的解決

が難しい課題であり、その解決の基本的視点として、若い段階から地域活動の担い手を育

成していくことや担い手を単位自治会町内会で育成していくこと」を指摘している。 
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つまり、今後の地域福祉の推進において、自治会町内会等の小地域を基盤に、地域課題

の解決に向けたプラットフォームを形成し、地域活動を担う若い新たな人材を育成してい

くことは大きな意義があると考えられる。 

そこで本研究では、第一に、地域福祉の推進に向けて、小地域を基盤としたプラットフ

ォーム形成による若い世代の人材育成について、第二に、第一で明らかにした人材育成に

ついて社会的孤立防止に向けたソーシャルワーク実践を事例として検証することを目的と

した。 

研究方法は、小地域を基盤としたプラットフォーム形成による地域活動を担う人材育成

について仮説を示し、仮説に基づいた社会的孤立防止に向けたソーシャルワーク実践を事

例として参加者へのアンケートおよび半構造的インタビュー調査・分析をし、その結果を

もとに考察を行う。 

なお、本研究では、ソーシャルワーク実践を展開するにあたり、その実践プログラムを

「地域活動に参加するうえで求められる専門的な価値・知識・技術・経験の向上・改善を

目的として、小地域という実践現場において、目標の設定、実施、評価というプロセスに

即し、組織的・計画的に行われる地域実践である」と規定する。 

 

 

２ 小地域を基盤としたプラットフォーム形成による若い世代の人材育成 

 

（１）小地域を基盤としたプラットフォーム形成の意義 

小地域を基盤とすることの意義としては、「小地域での小地域活動を重視することで、

草の根民主主義による、住民の主体的参加と民主的参加が可能となる」（岡村,1974：79-

86）や、「小学校区を小地域と指定し、小学生の移動可能範域が、高齢者も障がい者も子

育て世代も移動可能な範域であり、なおかつ顔見知りの地理的範域が小地域であり、小地

域があらゆるネットワークの要となることができる」（牧里,2012:125）ことが指摘されて

いる。つまり、小地域を基盤とすることは、草の根民主主義による近隣地域社会レベルで

の主体的かつ民主的な住民参加を可能とし、子ども・子育て世代・高齢者・障がい者等、

誰もが、制度・分野ごとの縦割りや支える・支えられるという関係性を超え、我が事とし

て参加、参画し、世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民の暮らしと生きがい、

地域をともに創っていく地域共生社会の実現、さらには、地域福祉の推進に向けて、その

基盤となるものであると考えられる。 

次にプラットフォーム形成の意義であるが、プラットフォーム（platform）の語源は

plat(平らな)と form(形)に由来しており、土台や環境を意味している。プラットフォーム

の捉え方としては、「共通の目的（課題解決）を達成するために創られる場・空間として

捉え、活動目的等を優先する組織化の手法、もしくはそれに基づく場と空間」（全国社会

福祉協議会,2008：7）や、「ある目的達成やミッション遂行のために複数の主体が協働す

る場」（諏訪,2010:26）があげられるが、プラットフォームは自然発生的に形成されるも

のではなく、地域住民をはじめとした多様な主体が、地域生活の問題発見・共有・課題解

決、この一連のプロセスにおいて意図的に形成していくものである。そして、課題が解決

したらそのプラットフォームを解消し、新たな地域生活の問題発見・共有・課題解決によ

るプラットフォームを形成していく。このことによって、担い手が固定化するのではなく、

新たなプラットフォームによって新たな担い手の循環を促していくものであると捉えられ
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る。 

以上のことから、本研究における小地域を基盤としたプラットフォーム形成の意義とは、

「住民がイニシアチブをとった協働により、小地域を範域として、地域生活問題の発見・

共有・課題解決に取り組む時限的なプラットフォームの形成と解消を繰り返すことにより、

新たな担い手を育成していくもの」であると考えられる。 

 

（２）小地域を基盤としたプラットフォーム形成の要素 

小地域を基盤としたプラットフォーム形成においては、住民参画、協働、開発の３つの

要素が重要であると考えられる。 

 第一に、住民参画についてであるが、住民参画とは地域福祉において重視される住民参

加をより積極的に捉えたものである。参加とは目的のある既にあるものに加わるという意

味であり、参画とは計画段階から加わることを意味しており、参加は予め準備されている

ことに加わり行動をともにすることに対するアプローチであり、参画は予め準備されてい

るものではなく自ら企画・実践することに対するアプローチである。 

小地域を基盤としたプラットフォーム形成においては、地域生活問題の発見・共有・課

題解決に向けて、今ある活動に参加するのではなく、本取組み自体が新たな社会資源とし

て開発されるものであり、住民自らが主体的に取り組んでいくものと位置づけられる。 

 第二に、協働についてであるが、地域福祉における協働は、公私の協働を中心とした制

度政策と実践によって行われてきた経緯がある。しかしながら、社会的孤立や引きこもり

をはじめ、複雑かつ多様な問題を多数抱える現在の地域社会において、すべての課題解決

に公が関わることは現実的に困難であり、私私間の協働の促進が重要となる。 

そのため、小地域を基盤としたプラットフォーム形成においては、公では、私私間の協

働を促進させるために、住民個人と地域の力を高めるために、双方の主体性と責任性を育

む、さらなる権限と責任の委譲が求められ、私では、私私間の多様な主体が協働していく

ために、共通の目標と計画を持ち、対等・平等の関係をもとに、相互理解と相互協力によ

る相互作用のプロセスを通して、住民個人と地域の主体の変容を生み出していくものと位

置づけられる。 

 第三に、開発についてであるが、プラットフォームの形成は、地域住民をはじめとした

多様な主体が、地域生活の問題発見・共有・課題解決、この一連のプロセスにおいて意図

的に形成していくものであり、プラットフォームによって具体的な問題発見・共有・課題

解決の方法は異なっていく。すなわち前例踏襲になりがちな地域活動を、社会資源の一つ

として、他の社会資源の情報を収集し、活用・調整する視点を基に、自らが開発していく

ものであると位置づけられる。 

 以上のことから、小地域を基盤としたプラットフォーム形成の要素として、主体的な住

民参画に基づき、多様な主体との協働によって、新たな社会資源を開発していくことが求

められる。 

 

（３）小地域を基盤としたプラットフォーム形成による若い世代の人材育成 

小地域を基盤としたプラットフォームを形成するには、住民参加が根幹をなすものとな

るが、その住民参加の形態については、「①世論操作、②不満をそらす操作、③一方的な

情報提供、④形式的な意見聴取、⑤形式的な参加機会拡大、⑥官民の共同作業、⑦部分的

な権限委任、⑧住民主導、で区分けした市民参加の梯子」（アーンスタイン
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Arnestin,1969：216-224）や、「①市民への欺き、②形式だけの協議、③乏しい情報、④

顧客ケア、⑤質の高い情報提供、⑥真の協議、⑦実効的な諮問機関、⑧政策決定権の限定

的分権化、⑨パートナーシップ、⑩統制権の委譲、⑪信任型統制、⑫独立的統制、で区分

けした市民エンパワメントの階段」（バーンズ Burns,1994：162-163）、「①市民の意見は聞

くが決定は行政が行う行政主導型の市民参加、②市民と行政がともに考えともに行動する

協働、③住民主導の自治による市民参加、で区分けした住民関与度によるエレベーター」

（佐藤,2013：19-25）の参加形態があげられる。 

本研究においては、地域活動への住民参加の形態を、計画段階から加わる「参画」、目

的のある既にあるものに加わり行動をともにする「参加」、物事の意味や内容を判断し解

る「理解」の三層構造によって捉え、これらを図にしたものが、図１である。 

 

図１ 地域活動への住民参加の形態 

 

①中核を担う住民とは、地域福祉コーディネーターに代表されるように、地域活動の指

導者となる人材である。地域活動の計画段階から加わり自ら企画・実践する「参画」によ

って、地域活動の中核を担い、地域福祉計画や地域福祉活動計画策定にかかわり、地域生

活問題の発見・共有・課題解決に取り組むリーダー的役割を担う住民である。 

このような中核を担う住民に向けた若い世代の育成方法については、地域生活問題を発

見し、問題の共有と課題解決の共有、課題解決に向けた社会資源開発の実践、省察、さら

には学習による実践プログラムが求められる。 

②支える住民とは、地域活動への参加に代表されるように、地域への関心や貢献意識の

もと、地域活動の原動力となる人材である。目的のある地域活動に加わり行動をともにす

る「参加」によって、地域生活問題の発見・共有・課題解決を支えていく住民である。 

このような支える住民に向けた若い世代の育成方法については、漠然と活動に参加した

り協力したりするだけでなく、なぜ活動があるのかといった活動の意義や背景の理解を促

し、地域生活問題を発見し、問題の共有と課題解決の共有、課題解決に向けた社会資源の

開発の実践、省察による実践プログラムが求められる。 

③理解を示す住民とは、福祉講座や福祉情報に代表されるように、参画・参加には至ら

ないが、地域活動の意味や内容を理解し、中核を担う住民、支える住民を、共感に基づき

見守る住民である。 

このような理解を示す住民に向けた若い世代の育成方法については、地域課題の情報を

繰り返し提供し伝えていく機会を設け、受動的な知識・情報提供だけでなく、能動的な知

識・情報獲得のプログラムが求められる。そして、これらを表にしたのが表１である。 

③理解を示す住民

【理解】

②支える住民
【参加】

①中核を担う住民
【参画】
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表１ 住民参加の類型による若い世代の育成方法 

類型 役割 若い世代の育成方法 

①中核を担う住民 参画 地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた地域活動実

践による社会資源の活用・調整・開発、省察、学習 

②支える住民 参加 地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた地域活動実

践による社会資源の活用・調整・開発、省察 

③理解を示す住民 理解 地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた知識・情報

の提供・獲得 

 

 

３ 社会的孤立防止に向けたソーシャルワーク実践と分析 

 

（１）社会的孤立防止に向けたソーシャルワーク実践 

次に、小地域を基盤としたプラットフォーム形成による若い世代の人材育成として明ら

かにした、「主体的な住民参画に基づき、多様な主体との協働によって、新たな社会資源

を開発していく」社会的孤立防止に向けたソーシャルワーク実践事例を検証する。 

本事例は、高齢化率 50％を超える都市部（神奈川県横浜市）の小地域において、2015年

4 月～2016 年 3 月に、大学生が主体となり、地域住民・子育て世代・高齢者等の住民参画

に基づき、町内会・共同募金会・地域ケアプラザ等との協働によって、新たな社会資源と

して多世代が集う場を開発したものである。 

本研究では、アクションリサーチを取り入れ、研究の趣旨、プライバシーの保護、学術

雑誌等へ公表することを説明し同意を得た実践事例への参加した大学生 10名に半構造的イ

ンタビュー調査およびアンケート調査を実施し、その回答に対し、KH Coder にてテキスト

マイニングを行い、成果と課題を分析した。 

KH Coderとは、川端亮・樋口耕一によって開発され、テキスト型データを統計的に分析

するためのフリーソフトウェアとして公開されており、テキストマイニング・計量テキス

ト分析に対応するものである。 

分析手順は、半構造的インタビュー調査およびアンケート調査について、形態素解析を

行い、語句の出現数と出現傾向を把握し、出現頻度が高い語句から共起ネットワークを作

成し、構造の検討を行った。 

アクションリサーチの特徴は、研究以外に、問題解決のための参加と活動というアクシ

ョンが伴う協働作業であり、本研究では、研究する立場である筆者がリーダーシップをと

って指導するのではなく、むしろコーディネーターとして、問題を整理し、解決方法を見

出し、参加者自らがその方法を身につけていくことを心がけたものである。 

つまり、アクションリサーチを取り入れる意義として、その成果が実践や研究に役立つ

ということだけでなく、参加者一人ひとりが協働活動のプロセスのなかで成長していくこ

とがあげられる。 

なお、著者は、ソーシャルワーカーとして 20 年の経験を有し、その経験、知見を考察し

ていくための材料としたい。 

共同募金会は、社会福祉の根幹をなす法律である社会福祉事業法（1951 年）や社会福祉

法（2000 年）に明記され、その目的として地域福祉の推進を図ることが求められており、

2016 年には共同募金運動開始から 70 年を契機に中央共同募金会より「参加と協働による

『新たなたすけあい』の創造～共同募金における運動性の再生～」と題した答申が出され、
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単に寄付を集め配分するだけでなく、地域福祉の推進と寄付文化の発展による運動性の再

生に取り組むことが求められている機関である。 

また、地域ケアプラザとは、主に中学校区を範域として、横浜市内に約 140 箇所あり、

その設置目的として、横浜市条例において、「市民の誰もが地域において健康で安心して

生活を営むことができるように、地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るととも

に、福祉サービス、保健サービス等を身近な場所で総合的に提供する」ことが記されてお

り、具体的な業務として、地域住民の福祉活動や保健活動等の支援、地域包括ケアセンタ

ーや居宅介護支援等を行っている、横浜市が独自に取り組む機関である。 

ソーシャルワーク実践にあたっては、大学生が主体となり、地域住民・子育て世代・高

齢者等の住民参画に基づき、町内会・共同募金会・地域ケアプラザとの協働によって、新

たな社会資源として多世代が集う場を開発したものであり、ソーシャルワーク実践プログ

ラムは、表２のとおりである。 

 

表２：ソーシャルワーク実践プログラム 

回数 テーマ 活動段階 

活動内容 

１ 地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた社会資源の開発 第１期 

社会的孤立についての学習 

２ 地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた社会資源の開発 

地域ケアプラザへのヒアリング 

３ 地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた社会資源の開発 

町内会へのヒアリング 

４ 地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた社会資源の開発 

認知症グループホームへのヒアリング 

５ 地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた社会資源の開発 

子育て支援サークルへのヒアリング 

６ 社会的孤立防止に向けた実践活動 第２期 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

７ 社会的孤立防止に向けた実践活動 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

８ 社会的孤立防止に向けた実践活動 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

９ 社会的孤立防止に向けた実践活動 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

１０ 社会的孤立防止に向けた実践活動 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

１１ 省察 第３期 

大学生間での話し合い 

１２ 省察 

大学生・地域住民・子育て世代・高齢者との話し合い 

１３ 学習 

社会的孤立についての学習 

１４ 学習 

社会的孤立についての学習 

１５ 社会的孤立防止に向けた実践活動 第４期 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 
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１６ 社会的孤立防止に向けた実践活動 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

１７ 社会的孤立防止に向けた実践活動 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

１８ 社会的孤立防止に向けた実践活動 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

１９ 社会的孤立防止に向けた実践活動 

社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の実践 

２０ 評価 

ソーシャルワーク実践の評価 

 

全２０回の活動を行い、第１期（第１～５回）では、「地域生活問題の発見、共有、課

題解決に向けた社会資源の開発」をテーマに、町内会・共同募金会・地域ケアプラザと協

働し、社会的孤立についての学習、どのような人が孤立しているのか、孤立解決のために

はどのような活動が必要なのかを考えた。そして、町内会や地域ケアプラザ、子育て支援

サークル、認知症グループホームへ行き、ヒアリングを行い、当事者の声を聴き、問題の

発見、共有、課題解決に向けた社会資源の開発として、社会的孤立防止に向けた多世代交

流活動の実践を検討した。 

第２期（第６～１０回）では、「社会的孤立防止に向けた実践活動」をテーマに、町内

会・共同募金会・地域ケアプラザと協働し、地域住民・子育て世代・高齢者等の住民が参

画してもらえるよう、社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の企画を考え、話し合い、

実践を行った。 

その結果、大学生からは「活動に参加してくれる人がいてよかった」、「もっとうまくで

きたかもしれない」等の声があり、地域住民・子育て世代・高齢者からは、「楽しかった」、

「これからもやって欲しい」等の声があった。 

第３期（第１１～１４回）では、「省察と学習」をテーマに、大学生間での話し合い、

大学生・地域住民・子育て世代・高齢者との話し合いを行った。 

その結果、「もっと孤立について学ぶ必要がある」、「参加できていない人が参加するに

はどうしたらいいのか」等、大学生の孤立についての問題意識が高まり、社会的孤立につ

いて大学生が学ぶ学習の場が設けられた。 

 第４期（第１５～２０回）では、「社会的孤立防止に向けた実践活動と評価」をテー

マに、町内会・共同募金会・地域ケアプラザと協働し、地域住民・子育て世代・高齢者等

の一層の参加・参画に向けて、社会的孤立防止に向けた多世代交流活動の企画を考え、話

し合い、実践を行うとともに、本ソーシャルワーク実践活動の評価を行った。 

その結果、大学生からは「孤立をなくす地域をつくっていくために、これからも頑張っ

ていきたい」、「自分の目で見たこと、自分から聞いたことで、困っていることがわかった」

等の声があり、地域住民・子育て世代・高齢者からは、「大事な居場所になった」、「これ

からもやりたい」等の声があった。 

 

（２）社会的孤立防止に向けたソーシャルワーク実践の分析と考察 

分析手順は、参加した大学生 10名へのソーシャル実践活動を通した自らの成果と課題に

ついて、アンケートおよび半構造インタビュー調査を行い、抽出した調査結果について、

形態素解析、語句の出現数と出現傾向を把握し、出現頻度が高い語句から共起ネットワー
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クを作成し、構造の検討を行った。 

成果の総抽出語数は 10,731、その集計結果は表３のとおりである。 

 

表３ ソーシャルワーク実践活動における成果 

順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 

1 活動 76 11 繋がる 20 

2 地域住民 46 12 参加 18 

3 出来る 29 12 大切 18 

3 地域 29 14 積極 17 

5 学ぶ 22 15 子育て世代 15 

5 楽しい 22 16 グループ 13 

5 交流 22 17 多く 11 

5 自分 22 18 介護 10 

5 人 22 18 高齢 10 

10 知る 21 20 社会資源 9 

 

全期間において、最も出現回数が多い語句は、「活動」76 であり、次いで、「地域住民」

46、「出来る」29、「地域」29の順であった。 

本内容を分析すると、最多である「活動」は、自らが考え、企画し、実践を行ったもの

であり、地域生活問題の発見、共有、課題解決に向けた社会資源の開発、省察、学習とい

った本ソーシャルワーク実践の根幹をなすものである。「地域住民」は、地域福祉におい

て最も重視すべきことの１つである、住民参加、さらには住民参画に基づくものとして位

置づけられること、「出来る」は、本実践を通じて、様々な経験、良い経験をつめたこと

で、出来るという成長に繋がっていること、「地域」は、地域への関心の高まりや地域を

つくっていくという地域づくりへの関心の高まりを意味していると考えられる。 

次に、図２で示している、抽出語句間の共起ネットワーク（成果）について、分析して

いきたい。 

図２ 抽出語句間の共起ネットワーク（成果） 
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共起ネットワークは、線で結ばれているかどうかに着目することでその関連が把握でき、

関連が強いほど太い線で表されており、また、出現頻度が高い語句ほど大きい円で描画さ

れている。 

出現頻度が高い語句である、「活動」、「地域住民」、「出来る」、「地域」を中心に本共起

ネットワークを分析すると、図２下側のサブグラフ１として「活動」・「出来る」・「学

ぶ」・「繋がる」・「参加」・「積極」等の語句が集まっている。強い関連として「活動」を主

として「出来る」・「学ぶ」・「参加」・「積極」がみられ、出現頻度の高い語句として「活

動」・「出来る」・「学ぶ」がみられる。これは、本活動が積極性や主体性の向上等、様々な

成長の要素を持ち合わせたものであることを示唆している。また、図２上側のサブグラフ

２として「地域住民」・「地域」・「子育て世代」・「介護」・「認知症高齢者」等の語句が集ま

っている。強い関連として「地域住民」を主として「地域」・「子育て世代」・「介護」・「認

知症高齢者」がみられ、出現頻度の高い語句として「地域住民」・「地域」・「子育て世代」

がみられる。これは、地域には、地域住民をはじめ、子育て世代、介護者、認知症高齢者

等、様々な孤立しやすい人がいることについて本実践活動を通して発見、共有し、課題を

解決する意識が高まったことを示唆している。その他、図２上側のサブグラフ３では「楽

しい」・「関わる」・「高齢」が集まり、強い関連として「楽しい」を主に「高齢」・「関わる」

がみられる。これは、高齢者等と関わったこと、交流したことが楽しい経験であったこと

を示唆し、図２右上側のサブグラフ４では「一緒」・「交わる」・「大変」が集まっており、

強い関連として「交わる」を主に「一緒」・「大変」がみられる。これは、高齢者等と関わ

ったこと、交流したことが楽しい経験であったことを示唆し、図２右側のサブグラフ５で

は「広がる」・「幅」が集まっており、これは活動の幅、考えの幅が広がったことを示唆し、

図２左側のサブグラフ６では「コミュニケーション」・「少し」が集まっており、これは活

動を通しコミュニケーション能力が徐々に伸びていることを示唆している。 

以上のことから、社会的孤立防止に向けた本ソーシャルワーク実践の成果について、サ

ブグラフ１からは積極性と主体性の向上、サブグラフ２からは多様な主体との関わりとニ

ーズ把握の意識の高まり、サブグラフ３からは交流の楽しさ、サブグラフ４からは協働す

ることの意義と苦労の発見、サブグラフ５からは活動や考えの広がり、サブグラフ６から

はコミュニケーション能力の段階的成長が指摘できる。 

次に、課題について述べていきたい。課題の総抽出語数は 6,898、その集計結果は表４

のとおりである。 

 

 表４ 

順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 

1 活動 36 9 交流 7 

2 地域住民 16 9 自分 7 

3 参加 15 9 人 7 

4 積極 12 9 話す 7 

4 地域 12 15 苦手 6 

6 考える 10 15 継続 6 

7 学ぶ 9 15 出来る 6 

8 足りる 8 15 知識 6 

8 知る 8 15 連携 6 

9 関係 7 20 学習 5 
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全期間において、最も出現回数が多い語句は、「活動」36 であり、次いで、「地域住民」

16、「参加」15 の順であった。 

本内容を分析すると、最多である「活動」は、活動への参加率、活動の継続、さらには

発展等、活動への自らの関わりと内容改善に関するものである。「地域住民」は、関わっ

た地域住民、さらには関わっていない地域住民へのさらなるニーズの把握に関するもの、

「参加」は、参加した地域住民、参加していない地域住民への関わり方等、地域住民への

関わり方の向上に関するものであると考えられる。 

次に、図３で示している、抽出語句間の共起ネットワーク（課題）について、分析して

いきたい。 

 

図３ 抽出語句間の共起ネットワーク（課題） 

 
出現頻度が高い語句である、「活動」と「地域住民」を中心に本共起ネットワークを分

析すると、図３中央下側および左側のサブグラフ１として「活動」・「参加」・「積極」・「関

係」・「自分」・「出来る」の語句が集まっている。強い関連として「活動」を主として「出

来る」・「参加」・「積極」がみられ、出現頻度の高い語句として「活動」・「参加」・「積極」

がみられる。これは、今後も孤立防止に向けた活動の継続、発展が重要であること、自ら

もその活動に参加する意思があることを示唆している。また、図３上側のサブグラフ２と

して「地域住民」・「地域」・「考える」・「学ぶ」・「知る」等の語句が集まっている。強い関

連として「地域住民」を主として「考える」・「学ぶ」・「地域」がみられ、出現頻度の高い

語句として「地域住民」・「地域」・「考える」がみられる。これは、地域住民のニーズを考

え、学び、把握する必要があることを示唆している。その他、図３右下側のサブグラフ３

では「足りる」・「知識」・「学習」の語句が集まっており、強い関連として「足りる」を主

に「知識」・「学習」がみられる。これは、知識や学習が足りなかったことを示唆し、図３

左下側のサブグラフ４では「話す」・「人」・「苦手」の語句が集まっており、強い関連とし

て「苦手」を主に「話す」・「人」がみられる。これは人との関わりに苦手な部分があるこ

とを示唆している。 

以上のことから、社会的孤立防止に向けた本ソーシャルワーク実践の課題について、サ
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ブグラフ１からは孤立防止に向けた本ソーシャルワーク実践の継続と発展、サブグラフ２

からは地域住民ニーズのさらなる把握、サブグラフ３からは知識・学習の必要性、サブグ

ラフ４からはコミュニケーション能力の成長の必要性が指摘できる。 

 

 

４ まとめ 

 

本研究は、地域福祉推進における小地域を基盤とした若い世代の人材育成について仮説

を示し、仮説に基づいたソーシャルワーク実践活動を事例として考察したものである。実

践活動では、地域住民との関わりや地域活動に積極的ではなかった大学生達が、多様な主

体と関わりあい、地域生活問題を発見し、課題解決として新たな社会資源を開発し、地域

で活躍する人材に向けて、取り組んだものである。 

活動開始時は、「何をして良いかわからず積極的になれなかった」、「地域の人と距離感

があった」大学生達が、子育て世代や高齢者、町内会や共同募金会等、様々な人・機関と

顔を会わせ、話し合い、自らの目で自らの耳で地域生活問題の発見や課題を探り、孤立防

止に向けたソーシャルワーク実践活動に取り組んでいった。その結果、「様々な活動を通

して、企画や発表する力、地域や人と繋がるということを実際に感じることができて、積

極的に活動できるようになった」、「人目は気にせず、楽しいこと為になることを大事にし

ようと意識が変わった」、「話しかけると喜んでくれることがわかり、話しかける側になっ

た」というように、実践活動への楽しみが芽生え、積極的な活動への参加、主体的な行動

力、連携する力が高まり、地域福祉で最も重視すべきことの一つである、住民主体、主体

性の向上が培われたと考えられる。 

つまり、本研究の成果として、第一に、小地域を基盤としたプラットフォーム形成によ

る若い世代の人材育成では、主体的な住民参画に基づき、多様な主体との協働によって、

新たな社会資源を開発し、中核を担う住民、支える住民、理解を示す住民を育成していく

必要があることが明らかとなった。 

第二に、第一で明らかにした人材育成について、社会的孤立防止に向けたソーシャルワ

ーク実践を事例として検証を行い、その成果として、①ソーシャルワーク実践活動の展開

を通した積極性と主体性の向上、②地域住民、子育て世代、高齢者等、多様な主体との関

わる機会の創出とニーズを把握する意識の高まり、③交流する楽しさの経験、④協働する

ことの意義と苦労の発見、⑤活動や考えの広がり、⑥コミュニケーション能力が向上して

いくことが明らかとなった。また、課題として、①孤立防止に向けたソーシャルワーク実

践の継続と発展、②多様な住民ニーズの把握、③知識・学習の向上、④コミュニケーショ

ン能力の向上が必要なことが明らかとなった。 

これらは、地域活動への参加に代表される、地域への関心や貢献意識のもと、地域活動

の原動力となる人材である「支える住民の育成」や、地域活動の意味や内容を理解し、中

核を担う住民や支える住民を、共感に基づき見守る人材である「理解を示す住民の育成」

に有用であると考えられる。 

一方、課題として孤立防止に向けた実践の継続と発展や、多様な住民ニーズの把握、知

識・学習の向上があげられているように、地域活動の計画段階から加わり自ら企画・実践

する本実践での参画では、「中核を担う住民」の育成には不十分であり、多様な住民ニー

ズの把握や学習を取り入れたソーシャルワーク実践の発展が必要であると考えられる。 
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地域福祉における住民主体の議論とその課題 

 

平野友康 

 

第１章 研究の背景と目的 

 

第１節 問題意識 

 筆者は、社会福祉協議会(以下「社協」)に在職中、福祉とは「ふ
．
だんのく

．
らしのし

．
あわ

せであり、誰にとっても自分が住む地域で安心した暮らしを実現できるようにすること」

と住民等へ伝えてきた。しかしながら、この福祉の実現へ向けた取り組みとは逆の動きが

行われていることがある。たとえば、グループホームなど障害者施設の建設に対し、その

地域に住む住民が反対運動を起こし施設を建設しないような動きが見られることである。 

反対の主な理由はグループホームに入所する障害者が住民に危害を加えるのではないかと

いう不安感であり、特に通学路など子どもが日々利用する場所であればより強い反対運動

へと発展することがある。「ふ
．
だんのく

．
らしのし

．
あわせ」実現のため、施設を作ることに

反対する人がいるとともに一方で施設を利用し安心した生活を送りたいという人がいる。

グループホームを生活の拠点とする人たちやその生活を支援する人たちにとっての安心し

た生活はどう実現できるのか。両者の思いが相反しており利害の対立が起きる。 

 利害の対立は、施設の建設だけではなく、公園の利用に際して球技をしたい小学生と球

技を危険と考える乳幼児の保護者との間でも起き、年代問わず誰にでも日常生活の中で起

こりうる問題である。人々の価値観や考え方が多様化すればするほど安心した暮らしに対

する考え方も多様化し、結果、利害の対立は避けては通れない問題となる。 

 対立の原因は、自分が住む地域をより良くしたいという“地域社会”に主眼をおいた考

え方とあわせて、自分が安心した生活を送りたいという“個人”としての考え方の両面が

ある。たとえば、ノーマライゼーションの地域社会を目指すことに賛成はできても、自分

の家のそばに障害者施設は建ってほしくないといった例である。かつ、対立する利害の一

方のみを解決した場合、もう一方は解決に至らない事例もあり解決に至らなかった場合、

問題が潜在化しより深刻化する可能性も孕んでいる。 

 安心した日常生活を実現する中での利害の対立は、個々人の考えとともに、地域社会の

あるべき姿との関係の中で調整や解決を図っていく必要がある。この役割を主として担っ

ているのが社協であり、社協は「ふ
．
だんのく

．
らしのし

．
あわせ」を実現するために、「住民

主体のまちづくり」を活動の理念に活動を行っている。住民主体がキーワードとなるが、

たとえば、前述の施設建設の問題では、賛成や反対を主張する住民だけではなく、無関心

な住民もいれば、あえて関わろうとしない住民もいる。また仲間から誘われて形式的に関

わっている住民もいれば、周囲の意見におされ自分の考えとは違った考えで関わっている

住民、問題を十分に理解できないあるいは気がついていない住民、問題解決のために動き
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たくても動けない住民など様々である。さらに言えば利害対立が、性別・年齢・職業・国

籍・文化・宗教などの違いよって解決できない可能性もある。 

 社協が掲げる「住民主体のまちづくり」の「住民主体」とは、こうした多様な住民の姿

をどう表しているのか。まちづくりに参加する住民だけに主眼をおきすぎて参加しない(

できない)一部の住民が抱える問題が置き去りにし潜在化していないだろうか。まちづく

りの主役は住民であるといった時の住民は誰を指しているのか。 

 住民主体の言葉が社会福祉の領域だけではなく、建築や交通、環境保護など他領域でも

使われており様々な解釈や使い方へと広がっている。改めて住民主体の意味するところを

考察したく本論文を作成する動機となっている。 

 

第２節 研究の目的と意義 

 本論文の目的は「地域福祉における住民主体の議論とその課題を明らかにすること」で

ある。ここでいう住民主体とは1962年の「社会福祉協議会基本要項」における「地域住民

のニードに即した活動をすすめることをねらいとし、それに必要な組織構成を充実すると

いうことである」を出発点とする。1962年から現在に至るまでに、住民主体に変化がある

のか否か、変化があるのであればどのような変化があるのか、理論と実践は一致している

のか乖離しているのか、その結果、地域福祉の推進にどのように影響するのかなどいくつ

かの疑問が生じる。これら疑問に応えるためには、少なくとも以下の問いを論じていく必

要があると考える。 

 第１に住民主体は目的を達成するための手段であるのか、それとも住民主体そのものを

目的としているのか。言い換えると、住民が主体的に活動を行うための専門職等による働

きかけの手法か、あるいは地域のニードを解決する担い手は住民であるという地域社会を

構成する構成員が共通して持つべき考え方であるのか。 

 第２に住民主体の活動に目標設定ができるのか。たとえば目標の数値化が可能であるの

か、地域住民のニードに即した活動を行うことを目標とするのか、それともニードに即し

た活動を行いそのニードを解決することが目標となるのか。 

 第３に住民主体の活動に目標があるとするのであれば、目標を設定し、その目標へ向け

た計画をつくり、計画にそって取り組むよう誰が先導していくのか。このことを特定の住

民が行うのか。とすると、住民主体は役割によって主体の内容が変わってくるのか。 

 第４に住民主体の住民とは個人を主体としているのか、複数の住民が集まった総意とし

ての主体であるのか。地域のニードは住民１人で解決できるとは限らない。住民同士が組

織し解決できることもある。「地域住民のニードに即した活動」が住民主体であるのであ

れば、地域住民のニードの問題解決の中心は誰が行うのか。 

 第５に住民主体の活動はすべての住民に求められることであるのか、それともある一定

の層の住民に求められることであるのか。地域のニードに対する住民の意識は様々であり

住民自身の生活環境の違いがあり、かかわり方も一様ではないと考えられる。住民のひと

－ 41 －



り一人が主体性をもって活動を行うことが可能であるのか。 

 以上５つの問いに対して、以下の２つの点から論じることとする。１点目は、社協がは

じめて「住民主体」という言葉を組織の活動原則としたことから、社協における住民主体

を歴史的な流れに沿って誕生し、変化し、拡大した経緯を明らかにしていくことである。

２点目は、住民主体が地域福祉の領域で理論的な研究が行われていることから、社会的な

背景および先行研究を概観し住民への期待や役割を明らかにしていくことである。 

 以上２点を明らかにした上で、研究目的である「地域福祉における住民主体の議論とそ

の課題を明らかにすること」とする。このことで様々な解釈や使い方へと広がっている住

民主体の考え方がある一定の整理がされ、今後の研究および実践の発展の一助とすること

で研究の意義とする。 

 

第３節 本論文の構成 

 研究目的を達成するために、以下のとおり３章に分けて構成し述べていくこととする。 

 第１章では、社協がはじめて「住民主体」という言葉を組織の活動原則としたことから、

社協における住民主体を歴史的な流れに沿って誕生し、変化し、拡大した経緯を明らかに

していく。 

 第２章では、住民主体が地域福祉の領域で理論的な研究が行われていることから、社会

的な背景および先行研究を概観し住民への期待や役割を明らかにしていく。 

 第３章において、本論の目的である「地域福祉における住民主体の議論とその課題」を

提示し結論へ導くこととする。 
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第２章 社協における住民主体の歴史的な経緯 

 

 本章では、社協がはじめて「住民主体」という言葉を組織の活動原則としたことから、

社協における住民主体を歴史的な流れに沿って誕生し、変化し、拡大した経緯を明らかに

していくことを目的とする。 

 

第１節 社会福祉協議会組織化の歴史的背景 

 社協は、1962年に組織と活動のあり方を明らかにした「社会福祉協議会基本要項」を策

定しこの要項において住民主体が明文化されている1。その後、1992年に「新・社協基本要

項」に改められた後も、住民主体にもとづいた社協活動が継承され現在に至っている。本

節では、住民主体にもとづいた活動に取り組む社協組織の設立から現在に至るまでの組織

や活動目的の変遷の経緯について明らかにしていく。 

 

１ 社会福祉協議会発足までの経緯 

 社協の発足は、1949年のGHQ総司令部公衆衛生福祉局(PHW)の６項目提案2、同年の参議院

厚生委員会「社会事業振興に関する方策要綱」3、1950年の厚生省「社協設立に関する書

翰」4が契機となり、厚生省、日本社会事業協会5、同胞援護会6の３者が社協設立準備会を

                                                  
1 社協基本要項には「社会福祉協議会は、住民主体の原則に基づき市区町村の地域を基本的単位とし、都

道府県および全国の各段階に系統的に組織される」とあり住民主体の原則に基づいて社協が組織されて

いることが述べられている。 
2 民間社会事業組織再編は、1949年11月29日の総司令部公衆衛生福祉部(PHW)が厚生省と行なった「1950

年から1951年までの福祉の主要目標に関する厚生省職員との会議」での６項目提案をもとに行なわれた。

以下は六項目提案の内容である。 

1.厚生行政地区制度、2.市厚生行政の再組織、3.厚生省により行われる助言的措置及び実施事務、4.公

私社会事業の責任と分野の明確化、5.社会福祉協議会の設置、6.有給専任吏員の現任訓練の実施(重田 

1993:103) 
3 1949年12月参議院厚生委員会は「社会事業振興に関する方策要綱」を厚生大臣に勧告している。 

「社会福祉事業法制および行政の不備、民間団体の欠陥や連携の欠如を指摘し民間団体の機能を最大限

有効に発揮するためには社会事業振興連絡機関の設立が不可欠であり、現在の関係中央団体を発展的に

解消し新たな理念に基づき合理的・系統的・統合的な新しい団体の創設を示した(山本、川上 2003:25)

」 
4 厚生省「1950年度における厚生施策の主要目標」の「社協設立に関する書翰」にて述べられている。 

「全国及び都道府県の社会事業団体及び施設により自発的に行われる社会福祉活動に関する協議会を設

置し、これが運営指導を行なうための全国的なプランを作成するに当たって、その参加が必要かつ望ま

しいと認められる全国的な関係民間団体を召集しなければならない(山本、川上 2003:24)」 
5 日本社会事業協会は、戦前からの系譜をもつ中央社会事業協会と全日本施設事業連盟が1947年に合併し

て創設された団体。 

中央社会事業協会は、1921年に中央慈善協会(1908年設立)を改称したもので、1924年に財団法人となっ

ている。貧困問題などを社会問題として捉え、慈善事業から社会事業へと移行しつつある状況にあった

ことが改称につながっている。社会事業の総合的連絡あるいは統制の役割を担った。(秋元、大島、芝

野、藤村、森本、山縣 2003:327 358) 
6 1946年3月13日、主に戦災者や引揚者の援護事業を行っていた恩賜財団戦災援護会と、主に戦没軍人の

遺族や傷病軍人及びその家族の援護事業を行っていた恩賜財団軍人援護会とが合併し、両団体の事業の

継承団体として、恩賜財団同胞援護会が設立。(東京都同胞援護会,2022.1.6,沿革 ホームページ: http

s://doen.jp/outline/history) 
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通じて1950年７月に「社協設立準備要綱案」を発表した。「社協設立準備要綱案」には

「社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を図ることを目的とする(全社協 1982a:34)」

とあり社協設立の目的は「機関・団体の連絡・調整機能を重視したもの(山口 2000:3)」

であった。1950年９月には日本社会事業協会、同胞援護会、全日本民生委員連盟7の３団体

が設立声明8を行ない、同年11月に「社協組織の基本要項」を出し1951年１月に３団体が統

合し、後の全社協の前身である中央社協が設立した。 

 中央社協の設立に先立って、３団体が1950年11月に発表した「社協組織の基本要項」で

は、第１項に「社協は、一定の地域社会に於いて、広く社会福祉事業の公私関係者や関心

をもつものが集まって、解決を要する社会福祉の問題について調査し、協議を行い、対策

を立て、その実践に必要な凡ゆる手段や機能を推進し以って社会福祉事業を発展せしめ、

当該地域社会の福祉を増進することを企画する民間の自主的な組織である」とし、第10項

に「社協は、直接社会福祉事業のサービスを行うような施設を経営すべきではない」、第8

項に「社協には既述の如く官公の施設や、行政部課の代表も参加すべきものであるが、官

公関係者は協議会を支配するような、主要な役員の地位に就くことを避けなければならな

い」、第9項に「社協の事務所を、官公署の建物内に置くことは避けることが望ましい」と

している。これらから、社協が「施設、団体、行政、民生委員などの公私社会福祉関係者

を中心とした業界組織としての性格と連絡、調整を主要機能とすることを示している(山

口 2000:18)」と同時に「協議会としての性格9(山本、川上 2003:28)」を強調しているこ

とがわかる。 

 「社協組織の基本要項」が出された翌年の1951年３月に成立した「社会福祉事業法10」

では、社協について「社会福祉事業及び更生保護事業を経営する者の過半数が加入しなけ

ればならない」と規定しており、社協は「社会福祉事業経営者の組織化11(大橋 

                                                  
7 前身は1932年に設立された全日本方面委員連盟。1946年に方面委員令が廃止されて新たに民生委員令が

制定されたのに伴って、全日本民生委員連盟に改組された。全国の民生委員の団体として、全国民生委

員児童委員大会の開催、婦人民生委員の研究協議会の発足をはじめとする。民生委員内外の連絡・調整

等の役割を果たした。中央社協(現 全社協)の発足に際し、全日本民生委員連盟もこれに参加すること

となったため、1952年に解散した。(秋元、大島、芝野、藤村、森本、山縣 2003:294) 
8 ３団体声明書 

 最近わが国社会事業の分野においては、公私各種の社会事業団体並に施設の復興準備を見つつあるが、

未だ相互の間に充分なる連携調整、統合体制に欠くるものがある。このことは時代の要請である社会事

業の能率的運営、ひいては社会福祉の増進に著しい障害をなしている。ここにおいて、社会事業の協調

と秩序ある発展を図り、個人の尊厳を維持するため社会の一切の力を結集することを目的として、すべ

ての社会事業団体、施設、民生(児童)委員、その他が社協を設立することが要請せられている。よって

われわれ三団体は卒先して一体となり、かかる体制の確立促進に当たることをここに宣明するとともに、

国民各位の理解ある協力と援助とを切に懇請するものである。(全社協 1982a:39) 
9 同ページには「協議の場としての社協を構想していたことは疑いようがない」とも記載があり、協議体

としての社協をより強調している。 
10 社会福祉事業法では「社協の性格が(１)都道府県および市町村を単位として、(２)社会福祉事業の関係

者の経営者を中心として組織され、(３)各地域において社会福祉を目的とする事業の調査、企画、連絡、

調整、助成、普及、宣伝を行い、(４)一部行政が参加する民間団体であるといえる(山口 2000:19)」 
11「今日の社会福祉協議会の性格を最も端的に表している法的根拠を読むと、社会福祉事業を経営する者

の組織化を図ることが第１義的目的であることがわかる(大橋 1993:146)」とあり、後の1962年に「社
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1993:144)」を目指したことが伺える。 

 

２ 市区町村社会福祉協議会の成り立ち 

 社会福祉事業法施行後、厚生省の働きかけもあり12「1951年12月までにすべての都道府

県社協が1955年までにはほぼ全市町村に社協の結成(永田幹 1993:137)」している。しか

し、社会福祉事業法は都道府県社協のみ法制化の規定をしており、市町村社協については

十分な言及がされていなかった13。この当時の市町村社協での議論は「少数の先駆的な社

協をのぞけば、その多くは旧来の組織の看板を塗りかえただけのものや形式的に組織した

だけのものがかなりの多数を占め社、協とは何か、何を目的としてどんな活動をするか

(全社協 1982a:76)」である。特に「課題として主たるものは２点、第１は市町村社協の

あり方、第２は市町村・都道府県・全国各社協の組織関係(永田幹 1993:137)」であった。 

 このことは社会福祉事業法での社協事業が、法令上きわめて曖昧な規定しかされていな

いことにも起因している。しかし一方で、社会福祉事業法の草案時に「その自由な活動を

伸張する方針から、社会福祉協議会については、わずかに一か条をもうけ、関係行政庁の

職員の加入を認める規定を設けるにとどめ、そのほかは自主的自発的運営にまかせてある

(山本・川上 2003:5)」と民間の自主的・自発的組織に対し、法令によって厳密な活動領

域や事業範囲の規定を設けるべきでないという背景があった。 

 主たる２点の議論を背景に、1957年６月全社協が「市区町村社協当面の活動方針(以下

「活動方針」)」を発表した。この活動方針は「社協のあるべき姿、その活動の意味と進

め方を具体的に示していて大きな反響をもたらし、社協関係者を勇気づけるものであった

(永田幹 1993:127)」とあり、後の1962年４月の全社協の「社協基本要項」へと引き継が

れていくこととなる。 

 この活動方針は、1950年11月に発表した「社協組織の基本要項」を基本としながらも次

の２点が含まれていた。１点目は第１項の「市区町村社協は、その地域の社会福祉関係者

及び住民が協力して、地域の実情に応じ、住民の福祉増進を図ることを目的とする組織で

ある」であり地域住民の位置づけが行われ、２点目は第２項の「市区町村社協は、当面の

活動目標を、その地域の「福祉に欠ける状態」を克服する諸活動の推進におく」であり、

市区町村社協の活動目標を明確にし、このことを通じて市区町村社協は地区ごとの話し合

い等を通じて地域住民の積極的な参加を求めて、問題発見と解決のための活動を展開する

機関という性格を強調していった。 

 しかし「この活動方針はその後における社協活動展開を方向づける基本的考え方が、か

                                                                                                                                                  
協基本要項」にて、社協の性格として住民主体の原則を位置づけるが、必ずしも法的根拠と同様の性格

ではないことがあげられる。 
12 1950年4月16日に開催された都道府県民生部長会議において、社会福祉充実のためにそれらの組織化及

び健全な発達を促すよう指示したことが背景となっている。(山本、川上 2003:29) 
13 市町村社協の法制化は1983年５月社会福祉事業法の一部改正として実現した。なお、政令指定都市の区

社協の法制化は1990年。それまでは、法律上、市区町村社協の位置づけはなかった。 
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なり濃厚にうちだされており、活動の目標や推進方法も明らかにされていて、市町村社協

の発展経過を考えるうえでは、きわめて重要な意味をもったことは明らかである。しかし、

それのみではすでに形式的な組織形態が固定化しつつあった社協の体質を、改善するうえ

で大きな役割をはたすだけの重厚さをもちえなかったことが惜しまれる(全社協 

1982a:76)」とあり「1958年ごろから新しい基本要項をつくろうとする気運が芽生え(全社

協 1982a:76)」「社協基本要項」の策定へとつながることとなる。 
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第２節 社協における住民主体の位置づけ 

 

１ 社協基本要項の策定 

 「社協基本要項」の策定は、1960年８月に全社協主催により山形県において開催された

都道府県社協組織指導職員研究協議会(以下「山形会議」)に発する。山形会議では、「市

町村・郡・府県各段階社協の相互関係および住民を主体とする活動のあり方をテーマとし

て実際に山形県の実態について４日間にわたり研究した(全社協 1982a:77)」社協が「と

もすれば役所の側にたって住民のニーズを十分に考慮に入れず、画一的な活動になってい

るところが多いとして行政依存の傾向が反省され(山口 2000:80)」、山形会議では「社協

活動の基本的ねらいは、①自主的な民間団体として、住民の立場にたって活動すること、

②地域社会の民主化をおしすすめる使命をもつこと(永田幹 1993:135)」が確認された。 

 山形会議の後の40年を振り返る全国セミナー報告書では「社協は、住民の自発的な活動

をのばし、住民としっかり結びついてこそ存立の意味があるといってよいであろう(山形

県社協 2001:82)」と述べている。この山形会議を経て全社協は1962年に「社協基本要項

」を策定した。「社協基本要項」は「活動方針」の反省をふまえ「策定にはできるだけ十

分な時間をかけ、議論を尽くすよう配慮することを方針として（中略）一応の案が出来た

ところで、それを都道府県社協・市町村社協に示して広く討議を起こすように指示して研

究をすすめ最終案がまとまるまでに約２年の歳月を費やした14(永田幹 1993:139)」とある。 

 この「社協基本要項」の前文において「今後のあるべき方向を可能な限り明らかにした

もの」とし、「社協は一定の地域において、住民が主体となり、社会福祉、保健衛生その

他の生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加、協力を得て、地域の実情に応じ、住

民の福祉を増進することを目的とする民間の自主的な組織である」と社協の活動目的を位

置づけた。第４項では「社協は、住民主体の原則にもとづき市区町村の地域を基本的単位

とし、都道府県及び全国の各段階に系統的に組織される」および「市区町村社協基本単位

の原則」とし、機能・組織についての位置づけも行なった。 

 この「社協基本要項」を要約すると大きく５点15に整理されるが、第１に取り上げられ

るべき項目は「住民主体の原則(永田幹 1993:130)」である。社協基本要項では住民主体

を「地域住民のニードに即した活動をすすめることをねらいとして、それに必要な組織構

                                                  
14 社協基本要項は活動方針が「実質的には全社協事務局の作文とみられた点からも、この方針の普及やと

りくみをなお、小さな範囲にとどめ、全国的な大きなひろがりをもたらすところまでにいたらなかった

(全社協 1982a:76)」という経緯があったため、市町村社協に示し協議のもとに進めたことが述べられ

ている。 
15 第１に社協の性格として「住民主体の原則」 

第２に社協の機能としてコミュニティオーガニゼーションを掲げ、そのプロセスを条文化することによ

り、広い合意の上で定義づけたこと。 

 第３に、市町村社協の性格、位置づけ、都道府県・全国レベルとの系統的関係、組織構成、活動のあり

方、財源の基礎等につき、かなり綿密に記述し、その展開の方向を明らかにしたこと。 

 第４に、問題別委員会の重視、公私協力の提唱等による運動論的な福祉推進方策の原理の強調 

 第５に、社協専門職員配置の方針を明らかにし、基盤整備の足がかりを築いたこと(永田幹 1993:131) 
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成を充実するということである。したがって公私の関係者は、住民の立場を理解して社協

に参加、協力するのが本旨である」としている。この住民主体の考え方については、その

後さまざまにいわれており 「1970年代(昭和45年)以降に展開される地域福祉論の基本原

理として、社会福祉理論の発展に寄与したものも大きいといえる(永田幹 1993:130)」と

した。また、社協基本要項について「社協強化の方向をはじめて明確にしたことに大きな

意味をもっていたといえよう(全社協 1982a:77)」や、「社協基本要項は社協の組織と活動

との両面にわたり多くのすぐれた指摘や指針を含んでいる(全社協 1982a:78)」と述べて

いる。 

 一方で社協基本要項の策定は、成果とは別に「社協活動の理念とその活動実態には大き

なへだたりがあった(全社協 1982a:535)」や、「１つに社協の理念や性格などが、市区町

村社協役職員、そして関係者の間、あるいは住民にも必ずしも十分に理解されていない状

況(山口 2000:148)」があった。さらに住民主体の原則が「住民の主体性の内容として、

自主性・自発性といったものに限定されず、責任性や自己決定・自助というものまでが含

まれている。また、個々の住民だけでなく、集団としての主体性やコミュニティとしての

主体性、さらには住民の主体形成も取り上げられている(山口 2000:99)」と述べており、

住民主体の内容にさまざまな要素が含まれていた。同様に、社協基本要項の目的が「地域

の実情に応じ、住民の福祉を増進することを目的とする(山口 2000:149)」にとどまり具

体的課題や活動は明確にされなかった。 

 

２ 社協の直接サービス(在宅福祉サービス)に対する考え方 

 1962年の社協基本要項の策定後、厚労省は1966年から市区町村社協に福祉活動専門員16

を設置し職員の確保、身分保障の確立を図った。その一方で、1967年には行政管理庁勧告

17において共同募金の募金を社協の事務費・人件費に使用することを禁じた。こうした社

協に関する行政施策を踏まえ、全社協は社協組織の基本単位である市区町村社協の育成強

化を図るべく18、1968年には「市町村社協当面の振興方策」を発表し当面の活動目標とそ

                                                  
16 福祉活動専門員は、1966年の当時の厚生省事務次官通知「社会福祉協議会活動の強化について」の中の

「社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員及び福祉活動専門員設置要綱」という中で市町村社協に

設置を定めている職員。1999年に「厚生省社会援護局長通知」として同様の通知が出されている。 
17 1967年9月に、行政管理庁(現 総務省)から共同募金事業に関する行政監察結果にもとづく勧告が行なわ

れた。その趣旨は、共同募金会の役員、評議員のなかに受配者が多く含まれていること、募金額の5割

以上社協に配分されており、その人件費、事務費に多く使われていること、募金の収納手続、募金経費

の支出等に不適正なものがあるとし、共同募金は国民たすけあいの精神を基調とした国民の善意に基づ

く寄付金であることから、国民の信頼を裏切ることのないようこれらの点を改善すべきであるというも

のであった。厚生労働省, (1968).「第5節 社会福祉施設の整備及びその他の福祉施策」.2022.1.6,厚

生白書(昭和43年版):https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1968/dl/15.pdf 

一方、山口稔は「この行政管理庁の勧告は、民間福祉活動の発展に大きくマイナス影響を与えた。社協

は、結局、行政の補助金・委託金の増大によってしのいだが、受け身の事業が多く、社協が下請け団体

化し、社協の存在意義を見失わせる事態を惹起することになった。この勧告が社協機能と体制に与えた

影響は甚大であった(山口 2000:120)」としている。 
18「社協活動20周年を期し、その組織と活動の推進を図るために、新たな強化方策を打ち出すこと(山口 2

000:122)」が確認された。 
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の推進方策を明らかにした。その後、1973年には「市区町村社協活動強化要項」、1982年

には「社協基盤強化の指針－解説・社協モデル－」と、市区町村社協を中心とした社協の

基盤強化のための方針を示した。 

 1973年の「市区町村社協活動強化要項」では、1960年代以降、高度経済成長政策による

社会経済の変動に伴い福祉問題が深刻化し在宅福祉サービスの充実強化が叫ばれるように

なる中で「社協が住民の福祉課題を実現するために開拓的・先駆的な立場から過渡的に行

うものを除き、原則として直接サービス(在宅福祉サービス)は行なわない(山口 2000:145

)」という立場を明らかにした。このことは、1968年の「市町村社協当面の振興方策」の

直接サービス(在宅福祉サービス)を推進し実施することとした考え方を転換し、社協本来

の事業である地域組織活動の機能を充実強化19するようにしなければならないとしたので

ある。 

 その一方で、1970年代の老人福祉法に代表する在宅福祉に関する法的整備がはじまった

のを契機に20、1975年に全社協は在宅福祉サービスのあり方について検討を行った。その

結果を1979年２月に全社協が『在宅福祉サービスの戦略』としてまとめ「社協が直接サー

ビスの相当部分を担当する役割においても期待されるものがある(全社協 1979:164-165)

」と結論づけ、前述の「市区町村社協活動強化要項」で言われていた市区町村社協の地域

組織活動の機能の充実強化からの転換をもたらした。 

 表１－１は、全社協文書にみる組織化活動と直接サービス(在宅福祉サービス)の考え方

の変遷である。 

 『在宅福祉サービスの戦略』が示されて以降は、社協活動に直接サービス(在宅福祉サ

ービス)を積極的に位置づけるようになり、後の1982年の「社協基盤強化の指針－解説・

社協モデル－」では「地域福祉推進の総合化を進める中核的専門機関」として「社会福祉

サービスの供給システムを開発することが重要」であるとし、在宅福祉サービスの担い手

としての役割を強調している。 

 「社協基盤強化の指針－解説・社協モデル－」が示された翌年の1983年には社会福祉事

業法が一部改正され市町村社協の「法制化」が実現、社協事業について「社会福祉を目的

とする事業を企画し、及び実施するよう努めなければならない」という規定が加えられ、

本格的な直接サービスへの取り組みの条件が整えられた。 

 しかし、直接サービスに取り組むことによって、社協の組織化活動と直接サービス事業

が矛盾を起こすのではないかという危惧は、現在にいたるまで関係者の間から消えない。

                                                  
19 「市区町村社協は市区町村の視野から、低所得者、老人、児童、障害児者などの福祉課題をたえず的確

に把握し、その対策(地域福祉計画)をたて、住民みずからの努力で解決すべきものと地方自治体・国の

施策として解決すべきものを明らかにし、その実現をはかる活動、すなわち地域組織化活動を強化し、

住民の課題に機敏に対応する運動体社協として、その活動の発展強化をはかる(全社協 1982a:536)」 
20 1962年にホームヘルプ事業が国の補助事業となり、翌年の1963年老人福祉法により位置づけられ、デイ

サービス事業が1977年に東京都が補助事業として開始したのを皮切りに、1979年にはデイサービス事業

が法定の在宅福祉事業とされ、1980年には身体障害者デイサービス事業へと拡大をしていった。(山本、

川上 2003:45) 
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この両者をどう整合性を図るのかが課題ともいえる。 

 

表１－１ 全社協文書にみる組織化活動と直接サービスの評価の変遷 

文書名 発行年 組織化活動 直接サービス 備考 

社協組織の基本要

綱および構想 
1950年 関係組織中心 ×経営すべきでない 社会福祉施設・団体の連絡調整 

市区町村社協当面

の活動方針 
1957年 住民の協力 ○必要に応じて 福祉に欠ける状態の克服 

社協基本要項 1962年 住民主体の原則 ×原則としてさける 
住民主体論，インターグループ

ワーク説，組織化説 

市区町村社協当面

の振興方策 
1968年 住民主体の立場 ○必要に応じて 

1967 年行政管理庁「共同募金に

関する再勧告」を背景とした直

接サービスの重視 

市区町村社協活動

強化要項 
1973年 住民主体の原則 ×原則として行なわない 運動体社協論 

在宅福祉サービス

の戦略 
1979年 － ○期待される 

直接サービスの相当部分を担当

する役割において期待 

社協基盤強化の指針 1982年 住民主体の立場 ○開発・設置に努める 
在宅福祉サービス事業体の開

発・設置 

新・社協基本要項 1992年 住民主体の理念 ○積極的な実施 運動体と事業体の統合化 

 

３ 新・社協基本要項の策定 

 1990年の福祉８法の改正、市区町村社協の法制化、在宅福祉サービスの広がりなど社会

情勢の変化にともない、社協の新たな性格、機能・役割、組織、そして今後の社協の方向

づけなどを示す活動指針として、1992年４月に、全社協は「新・社協基本要項」を策定し

た。新・社協基本要項は、３つの方針をもとに、４つの性格・５つの活動原則・７つの機

能をあらわしている。 

 新・社協基本要項を策定するにあたり「策定過程で最大の論点となったものは、住民主

体の捉え方と事業の企画・実施機能という社協による在宅福祉サービスの提供の考え方で

ある。社協あるいは社協活動のあり方を問うとき、常に問題とされるのは住民の位置づけ

である(山口 2000:209)」としている。定藤丈弘は「今回の改正の重要な争点となったの

は、住民主体をめぐる考え方である。(中略)社協の基本機能は住民主体の組織化であり、

そのねらいは住民の主体形成を保障することである(定藤 1992:26)」と主張している。新

・社協基本要項の策定にあたった阿部志郎は「この基本要項で一番苦労したのは住民主体

の理念をどう扱うかであった」と述べ、住民主体の理解として「新しい基本要項はそれを

原則から理念に変更しているが、私の言葉でいえば、住民主体はまさにボランタリズムを

さしている。ボランタリズムは、公的な枠組みを超えてでもニードに対応していく自主的

な態度を意味する(阿部 1992:18-19)」としている。真田是は新・社協基本要項の策定段

階の案において「1962年の基本要項で高らかに謳いあげられていた住民主体の原則が姿を
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消していることである(真田 1992:158)」として問題点として提示している。 

 このことについて、全社協の事務局として策定にあたった渋谷篤男は「新・基本要項策

定にあたっては、社協について住民主体の組織構成＝住民だけで組織される組織、住民主

体の活動＝住民の福祉活動だけを行うという誤解が生じている点を打開したいということ

があった。そのような誤解を避けるために住民主体という言葉を使わずに、内容を書き込

もうとしたのであった。しかし、全国討議をすすめるなかで、社協における住民主体とい

う言葉のもつ重みを再確認し、性格に住民主体の理念にもとづきを挿入することにしたも

のである(山口 2000:210)」としている。 

 最終的に、新・社協基本要項が描きだした社協のイメージは「地域福祉を総合的に推進

するために関係者が協議などを行う組織体であり、住民主体の活動などを行う運動体であ

るとともに、在宅福祉サービスの提供などを行う事業体である(山口 2009:53)」というも

のであった。 

 

４ 社会福祉法成立後の社協活動 

 社会福祉基礎構造改革を経て、2000年には社会福祉法が成立し、社会福祉法では利用者

の立場に立った社会福祉制度の構築、福祉サービスの質の向上、社会福祉事業の充実・活

性化、地域福祉の推進などを目的とした。この社会福祉法の中で社協は「地域福祉の推進

を図ることを目的とする団体」として位置づけられた。 

 社会福祉法の第１条では、目的を「福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域におけ

る社会福祉の推進を図る」と明記し、第４条では「地域住民、社会福祉を目的とする事業

を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要

とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなけれ

ばならない」と規定しており、地域福祉の推進の重要性を伺うことができる。 

 同年の2000年の全社協「これからの市区町村社協の運営システムのあり方について」で

は「社会福祉法の成立や介護保険法の施行によって社会福祉システムが大きく変わる中で、

社協に経営責任を担いうる役員体制や経営管理体制の確立が強く求められているという問

題認識にもとづいて、経営理念、業務体制、役員・組織体制、経営管理体制の考え方、市

区町村社協事業の広域化への対応の考え方、さらに都道府県・指定都市社協の市区町村社

協への支援方策について検討(全社協地域福祉推進委員会 2000:はじめに)」した結果をま

とめ、社協の組織と事業のあり方に影響を与えた。 

 その後、2008年３月に厚労省から「これからの地域福祉のあり方研究会報告」が示され、

現行の仕組みでは対応しきれていない多様な生活課題に対応するために、住民のつながり

を再構築し「新たな支え合い(共助)」の必要性を提示した。支える、支えられるという関

係ではなく支え合う関係を構築するために、住民と行政の協働による新しい福祉を実現す
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るための支援のあり方、住民参加の必要性、地域福祉を進めるために必要とされる条件21

について報告している。この中で社協は「地域福祉の推進」の役割を担うことがあらため

て確認され「地域住民が支え合う環境づくりを進めるために、社協が積極的な役割を果た

す」と必要性が述べられている。しかし、一方で、住民主体、住民参加という観点から社

協をみてみると、「事業の形成や実施に当たっての住民参加が必ずしも十分とはいえない

状況にある」とまとめられている。 

                                                  
21 厚労省の「地域福祉のあり方研究会報告」において地域福祉の推進する条件として次の６点を述べてい

る。１．住民主体を確保する条件があること、２．地域の生活課題発見のための方策があること、３．

適切な圏域を単位としていること、４．地域福祉を推進するための環境(情報の共有、活動の拠点、地

域福祉のコーディネーター、活動資金)、５．核となる人材、６．市町村の役割 
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第３節 住民主体の成り立ちと拡大 

 住民主体は、1962年の「社協基本要項」において住民主体の原則として明文化され、こ

の要項にて社協の性格・機能・組織を明確にした。その後1992年の「新・社協基本要項」

では、住民主体の原則から住民主体の理念へあらためている。あらためた理由は、1990年

の福祉８法の改正、市区町村社協の法制化、在宅福祉サービスの広がりなど社会情勢の変

化にともなった背景があることは前述のとおりである。2008年３月に厚労省の「これから

の地域福祉のあり方研究会報告」では、社協が住民主体にもとづいた地域福祉の推進に対

して積極的な役割を果たす必要性を述べており、社協だけではなく厚労省においても住民

主体が地域福祉を推進していくための重要な考え方であるとした。 

 この住民主体をめぐっては「新・社協基本要項」の策定の過程で議論にもあったように、

住民をどう社協活動に位置づけるかが問われた。その後の厚労省の「これからの地域福祉

のあり方研究会報告」では、住民の参加を得て地域福祉を推進していくことが述べられて

いる一方住民主体、住民参加という観点から社協は「事業の形成や実施に当たっての住民

参加が必ずしも十分とはいえない状況にある」とまとめている。山口は「社協基本要項」

の住民主体の原則は「住民の主体性の内容として、自主性・自発性といったものに限定さ

れず、責任性や自己決定・自助というものまでが含まれている。また、個々の住民だけで

なく、集団としての主体性やコミュニティとしての主体性、さらには住民の主体形成も取

り上げられている(山口 2000:99)」と述べている。住民主体をめぐる考え方、捉え方、理

解の仕方が多岐にわたっていることが、その後の議論に影響を及ぼしている。 

 このため本節では、住民主体の言葉の発端となった山形会議が行われた時期を中心にあ

らためて住民主体の成り立ちの経緯を確認するとともに、その後、住民主体が社協の考え

方のみならず、社協以外でどのような場面で使われているか、厚生労働省法令およびデー

タベースサービスおよびCiNiiでの論文タイトルから確認し、住民主体の広がりについて

明らかにしていく。 

 

１ 山形会議と住民主体 

 社協における住民主体の考え方は、1954年の第７回国際社会事業会議(トロント会議)が

影響している。トロント会議では「社会福祉における自助」をテーマに住民と専門家それ

ぞれの責任と役割が議論されている。その議論を通じて、住民の位置づけを「自己決定の

原則の地域活動への適用(全社協 1970:151)」とし、山形会議より以前の1959年～1960年

ごろに住民主体が自然と採用されるようになったとしている22。山形会議では住民主体と

                                                  
22 社協において住民主体がはじめて使われたのは、岡村重夫が著作で1958年に大阪市社協が刊行した「小

地域社協活動の理論」という小冊子の中で述べたとしている(三浦・宇田・大橋 2003:178-179)。文面

には「住民の主体性の実現としての市民参加」について論じており、「住民の生活の立場を組織的に反

映し、結集し、主張することのできる組織体」や「住民の代表と社会制度の立場に立つ施設・団体・機

関とが参加して」や「住民参加の原則を生活の立場の貫徹」などと記載されている。この小冊子の内容

は『地域福祉研究』「地域福祉組織化の理論と実際」P123-174(1970)にも記載されている。 

この他に、永田は住民主体が「基本要項に採用するきっかけとなったのは、私の記憶では滋賀県甲賀町
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いう言葉はそれほど使われていないことを当時の山形県社協の渡部は述べている(三浦・

宇田・大橋 2003:179)。それにもかかわらず、山形会議で住民主体が使われる発端と言わ

れるようになった理由として、渡部は「全社協が理論として打ち立ててきた住民主体とい

う概念あるいは枠組があり、山形会議はそれを現場の中で検証してみるという形になった

と思う(渡部・森本 2001:87)」と述べている。それは山形県を選んだ理由にもなっている。

１つは、山形含め東北における問題は制度からはみ出る問題が非常に多かったことである。

着るものがない、夏になっても蚊帳がないという日常的なものであり、その日常生活その

ものを支えていくための仕組みが必要であったこと。もう１つは山形県では県社協職員と

ともに活動できる郡社協の職員がおり、その職員が他の職員からリーダー的な存在とされ

ていたことである23。 

 山形会議ではこうした社協職員の活動が住民主体の考え方に沿ったものであるかを検証

したものと考えられる。山形県内の社協活動の実践を通じて全社協での住民主体の理論が

検証された形となり、その後全国へ広がっていったものと思われる。では、この当時の住

民主体はいったい何を意味していたのか。前述のとおり住民主体は「自己決定の原則の地

域活動への適用」としている。この当時の社協の役割を「社協は民間団体であり、しかも

話しあいによって意見を一致させ、その結果にもとづいて活動することを本来のあり方(

全社協 1970:104)」とし「全住民参加ということは、社協としては絶対におろすことので

きないスローガン(全社協 1970:104)」と述べている。 

 制度からはみ出る日常生活を支えていくための仕組みが必要となる背景があり、その仕

組みとして、日常生活の問題を住民同士の話し合いによって意見を一致させ、その結果に

もとづいて住民自身が活動をすることが社協の住民主体の内容であることが考えられる。

なお、この当時は住民参加＝住民主体(ほぼ同義語)24としてとらえていた。 

 住民主体の考え方に対しての限界を３点あげており、１つめに地域内に強い反対勢力の

あるような課題には取り組みにくいこと、２つめに地域社会全体の意見一致を期待できな

                                                                                                                                                  
社協の実践活動であったように思う(永田 1993a:136)」と述べており、このことは当時の滋賀県社協の

長尾が「住民主体」の言葉を広報紙等で意図的に使っており、少なくとも基本要項策定の３年前から行

われているとしている(日本地域福祉学会 2012:62)とある。山形会議の主催地であった飯豊町社協の15

年史において住民主体の原則の背景には、長野県上田市の社協活動も脳裏にあったと記しており(柴田 

2007:139)、山形会議をまとめた資料においても「住民主体という言葉が山形会議で出たのではなく、

以前より先進地で使われていた言葉が、山形会議での地域視察等を通して熟成されたと考えるのが理解

しやすいと思われる(山形県社協 2001:86)」とあり、山形会議以前からの社協活動の蓄積を端的に表し

た表現として住民主体が自然と使われるようになったと考えられる。 
23 その職員をモデルとした業務日誌が残されている。この業務日誌は17日間の組織指導者(社協ワーカー)

の日常活動を記されたものであり、その内容は「子どもと父母の会の役員会への出席」「世帯更生資金

について民生委員と打ち合わせ」「講義用の老人福祉関係のグラフ・表の作成」「心配ごと相談所のその

後の経過を把握するため同町に出張」「地区講演会の準備(山村の子どもの福祉について)」「役場(保健

婦との話し合い)」「町内での座談会出席」「保育所の実態調査の準備のため調査票を作成」など精力的

に活動をしている様子が記録されている(牧 1971:197-202) 
24 「すでに社協を論ずる場合によく使われてきた『住民参加』という言葉があるが、これと住民主体との

関係をどう理解したらよいだろうか。この二つの言葉が表現する内容は、実質的には同じものと考えら

れる(全社協 1970:150)」と述べている。 
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い課題には取り組みにくいこと、３つめに解決に急を要する問題はとりあげにくいことし

ていた(全社協 1970:104-105)。このことは何を意味するかというと、山口は「住民主体

については、あくまで社会福祉協議会活動・組織機構において住民の立場にたつという住

民本位の考え方が主流であり、住民自身の主体性についての認識はむしろ低かったといえ

る(山口 2010:216)」としている。さらに「住民の主体性と住民本位性は意識的に区別し

て使用される必要があると考えられるが、多くの議論のなかで区別されず用いられてきた

ために混乱が生じたことも事実という問題がある(山口 2010:241)」としている。このよ

うな成り立ちが住民主体の出発点となり、以降、社協関係者および論者等が議論を深めて

いくこととなる。 

 

２ 住民主体の広がり 

(１)厚生労働省法令等に明記された住民主体 

 社協において1950年代から1960年代にかけて住民主体が使われ始めたが、その後、社協

以外でどのような場面で使われているか、厚生労働省法令等データベースサービス25から

確認し、住民主体の広がりを確認することとする。その結果を表したのが表１－２・表１

－３である。 

 

表１－２ 住民主体が明記されている法令 (厚労省法令等データベースサービスより抜粋) 

法令等(制定年月日(種別・番号)・件名・内容) 

 

2015/03/31（厚生労働省告示第196号） 

 

・介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針  

総合事業は、1を目的として、住民主体の多様なサービスの充実を図り、要支援者等の選択できるサ

ービスを充実し、在宅生活の安心確保を図るとともに、住民主体のサービス利用の拡充による低廉な

単価のサービスの充実・利用普及、高齢者の社会参加の促進や要支援状態となることを予防する事業

の充実による要介護・要支援認定に至らない高齢者の増加、効果的な介護予防ケアマネジメントと自

立支援に向けたサービス展開による要支援状態からの自立の促進や重度化予防の推進等により、結果

として費用の効率化が図られることを目指すものであり、その背景及び基本的な考え方は以下のとお

りである。 

2018/03/13（厚生労働省告示第57号） 

 

・介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針  

②高齢者自身が担い手として活動する場を含む、住民主体の通いの場等の創出や、これらの担い手の

養成、③多職種が連携した地域ケア会議の定期的な開催による(1)個別課題の解決、(2)地域における

ネットワークの構築、(3)地域課題の発見、(4)地域づくりや資源開発及び(5)政策の形成並びに④生活

支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や協議体の活動による(1)地域の課題や資源の把握、(2)

関係者のネットワーク化及び(3)身近な地域における社会資源の確保や創出とこれらの担い手の養成、

といった取組が考えられる。これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を構想し、その取組内

容と目標について市町村介護保険事業計画に盛り込むこと。 

 

                                                  
25 厚労省法令等データベースサービス(https://www.mhlw.go.jp/hourei/)にて検索を行った。 
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表１－３ 住民主体が明記されている通知(厚労省法令等データベースサービスより抜粋) 

通知(制定年月日(種別・番号)・件名・内容) 

 

2001/08/20（健発第835号） 

 

 

・平成13年度食生活改善普及運動の実施について 

6 実施方法 

(2) 都道府県、政令市、特別区及び市町村 

食生活改善普及運動の趣旨に賛同する都道府県、政令市、特別区及び市町村は、住民の幅広い参加が

得られるよう、関係部局及び団体との連携を密にし、地域の実情に応じた実施計画を作成し、効果的

な運動を展開する。なお、活動内容を例示すれば、次のとおりである。 

ク 住民主体のボランティアグループ等を通じた情報提供の推進 

2006/06/09（老発第609001号） 

 

・地域支援事業の実施について 

総合事業は、要支援者等に対して必要な支援を行う法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事

業と、住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行う法第115条の45第1項第2号に規定する事業

からなる 

2006/10/18（老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号） 

 

・地域包括支援センターの設置運営について 

エ 介護予防に係るケアマネジメント(第1号介護予防支援事業等)の実施方針 

(例)・指定介護サービス事業所の活用に加え、住民主体の通いの場等の活用を推進 

 

2011/08/30（職発第830002号・能発第830002号・職発第830002号・能発第830002号・職発第830002 

 号・能発第830002号・職発第830002号・能発第830002号・職発第830002号・能発第830002号） 

 

・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布 

 等について(地域雇用開発促進法)(林業労働力の確保の促進に関する法律)(中小企業労働力確保法) 

 (職業能力開発促進法)(勤労青少年福祉法) 

地域のことは地域に住む住民が責任を持って決められるようにするという住民主体の発想に基づき、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進に取り組むため、地域主権戦略大綱(平成二十二年

六月二十二日閣議決定)を踏まえ、都道府県の権限の市町村への移譲を行うとともに、地方公共団体に

対する義務付けを規定している関係法律を改正すること。 

2013/04/19（健発第419001号） 

 

・地域における保健師の保健活動について  

(2)個別課題から地域課題への視点及び活動の展開 

保健師は、(中略)健康課題の解決に向けて住民や組織同士をつなぎ、自助及び共助など住民の主体的

な行動を促進し、そのような住民主体の取組が地域において持続するよう支援すること。 

2015/06/05（老振発第605001号） 

 

・介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の 

 実施及び介護予防手帳の活用について  

ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民主体のサービス等

を利用する場合に実施する。 

2016/04/28（保国発第428001号） 

 

・保険者努力支援制度における評価指標の候補の提示について  

４ 地域包括ケアの推進(在宅医療・介護の連携等) 

⑤国保被保険者を含む高齢者などの居場所・拠点、コミュニティ、生きがい、自立、健康づくりにつ

ながる住民主体の地域活動の国保部局としての支援の実施 
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通知(制定年月日(種別・番号)・件名・内容) 

 

2017/12/12（子発第1212001号・社援発第1212002号・老発第1212001号） 

 

・地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について  

他方、地域共生社会の実現に向けては「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在

り方に関する検討会最終とりまとめ」で述べられているとおり、①それぞれの地域で共生の文化を創

出する挑戦、②すべての地域の構成員の参加・協働、③重層的なセーフティネットの構築、④包括的

な支援体制の整備、⑤福祉以外の分野との協働を通じた「支え手」「受け手」が固定されない、参加

の場、働く場の創造、という5つの視点を重視しながら、取組を進めていく必要がある。 

 

 厚労省では、2001年にはじめて住民主体という言葉を使い通知を行っている。はじめて

の通知は「平成13年度食生活改善普及運動の実施について」であり国民一人ひとりの食生

活改善への自覚を高め、その主体的な取組みを促すことを目的としている。食生活改善普

及運動を効果的に実施するにあたり実施主体への例示の１つとして「住民主体のボランテ

ィアグループ等への情報提供」をあげている。 

 ここでいう住民主体は、住民がある目的達成(この場合、食生活改善を目的とした活動)

のために自主的に組織し活動を行うことを表している。この考え方は2006年の「地域支援

事業の実施について」「地域包括支援センターの設置運営について」も同様であり、介護

予防を目的に住民が自主的に組織し活動を行うことを住民主体としてとらえている。それ

以降の法令・通知等において「ある目的をもって住民が自主的に組織し活動すること」ま

たは「ある目的をもって住民が自主的に組織し活動できるよう支援をすること」を住民主

体の考え方としており、2010年以降、法令・通知に住民主体が明記されることが2000年代

よりも増えていることがわかる。特に、2015年の「介護予防・日常生活支援総合事業の適

切かつ有効な実施を図るための指針」において、住民主体の活動が介護予防・日常生活支

援総合事業の生活支援サービスとして制度の中に位置づいている。住民が制度の対象者だ

けではなく制度の提供側としても担っていくこととなった。このことにより自発的な活動

として行ってきた住民の助け合いの活動が、制度に位置づきサービスとして提供していく

こととなった。したがって、住民主体の活動が一方では住民の自主的な活動として行われ、

もう一方では住民のサービスを提供する活動として行われることになり両者が地域の中に

存在することとなった。 

 

(２)論文タイトルで表される住民主体 

 前項同様、住民主体が社協以外でどのような場面で使われているかNII学術情報ナビゲ

ータ(CiNii)26から確認し、住民主体の広がりについて確認することとする。その結果を表

したものが表１－４のとおりである。 

                                                  
26 CiNii(サイニイ)のサイト(https://ci.nii.ac.jp/)にて検索を行った。検索方法はタイトルに「住民主

体」が含まれた論文等を条件に行った。住民主体の言葉が使われ始めた1960年から1980年の21年間にど

のくらい使われたのか、そして2015年-2020年の6年間の２つに分けてどのように使われているかを比較

した。 

－ 57 －



表１－４ 住民主体がタイトルに明記されている論文等(CiNii(サイニイ)より検索) 

1960 年-1980 年 2015 年-2020 年 

項目名 論文数 項目名 論文数 

都市整備・計画 30 介護予防活動 48 

社会教育・公民館 10 災害復興・防災 27 

社協における住民主体 5 都市整備・計画 26 

地域活性化 3 交通インフラ 26 

公衆衛生 3 介護予防・日常生活支援総合事業 21 

自治体と住民との関係 2 グループ・組織運営 17 

特定の地域の事例紹介 2 空き家・廃屋対策 15 

グループ・組織運営 1 地域包括ケアシステム 12 

環境保全活動 1 健康づくり 11 

児童福祉活動 1 住民の居場所づくり 11 

人材育成 1 海外事例紹介 11 

 

地域活性化 11 

自治体と住民との関係 10 

複数の主体との協働 9 

景観づくり 9 

地縁組織の運営 8 

社協における住民主体 8 

特定の地域の事例紹介 8 

人材育成 7 

住民の見守りネットワーク 6 

社会教育・公民館 5 

環境保全活動 5 

歴史・文化活動 4 

農業ビジネス 2 

合計 59 合計 317 

                  (項目名は、論文等を分類するために筆者作成) 

 

 表の左側には1960年から1980年の21年間で「住民主体」のタイトルを使った論文等が59

本あることを表し、右側には2015年から2020年の6年間で317本の論文等があることを表し

ている。項目名は、論文等を分類するために筆者が作成したものである。たとえば、項目

名が「介護予防活動」の場合、住民主体が介護予防活動とのかかわりで書かれた論文であ

ることを表している。 

 表１－４から分かることは、住民主体の言葉が使われ始めた1960年から1980年の21年間

に比べ、2015年-2020年の6年間のほうが論文数が多くなっており、住民主体が多くの領域

にかかわっていることがわかり、とらえ方もさまざまなであると考えられる。住民主体が

社協特有の考え方ではなくなり、むしろ議論が社協で行われるよりも他領域で活発に行わ

れており、今後さらなる広がりが想定される。一方で、社協に関して住民主体の議論の割
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合が全体的に減少している27。この減少はあくまで論文によるものであるが、住民主体に

ついて一定の方向性が見られるのか、それとも住民主体に関する理解が希薄となっている

のか、いずれにしても、社協における住民主体の議論が減っている現状にある。 

 

                                                  
27 表の項目名「社協における住民主体」を1960年-1980年の全体の論文数と、2015年-2020年の全体の論文

数の両者で比較した時に、1960年-1980年の割合は8.5％に対し、2015年-2020年は2.5％である。 
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第４節 本章のまとめ 

 本章では、住民主体にもとづいた活動に取り組む社協組織について設立から現在に至る

までの組織や活動目的の変遷および策定・提言された各種報告書や先行研究等を踏まえな

がら、住民主体を歴史的な流れに沿って誕生し、変化し、拡大した経緯を明らかにするこ

とを目的とした。この目的に対して４点を提示しておきたい。 

 １点目は、社協で住民主体という言葉が誕生した背景において住民一人ひとりの主体性

には言及していないことである。住民主体という言葉が「社協基本要項」で使われた契機

となった背景には「自己決定の原則の地域活動への適用」があげられている。言い換えれ

ば、住民主体は、住民自身の個々の主体性よりも「社協組織が、生活者である住民の立場

に立って地域の問題を考え、地域住民の力で解決を図れるよう、地域住民に働きかけるこ

と」である。このことを理解した上で議論を進めていく必要がある。ただ、表１－１にあ

るとおり社協における住民主体の位置づけが原則・立場・理念と使い分けられていること。

また新・社協要項を策定する際「社協あるいは社協活動のあり方を問うとき、常に問題と

されるのは住民の位置づけである」と述べているように、社協組織において住民の位置づ

けに多くの労力と時間を費やされている。このことが結果として住民主体を、住民参加、

住民本位、住民の立場、住民の協力などさまざまな表現で説明し、個々それぞれの解釈に

て理解しており、社協における住民主体が様々な認識にあることが確認できる。 

 ２点目は、社協における住民主体と、厚労省の法令・通知に明記されている住民主体に

は内容に違いがあることである。１点目に述べた社協の住民主体の考え方は「社協組織が、

生活者である住民の立場に立って地域の問題を考え、地域住民の力で解決を図れるよう、

地域住民に働きかけること」に対して、厚労省の法令および通知に明記された住民主体が

意図していることは「介護予防等ある目的に対して住民が自主的に組織し活動すること、

またはその活動を支援をすること」である。両者ともに住民一人ひとりの主体性には言及

していないことは共通しているが、厚労省の法令・通知は介護予防や健康維持など問題を

限定的にしている点である。つまり具体化・明確化した課題に対して住民自身で解決ある

いは解決を専門職等が支援していくことを表している。 

 ３点目は、住民主体の活動が多様になったきたことである。表１－４のとおり1960年か

ら1980年の21年間と、2015年-2020年の６年間の２つの時期に分けその両者で住民主体と

タイトルが入った論文を比較すると、後者のほうが前者よりも数が多く分野が広がってい

ることがわかる。住民主体は社協だけではなく他領域にも広がり使われていることが確認

できる。さらに表１－２のとおり厚労省の法令で2015年の「介護予防・日常生活支援総合

事業の適切かつ有効な実施を図るための指針」では、住民主体の活動が介護予防・日常生

活支援総合事業の生活支援サービスとして制度の中に位置づいている。住民が制度の対象

者だけではなく制度の提供側としても担っていくこととなった。このことは、住民の活動

が相互扶助という助け合いの活動だけではなく、ソーシャルアクションと呼ばれるような

制度化へ結びつけるための運動としての活動、住民自らが問題解決のために事業化して行
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う活動、事業としての活動を制度化し制度の枠組みの中で実施する活動など、住民の活動

の幅が広がっていることである。2000年以前は、住民参加型在宅福祉サービス団体が行う

在宅福祉サービス活動やボランティア活動、当事者活動などが活動の中心であり活動分野

は介護や障害関連が中心であった。ところが、2000年以降、NPO活動、市民活動、コミュ

ニティビジネス、ソーシャルビジネスなど参加の手段が多様化し、活動費を得る手段も近

隣の寄付や手弁当で自身が負担するだけではなく、SNSを通じたファンドレイジングなど

より広域へ働きかけることも可能となっている。何が言いたいかというと、住民自身が公

の立場や専門職の立場、一地域住民としての立場など提供する活動によって住民自身の立

場が多様に変化していることである。この多様に行われている住民の活動を、現状では住

民主体という言葉でのみあらわしているため様々な分野で使われ、人によって言葉の理解

や認識に幅があることが確認できる。 

 ４点目は、住民主体の捉え方の幅の広さと社協組織の会員構成との差である。３点目に

述べたとおり、住民主体が様々な分野で多様な活動において使われ議論が活発に行われて

いる中で、社協は社会福祉法第109条において「その区域内における社会福祉を目的とす

る事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ（中略）市及び町

村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が

参加するものとする」とあり社会福祉事業者が組織した団体の色彩が強い。同様に新・社

協基本要項においても社協は「地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等によ

り構成され」と明記されている。一方、社協基本要項では住民主体を「地域住民のニード

に即した活動をすすめることをねらいとし、それに必要な組織構成を充実するということ

である」とありニードに即した組織構成の充実の必要性を述べている。このニードに即し

た組織構成と社協の法的に求められている組織構成の両者の整合性が図れているのか否か、

それをどう検証しそれにともなって住民主体のあり方が変化するのか否かの議論の必要性

が確認できる。 
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第３章 地域福祉における社会背景と理論整理 

 

 第１章では、社協における住民主体を歴史的な流れに沿って誕生し、変化し、拡大した

経緯を明らかにしていった。本章では、地域福祉に関連した社会背景および地域福祉の諸

理論について概観する。地域福祉の研究が本格的に始まったのは 1970 年代からと言われ

ており 1970 年代から 2010 年代までの約 50 年間の変遷を明かにしていくこととする。第

１節では 1970 年代から 2010 年代までの地域福祉に関連した社会的な背景を確認していき、

第２節では、論者等によって掲げられた地域福祉の諸理論を概観する。 

 

第１節 地域福祉における社会的な背景 

 本節では、地域福祉の理論整理が始まった 1970 年代から 2010 年代までの地域福祉に関

連した社会的な背景を明らかにしていく。 

 

１ 1970 年代の社会背景(福祉体制の整備および理論整理の始まり) 

 地域福祉の理論整理は概ね 1970 年代から行われている(野口 2008:48)。この当時の時

代背景を列挙すると次の点があげられる。1950 年代から 1960 年代に国民健康保険法(1958

年)、国民年金保険法(1959 年)が制定され国民皆保険皆年金体制が確立したこと。精神薄

弱者福祉法(1960 年)、老人福祉法(1963 年)、母子福祉法(1964 年)と、1950 年までの福祉

３法(生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法)とあわせ、福祉６法体制が構築された

こと。1969 年に地方自治法の改正が行なわれ市町村に総合計画の策定が義務づけられ、総

合計画の中に社会福祉として取り組む施策が列挙・構成されるようになったこと。1962 年

に「社協基本要項」が策定され、社協は「住民主体の原則にもとづき市区町村の地域を基

本的単位とし、都道府県及び全国の各段階に系統的に組織される」とし市区町村社協を基

本単位して位置づけが行われ、1966 年からは市区町村社協に福祉活動専門員が設置され職

員の確保、身分保障の確立が図られたこと。全社協にて 1968 年「ボランティア育成基本

要項」を発行され、民間で行う福祉活動の１つとして労力・技術、金品など住民の善意を

必要とする人や団体に結びつけるしくみとして「善意銀行(ボランティアセンターの前

身)」が各市区町村に設置され、最盛期の 1974 年には全国で 1250 ヶ所以上に設置された。

その善意銀行を引き継ぐ形で 1973 年には厚生省(現 厚生労働省)が、都道府県・指定都市

社協に、ボランティアセンターの前身である「社会奉仕活動指導センター」設置のための

国庫補助を行い、1975 年には厚生省(現 厚生労働省)が全国の市区町村社協に「社会奉仕

活動センター」設置のための国庫補助を行ったこと。 

 このように、1960 年代から 1970 年代には、社会保障制度および社会福祉制度の確立、

市町村における計画的な社会福祉体制の確立、社協の位置づけの明確化等により民間の社

会福祉事業や活動が進展をしてきた。一方で 1950 年代後半から 1970 年代前半にかけて平

均約 10%の経済成長を遂げる中でも、出生率の低下、高齢化、人口の都市集中など経済成
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長を背景としたあらたな社会福祉問題が生じていたこと。さらに 1973 年の第１次オイル

ショックの経済不況による税収減により公的責任範囲を縮小し、個人の自助努力や家庭、

近隣・地域社会等の相互扶助で対応させようという日本型福祉社会が論じられ公私の役割

分担が課題となり、あわせて在宅福祉優先、市町村主導などにより国に依存する形で拡充

が図られてきた社会福祉制度の大きな転換がせまられることとなった。1969 年の東京都社

会福祉審議会の「東京都におけるコミュニティ・ケアの推進について」の答申により、コ

ミュニティ・ケアが公式に初めて明らかにされ、1971 年の中央社会福祉審議会「コミュニ

ティ形成と社会福祉」の答申が行われコミュニティに着目を始めたのもこの時期にあたる。

こうした背景のもと地域福祉の理論的な整理が行われ始めるようになった。 

 

２ 1980 年代の社会背景(在宅福祉を中心とした地域福祉の推進) 

 1981 年の国際障害者年を契機にノーマライゼーションの思想の普及をめざすこととなり、

1981 年度版の厚生白書の副題は「国際障害者年－完全参加と平等をめざして－」とした。

障害のある人の社会への完全な参加と障害のない人との平等を目指したものである。これ

に伴い、全社協は、国際障害者年における活動推進要綱を実施し、障害者マップづくりと

ふれあい広場運動を展開した。 

 1983 年には「1980 年代経済社会の展望と指針(83 年～90 年)」が閣議決定され、その柱

として①ノーマライゼーション、②福祉施設整備の充実化と在宅福祉、③保健と医療の連

携、④受益者負担、⑤民間企業サービス（有料サービス）が提言された。同年、社会福祉

事業法の改正が行われ市区町村社協の法人化が実現。その後、1985 年に「福祉ボランティ

アのまちづくり事業」（ボラントピア事業）が開始され、市区町村社協が主体となり、多

様なボランティア活動の振興事業が実施されるようになった。社協やボランティアに限ら

ず、地域の高齢者や障害者などに対し、有償での在宅福祉サービスを提供する非営利の組

織である住民参加型在宅福祉サービスが全国的に広がっていく。1981 年に武蔵野市福祉公

社が設立しその後各地で福祉公社の設立が広がり、1983 年にはコープこうべ生協によって

「コープくらしの助け合いの会」が設立、神奈川の生活クラブ生協の支援によって「ワー

カーズ・コレクティブ｣が創設されている。1985 年には農業協同組合が高齢者福祉活動推

進の基本方針を示し農村部を中心に活動が展開された。さらに、痴呆症高齢者を抱える家

族の会や、障害者の地域での自立生活運動など、当事者活動が発展していった。 

 こうした経緯の中、全社協は 1986 年「社会福祉改革の基本構想」の提言を行った。そ

の内容は「これまでは、公＝行政(官)として捉え、この公＝行政から独立した領域を私＝

民間とし、この官(公)と民間(私)の役割分担という二分法の図式で公私機能を捉えてきた

が、これからの社会福祉の推進を考えると、この官と民間の間に、その両者が協力して問

題の解決にあたるという領域が必要(松村 1994:10)」とし「住民のボランタリーな活動に

委ねるだけでなく、行政はこの住民活動の主体性を損なうことなく、住民の共助活動を支

えるという新しい社会連帯の形成が必要とされる。その意味で公私機能分担に代わる公
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助・互助・自助の関係について、新しい体系を確立する必要がある(松村 1994:10)」とし、

新しい公共の立場にたつ社会福祉の必要性を提言している。 

 同年 1986 年「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に

関する法律」が公布され、社会福祉施設への入所措置等が国の事務である機関委任事務か

ら、地方公共団体の自治事務である団体委任事務へと改正された。1987 年に社会福祉士及

び介護福祉士法が成立、1989 年に中央社会福祉関係三審議会合同企画分科会から「今後の

社会福祉のあり方について」の意見具申が出され、①市町村の役割重視、②在宅福祉の充

実、③民間福祉サービスの健全育成、④福祉と保健医療の連携強化、⑤福祉の担い手の養

成と確保、⑥サービスの総合化・効率化を促進するための福祉情報提供体制の整備があげ

られた。 

 1980 年代は、ノーマライゼーションの思想の普及を目指すとともに、多様化した住民の

ニーズに対応するため、在宅福祉を中心に市町村の役割重視、福祉の担い手となる人材や

サービスの充実に向けた活動や施策など、地域福祉の基礎づくりが行われた年代となって

いる。 

 

３ 1990 年代の社会背景(市町村が実施主体となった地域福祉の体制整備) 

 1990 年に社会福祉関係８法の改正法（「老人福祉法等の一部を改正する法律」）が公布さ

れ、①高齢者・身体障害者福祉にかかわる施設入所措置権の都道府県から市町村への移譲、

②市町村を実施主体とする在宅福祉サービスの法定化、③都道府県・市町村の老人保健福

祉計画策定の義務化の３点が主な改正点であった。特に③の計画策定の義務化は、社会福

祉の制度上はじめて施策化されたものである。このことにより、市町村で在宅福祉サービ

スと施設福祉サービスを計画的・一元的に実施する体制づくりが確立。1993 年には老人保

健福祉計画の策定が全国の自治体約 3300 か所で終了。計画にもとづき施策が実施される

ようになった。 

 国においては高齢・児童・障害の３領域で計画策定がされ、1989年に「高齢者保健福祉

推進十か年戦略（ゴールドプラン）」の策定、その後1994年に後半５年分の整備目標を引

き上げるなどの見直し「新ゴールドプラン」を策定。1994年に「今後の子育て支援のため

の施策の基本的方向について」（エンゼルプラン）の策定、1995年に「障害者プラン(ノー

マライゼーション７ヵ年戦略)」を策定。これら計画を通じ目標および政策を明確にした。 

 全社協では「老人福祉法等の関係８法」(1990年）の改正の１つである社会福祉事業法

の「第３条(基本理念)」「第３条の２（地域等への配慮)」が示されたことを受け、「新・

社会福祉協議会基本要項（第一次案)｣(1990年）を公表。公表後、議論を重ね1992年の策

定に至っている。これは社協が、全国の都道府県および市区町村の社協の組織理念と活動

体制を整備し、地域福祉の推進を図るためのものである。社会福祉事業法の第３条「地域

住民の理解と協力を求める」とした基本理念をもとに、1993年4月に厚生省は「社会福祉

事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」と「国民の社会福祉に
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関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」を告示。1993年7月

には、中央社会福祉審議会地域福祉専門分科会の意見具申「ボランティア活動の中長期的

な振興方策について」が出され「参加型福祉社会」が提起された。1991年には、市町村社

協等が国庫補助事業としてふれあいのまちづくり事業を始めている。これは地域福祉コー

ディネーターの配置、生活支援事業、小地域ネットワークづくりなど、地域に応じた福祉

サービスを継続的に提供するための体制の整備を目的に始められたものである。こうして、

地域社会を基盤とし住民の社会福祉領域への参加を促進する社会福祉のあり方へと変化し

ていった。これら時代背景により、住民参加や地域福祉活動に対する期待が高まり小地域

ネットワーク活動やサロン活動が注目を集めるようになっていくこととなる。 

 1996年に阪神・淡路大震災という未曽有の大災害が発生。隣近所の支え合いにより助け

られた人が多くおり、地域における住民活動の重要さとともに、ボランティア･ＮＰＯと

いった市民活動の前進にもつながった。後に1996年をボランティア元年と呼ぶようになっ

た。 

 1990年代は、社会福祉運営における「分権化」「多元化」「計画化」にあるといわれる(

右田 2005:9)。市町村を実施主体とする在宅福祉サービスの法定化、市町村の老人保健福

祉計画策定の義務化を通じて市町村の役割が大きくなるとともに28、社協が新・社会福祉

協議会基本要項を策定し社協の性格・活動原則・機能を明確にしながら、地域を基盤とし

た事業に取り組むなど通じ、住民の住む身近な地域での問題解決のための体制と活動づく

りが行われていった。 

 

４ 2000 年代の社会背景(地域福祉の主流化) 

 2000 年は社会福祉において大きな転換点となる年である。2000 年に社会福祉基礎構造

改革の一環として「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法

律」が成立し、社会福祉法を含む８つの法律が施行された。この改正の大きな点は、第１

に措置制度から契約制度への転換である。戦後、社会福祉は公的責任において措置という

対象者を保護の対象とした仕組みで成り立っていたが、サービスを提供する多様な主体か

ら利用者が契約によりサービスを選択するという市場原理をもとにした仕組みへと変わっ

たことである。2000 年の介護保険法において導入され、2003 年の支援費制度により障害

の分野にも導入され、2006 年の障害者自立支援法、2012 年成立(2013 年 4 月施行)の障害

者総合支援法へと至っている。これにともない利用者が適切にサービスを利用すべく、成

年後見制度および権利擁護事業(2007 年からは「日常生活自立支援事業」の名称)が制度化

されている。 

 第２に地域福祉が法的に位置づけられたことである。社会福祉基礎構造改革により社会

福祉事業法が改正され、名称が社会福祉法となり新しい社会福祉の基本理念が明記された。

                                                  
28 なお、2006年に施行された「障害者自立支援法」では、計画的な障害福祉サービスの基盤整備をすすめ

るため、市区町村、都道府県に３年間を１期とした障害福祉計画の策定を義務づけた。 
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その社会福祉法の特徴として，次の３点があげられる。 

 １点目は、社会福祉の推進の場としての「地域」を明確に位置づけていることである。

1990年の社会福祉関係８法改正により、社会福祉事業法の第３条の基本理念のなかに「地

域等への配慮」が条文に新しく盛り込まれたが、社会福祉法はこの経緯をふまえているこ

と。２点目は、社会福祉法の対象の範囲を「社会福祉事業」から社会福祉事業を含んだよ

り広い概念である「社会福祉を目的とする事業」に拡大したことである。社会福祉法では

「社会福祉事業」に代わって、この「社会福祉を目的とする事業」が法律の中でたびたび

見られる29。これは，これからの社会福祉が社会福祉法第２条の定義にて限定された「社

会福祉事業」だけではなく、非営利組織や当事者組織等、多様な主体が行う事業によって

創られていくべきであるという基礎構造改革の理念30を反映したものである。３点目は，

地域福祉計画が社会福祉法に明記された計画ではあるが、老人保健福祉計画のような策定

を義務づけた計画ではないことである。地域福祉計画は市町村の自治事務であり、国が示

す指針等31はあくまでも参考に過ぎず、内容が強制されるものではないことである32。こ

れは1999年に策定された地方分権一括法に基づく地方自治法の改正により「国の地方公共

団体に対する関与については必要最小限のものとし、国は地方公共団体の自主性及び自立

性に配慮しなければならない」によるものである。この法律で機関委任事務が廃止され、

自治事務として地方自治体の責務が大きくなっていった。そのため自治体自身が主体とな

り地域福祉政策の企画・立案を行い、将来像を設計していくことが求められるようになり、

地域福祉計画の策定は、地方自治改革に取り組むことにもつながるといえる。地方自治体

が、その責務を担えるよう市町村合併が進んでいったのもこの年代である。 

 このように 2000 年代は、社会福祉推進の場を地域としたこと、市場原理にもとづいた

福祉サービスが提供できるようになったこと、市町村自身が主体となりその町の社会福祉

のあり様を計画し将来像の設計が求められるようになったことがあげられる。営利組織・

非営利組織・当事者組織・住民組織など多様な主体が、社会福祉を目的とする事業に取り

組むことができ、その事業を一人ひとり自らが選び利用できる仕組みとなった。 

 一方で、2008年のリ-マンショックによる大量解雇が起こり格差問題の顕在化など、市

                                                  
29 「社会福祉を目的とする事業」の表記については，第1条(目的)、第4条(地域福祉の推進)、第5条(福祉

サービスの提供の原則)、第6条(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)、

第88条(社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援)、第107条(市町村地域福祉計画)、第108条(

都道府県地域福祉支援計画)、第109条(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)、第110条(都道

府県社会福祉協議会)、第112条(共同募金)、第113条(共同募金会)で確認することが出来る。 
30 基礎構造改革の中間まとめでは、改革の理念として基本的方向を定めているが、その中に「③幅広い需

要に応える多様な主体の参入促進」が明記されている。 
31 指針としては、1999年度から2000年度にかけて実施された地域福祉計画に関する調査研究委員会報告書

「地域福祉計画の策定に向けて」や2002年１月の「社会保障審議会福祉部会報告」があげられる。 

また、2007年８月厚生労働省 社会・援護局より出された，災害時等にも対応する要援護者対策として、

「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について」では、地域における要援護

者に係る情報の把握・共有及び安否確認方法等を市町村地域福祉計画に盛り込むよう通知がなされてい

る。 
32 法律上は地方自治法第254条の４に規定する「技術的助言」にあたる。 
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場原理にともなった問題も生じるようになった。そして、日本の人口が、2004年をピーク

に減少に転じ、以降、少子および高齢化がより進行していく時代に入っていく。 

 

５ 2010 年以降の社会背景(地域福祉の制度化) 

 2010 年代は、個々の住民の抱える生活問題の解決を図っていくという「個別支援」とそ

うした住民を支える仕組みをつくりながら、地域社会をより暮らしやすい地域に変えてい

くという「地域支援」(地域づくり)を一体的に推進していくことが求められるようになっ

た。その背景としてゴミ屋敷、子どもの貧困、孤独死、虐待、ひきこもり、8050 問題など、

社会的孤立や制度の狭間にある人への支援が社会的な問題として注目されたためである。

こうした複合化・複雑化した課題を包括的に受け止め解決するための整備が求められるよ

うになった。複合化・複雑化した課題が論じられたのは 2000 年の「社会的な援護を要す

る人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」に端を発している。検討会報告では、

現代社会の社会福祉の諸問題として「社会的排除や孤立の強いものほど制度からも漏れや

すい」と潜在化した問題があることを述べ、この課題を解決するため「つながりの再構

築」を提示し、社協、自治会、NPO、生協、農協、ボランティアなど地域社会における

様々な制度、機関・団体の連携・つながりを築くことによって住民の幅広い参画を得て

「支え合う社会」の実現を図ることを求めるとした。この考え方をもとにした具体な制度

改正として 2005 年の介護保険法の改正があげられる。この改正により 2006 年度より地域

包括支援センターが設置されるようになり「総合相談」と「地域づくり」の機能が重視さ

れており、その後の地域包括ケアシステムの議論の中で、この機能が重視されていった。 

 2008 年の「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」の報告では、現行の仕組みで

は対応しきれていない多様な生活課題に対応するために、住民のつながりを再構築し「新

たな支え合い(共助)」の必要性を提示した。支える、支えられるという関係ではなく支え

合う関係を構築するために、住民と行政の協働による新しい福祉を実現するための支援の

あり方、住民参加の必要性、地域福祉を進めるために必要とされる条件について報告して

いる。 

 2013 年に成立した生活困窮者自立支援法では、生活困窮者を「現に経済的に困窮し、最

低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(法第２条第１項）」と明記し

経済的困窮だけに焦点化するのではなく社会的孤立を含め定義し、生活困窮者の支援策と

して「総合相談」と「地域づくり」の機能を重視している。この生活困窮者自立支援制度

は、制度からもれるニーズへの対応を制度化したものであり先の報告にあった「つながり

の再構築」そして「新たな支え合い」を具現化する制度として地域福祉の制度化と言われ

るようになった(中島・菱沼 2015:307)。 

 2015 年の厚生労働省の「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」では、全世代・全

対応型の総合相談の機能として地域包括支援体制の構築が打ち出され、2016 年に閣議決定

した「ニッポン一億総活躍プラン」において地域づくりの目指す方向として「地域共生社
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会の実現」が提唱され、厚生労働省に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が設置さ

れるなどし、国全体として福祉の提供体制を見直す動きが活発化した。 

 2017 年の厚生労働省の「地域力強化検討会の最終とりまとめ」では、地域で社会的孤立

や社会的排除をなくし誰もが役割を持ち、お互いに支え合っていくことができる地域共生

社会の創出を目的とした。高齢者、障害者、子ども、生活困窮者など対象者で制度を分け

るのではなく、地域を単位としてその地域に住むボランティア等の住民が主体的に問題発

見、解決の活動に取り組むこととした。この最終とりまとめをもとに 2017 年に厚労省が

各自治体へ「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」の通知を行い、2018

年に社会福祉法の改正に至っている。 

 2010 年代は、社会福祉の推進の場である「地域」のあるべき姿を地域共生社会とし、そ

のために「個別支援」と「地域支援」を一体的に推進していくことを法的に位置づけ、地

域福祉が制度化された時代となった。 

 

６ 今後の地域福祉のあり様における問い 

 以上、1970 年代から 2010 年代までの約 50 年間、地域福祉に関連した社会的な背景につ

いて述べてきた。時代の変遷とともに、①福祉サービスの対象、②福祉サービスの種類、

③福祉サービスの提供主体、④福祉サービスの方法や考え方、⑤地域社会や住民のとらえ

方、の５点が変化していることが分かる。たとえば、①福祉サービスの対象であれば、行

政が対象者や内容を決定する措置制度から、自らがサービスを選択する契約制度へと変わ

っている。このように地域福祉の考え方が時代によって変化していくことが明らかになっ

たことで、今後も変化し続けていくことが想定される。こうした中、地域福祉の領域で、

これからどういった変化が想定されるのか、これからの地域福祉のあり様を想定する上で

の４つの問いを提示することとする。 

 第１の問いは、大規模災害により地域の様相が大きく変わってしまう地域福祉推進のあ

り様とは何か。2011 年に東日本大震災が起きて以降、大規模災害が頻発している。社会福

祉推進の場が地域といいながらも一瞬にして地域が壊滅してしまうような自然災害を何度

も経験している。被災し今まで住んでいた地域に居住できなくなる人もいる。場合によっ

ては地域が成り立たず消滅することもある。被災にあった地域が地域福祉の推進の場とな

りうるのか、この問いに対する十分な議論ができていないこと。 

 第２の問いは、大容量高速通信など情報通信技術の発展にともなってスマートフォンや

パソコンなどを使いオンライン上で人間関係を構築できる SNS や、オンライン上で仕事が

でき、教育を受けることが可能となった中で、居住の場を選ばない生活環境における地域

福祉推進のあり様とは何か。仕事など収入を得る手段とともに人間関係を築くことなど、

どこでも、いつでも、誰とでもつながることができ、生活の手段すべてをスマートフォン

やパソコンで実現できるようになった。このことで、日本中、世界中どの場所にでも居住

ができ、かつ居住期間も自分で自由に決め生活をすることが可能となった。居住の場＝生
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活の場というローカルな地域と、オンラインの場＝生活の場というグローバルな地域との

関係性はどうあるべきか。 

 第３の問いは、地域共生社会の実現のため地域の重要性が増している一方、市町村合併

による基礎自治体の広域化や、地域福祉の推進役である社会福祉法人の大規模化が求めら

れている中での地域福祉推進のあり様とは何か。市町村は地方分権化に伴い自主性・自立

性が重んじられ自治事務として地方自治体の裁量・責務が大きくなった。その責務を担え

るよう市町村合併が進んだ経緯がある。社会福祉法人は、2013 年の社会保障制度改革国民

会議報告書において「経営の合理化、近代化が必要であり、大規模化や複数法人の連携を

推進していく必要がある」とし大規模化が求められている。さらに 2016 年には社会福祉

法人は地域福祉の中心的な担い手として地域における公益的な取り組みが責務となった。

地域住民の抱えるニーズは多様化・複雑化し極めて個別性が高くサービスを均一化しづら

い。社会福祉法人が公益的な取り組みを行うにあたり、地域住民の意見や要望を聞き臨機

応変に事業展開するのであれば、身近で小規模であるほうがよい。社会福祉法人が規模を

大きくしサービスの効率化や合理化を図り安定した法人運営を担うことと、地域住民の均

一化しづらいニーズへの対応、いわゆる非効率的なサービスを担うという相反する中での

地域福祉推進はどうあるべきか。 

 第４の問いは、社会的孤立や制度の狭間の問題など多岐にわたり多種・多様な個別性の

高い支援と、これら問題を解決するための地域住民等への働きかけである地域支援とを一

体的に行っていく地域福祉推進のあり様とは何か。地域の中には様々な問題がある。たと

えばゴミ屋敷、子どもの貧困、孤独死、虐待、いじめ、ひきこもり、8050 問題だけに限ら

ず、外国籍や外国につながりのある人の生活課題、障害者の地域生活で起きる差別や排除

の問題、同様に LGBT などの性的マイノリティに対する差別や排除の問題、刑務所出所者

への社会参加の問題、非正規雇用などの不安定な雇用状況で生じる経済的問題、経済的問

題にともなったひとり親などへ就労や子どもの教育格差問題、介護に追われ学習環境が十

分でないヤングケアラー問題、人口減少に転じ少子・高齢化が著しくなってくる中での担

い手不足の問題など数えれば多くの問題をあげることができる。人生 100 年33と言われる

中、その 100 年で起こる個々の問題は千差万別といってもよい。さらに 2015 年に国連サ

ミットが採択した SDGｓ(持続可能な開発目標)にて 2030 年までに達成すべき国際的な目標

が掲げられたが、その目標と地域との関係はいったいどうあるべきか。個別の生活問題か

ら地球規模に関わる問題までを含めた様々な問題に対して、どう整理し、どう優先順位を

つけ、どう解決するのか、これらを地域が中心となって取り組むにあたって、船頭多くし

て船が山に登るなど一歩間違えれば収集のつかない混沌として状況になりはしないか。地

域で起こる問題に対して一定の道筋を立てていく地域福祉推進はどうあるべきか。 

 以上４点を問いとしたい。 

                                                  
33 首相官邸は、2017年9月に人生100年時代構想会議を設置して、翌年(2018年)の6月に「人づくり革命 基

本構想」を出し、この中で人生100年時代の人づくりにおける政策が掲げられている。 
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第２節 理論整理の枠組み 

 

１ 理論整理の枠組み 

 前節(第１節)では、1970 年代から 2010 年代までの地域福祉に関連した社会的な背景を

明らかにしてきたが、本節では、住民主体が地域福祉の領域の中で議論されていることか

ら論者等によって掲げられた地域福祉の諸理論について概観する。 

 論者等の提示している諸理論において「理論とは何か」という共通した規定が必ずしも

明確に設定されておらず、概念やアプローチなどといった捉え方をしているものもある。

そのため、ここで言う理論とは、論者等が地域福祉をどう捉えているのか、その捉え方を

整理することとする。整理するにあたり、表２－１のとおりの５つの項目を設定し枠組み

を作成した。５つの項目は①目的、②対象者および対象区域、③構成要素(要件)、④特徴、

⑤課題である。①の目的は地域福祉の目指すべき社会を示す内容である。②対象者および

対象区域は対象となる人や区域(エリア)を表し、③の構成要素(要件)は①を目指すにあた

り必要な要素や要件が何かを表している。④の特徴は諸理論における特徴を表し、⑤の課

題はそれぞれの理論における課題を示している。 

 この枠組みをもとに 1970 年の岡村重夫の理論から 2017 宮城孝の理論まで年代順に 50

年間で 12 の諸理論をあげた。各諸理論については表２－２のとおり表した。 

 

表２－１ 理論整理の枠組み 

論者名(発表年) 

 

 
①目的 
・地域福祉の目指すべき

社会を示す内容を明記 

 
③構成要素(要件) 
・①を目指すにあた

り必要な要素や要
件 

④特徴 
・諸理論におけ
る特徴 

 
⑤課題 
・それぞれの理論
における課題 

 
②対象者または区域 
・対象者および対象区域

は対象となる人や区域 

 

 

２ 各論者の諸理論の整理 
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表
２
－
２
 
地
域
福
祉
に
お
け
る
諸
理
論
の

整
理
 

岡
村
重
夫
(
1
9
7
0
年
・
1
9
7
4
年
)
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
(山

口
 2

00
5
)・

(岡
村

 2
0
0
9
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・

ケ
ア

、
地

域
組

織
化

、
予

防
的

社
会

福
祉

の
上

位
概

念
と

し
て

地
域

福
祉

と
い

う
新

し
い

概
念

が
必

要
 

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・

ケ
ア

と
は

、
社

会
福

祉
の

対
象

者
(
ニ

ー
ズ

を
持

つ
人

)
が

地
域

社
会

の
中

で
他

の
市

民
と

同
じ

よ
う

に
自

立
生

活
を

送
れ

る
よ

う
支

援
す

る
こ

と
 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

①
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
 

②
地
域
組
織
化
活
動
 

・
一

般
的
地
域
組
織
化
活
動
 

・
福

祉
組

織
化

活
動

(
一

般
的

地
域

組
織

化
活

動
を

基
盤
と
し
て
進
め
る
も
の
) 

③
予
防
的
社
会
福
祉
 

(
特
徴
)
 

・
構

成
要

素
の

福
祉

組
織

化
活

動
は

、
制

度
の

利
用

者
な

い
し

対
象

者
の

生
活

要
求

を
充

足
さ

せ
る

た
め

の
組

織
体

と
い

う
性

格
を

も
ち

、
以

下
の

５
つ
の
機
能
を
も
つ
 

①
社

会
福

祉
政

策
に

対
す

る
住

民
参

加
な
い
し
は
対
象
者
参

加
 

②
地
域
福
祉
に
関
す
る

情
報

活
動

 
③

住
民

の
権

利
と

利
益

を
擁

護
．

進
展

さ
せ
る
地
域
福
祉
計

画
の
立

案
 

④
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
 

⑤
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
新

設
・

運
営

(
課
題
)
 

・
構

成
要

素
と
対

象
別

分
野

と
い

う
二

次
元

的
捉

え
方

に
よ

る
地

域
福

祉
の

捉
え

方
で

は
、

政
策
を

生
み

出
す

構
造

、
地

域
福

祉
に

影
響
を

与
え

る
社

会
経

済
状

況
、

多
様

な
住
民

の
ニ

ー
ズ

や
複

雑
な

地
域

福
祉

を
ど
こ

ま
で

捉
え

ら
れ

る
の

か
と

い
う

検
証
さ

れ
ず

、
そ

の
す

べ
て

を
説

明
す

る
こ
と

が
で

き
な

い
課

題
が

あ
る
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

対
象

分
野
と

し
て

以
下

の
４

点
を

あ
げ

て
い
る
 

 
①
児
童
(
児
童
地
域
福
祉
)
 

 
②
老
人
(
老
人
地
域
福
祉
)
 

 
③
障
害
者
(
障
害
者
地
域
福
祉
)
 

 
④
そ

の
他

の
地

域
福

祉
 

右
田
紀
久
恵
(
1
9
7
3
年
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(住

谷
・
右
田
 
1
9
7
3
)
・
(
右
田
 
1
9
8
6
)
・
(
野
口
 
2
0
0
8
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
地

域
住
民

の
生

活
保

障
 

・
個

と
し

て
の

社
会

的
自

己
実

現
 

 (
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

・
生

活
問

題
を
①
生
活
原
則
、
②
権
利
原

則
、

③
住
民
主
体
原
則
の
３
点
に
立
脚

し
て

軽
減
・
除
去
し
、
ま
た
は
発
生
を

予
防

し
、
地
域
住
民
の
主
体
的
生
活
全

般
に

か
か
る
水
準
を
保
障
し
、
よ
り
高

め
る

た
め
の
社
会
的
施
策
と
方
法
の
総

体
。

以
下
の
４
つ
を
具
体
的
な
活
動
と

し
て

位
置
づ
け
る
 

①
公

私
の
制
度
・
サ
ー
ビ
ス
体
系
 

②
地

域
福
祉
計
画
 

③
地

域
組
織
化
 

④
住

民
運
動
 

(
特
徴
)
 

・
地

域
社

会
と

い
う

場
を

介
在

さ
せ

て
政

策
と

制
度

の
捉

え
直
し
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
 

・
資

本
主

義
の

構
造

的
欠

陥
か

ら
生

じ
る

生
活

問
題

に
対

し
て

、
政

策
と

そ
れ

に
対

抗
す

る
運

動
に

よ
っ

て
地

域
福

祉
が

生
み

出
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
住

民
の

連
帯

、
運

動
、

住
民

自
治

な
ど

を
と

ら
え

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
こ
と
 

・
権

利
論

・
主

体
形

成
論

を
軸

に
制

度
と

技
術

を
包

み
込

ん
で

、
さ

ら
に

発
生

の
予

防
の

範
囲

ま
で

含
め

た
も

の
と

し
て

お
り

地
域

福
祉

を
政

策
制

度
と

対
応

さ
せ

つ
つ

、
生

活
問

題
へ

の
包

括
的

対
策

と
し

て
明

確
化

し
た

こ
と
 

(
課
題
)
 

・
権

利
論

、
主

体
形

成
論

を
軸

に
制

度
と

技
術

を
包

み
込

ん
で

、
さ

ら
に

発
生

の
予

防
の

範
囲

ま
で

含
め

た
も

の
と

し
て

お
り

、
か

な
り

包
括

的
な

概
念

で
あ

る
。

そ
の

た
め

、
そ

の
対

象
が

生
活

問
題

一
般

に
広

が
っ

て
お

り
、

そ
の

固
有

性
が

明
確

で
な

い
と

い
う
課

題
が

あ
る
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
生

活
権

と
生

活
圏

を
基

盤
と

す
る

一
定

の
地

域
社

会
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 右
田
紀
久
恵
(
1
9
9
3
年
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(瓦

井
 1

99
9
)・

(牧
里

 2
0
00
)・

(
20
05

右
田
)参

照
 

 

 (
目
的
)
 

・
地

域
の

中
で

一
人

ひ
と

り
が

一
人

の
住

民
と

し
て

生
活

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
こ

と
 

 (
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

・
「

権
利

主
体

」
「

生
活

主
体

」
「

生
存

主
体

」
の

三
位

一
体

の
認

識
に

立
ち

、
権

利
・

義
務

関
係

の
契

約
社

会
で

あ
る

市
民

と
し

て
の

存
在

を
保

障
し

、
主

体
性

を
も

っ
た

住
民

が
組

織
化

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

福
祉

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

が
構

築
さ

れ
る

。
福

祉
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
を

市
民

社
会

と
同

じ
価

値
観

で
と

ら
え

、
そ

の
形

成
を

公
共

政
策

の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
 

(
特
徴
)
 

・
主

体
性

の
な

い
住

民
参

加
に

よ
っ

て
福

祉
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
を

形
成

す
る

だ
け

で
は

、
地

域
の

人
間

関
係

の
絆

を
弛

緩
さ

せ
て

し
ま

う
と

指
摘

す
る

。
そ

れ
ゆ

え
福

祉
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

形
成

に
お

い
て

は
、

市
民

社
会

と
し

て
の

成
熟

を
図

る
こ

と
を

機
軸

と
し

て
い

る
。

社
会

福
祉

を
自

ら
の

課
題

と
し

，
自

ら
が

社
会

を
構

成
し

、
あ

ら
た

な
社

会
福

祉
の

運
営

に
参

加
す

る
こ

と
が

地
方

自
治

体
の

構
成

要
件

と
し
て
必
要
と
な
る
 

(
課
題
)
 

・
主

体
性

の
な

い
住

民
参

加
は

、
地

域
福

祉
の

概
念

と
し

て
成

立
し

な
い

一
方

で
す

べ
て

の
住

民
が

主
体

性
を

も
つ

こ
と

の
可

能
性

に
言

及
が

さ
れ

て
い

な
い

 
 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
生

活
権

と
生

活
圏

を
基

盤
と

す
る

一
定

の
地

域
社

会
 

真
田
是
(
1
9
7
3
年
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(山
口

 2
0
0
5
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
資

本
主

義
社
会

が
生

み
出

す
貧

困
化

問
題

へ
の

対
応
 

・
生

活
問

題
と
い

う
客

観
的

な
事

態
と

そ
の

解
決

の
運

動
を

通
し

て
、

住
民

の
主

体
形

成
が
図

ら
れ

る
 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

①
産

業
政

策
を

と
お

し
て

地
域

の
経

済
的

基
盤

を
強

め
、

住
民

の
生

活
の

基
礎

を
発

展
さ

せ
る
こ
と
 

②
過

密
・

過
疎

問
題

に
見

ら
れ

る
よ

う
な

生
活

の
社

会
的

・
共

同
的

な
再

生
産

の
部

分
の

遅
れ
や
ゆ
が
み
を
正
す
こ
と
 

③
こ

れ
ら

の
措

置
を

住
民

の
自

主
的

な
参

加
＝

運
動
の
支
え
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
く
こ
と
 

・
政
策
主
体
、
社
会
問
題
、
国
民
運
動
の

3
つ

の
要
素
に
よ
る
三
元
構
造
に
よ
っ
て
解
明
 

 (
特
徴
)
 

・
地

域
社

会
問

題
を

ど
う

解
決

す
る

か
は

地
域

福
祉

の
テ

ー
マ

・
課

題
と

さ
れ

、
住

民
運

動
が

地
域

福
祉

の
内

容
と

方
法

を
つ

く
り

出
す

モ
デ

ル
な

い
し

は
手

が
か
り
と
し
た

こ
と

 

(
課
題
)
 

・
井
岡
勉
(
1
9
8
0
年
)
と
同
様
 

・
同

一
の

問
題
状

況
に

お
い

て
常

に
社

会
運

動
が

発
生

す
る

と
い

う
こ

と
は

な
く

、
さ

ら
に

政
策

と
の

関
連

が
不

明
な

小
規

模
の

多
様
な

運
動

が
存

在
し

て
い

る
。

し
た

が
っ
て

、
社

会
運

動
の

す
べ

て
を

階
級

対
立
に

お
い

て
説

明
す

る
こ

と
は

で
き

ず
社
会

運
動

が
必

ず
絶

対
的

窮
乏

化
の

結
果
と

し
て

発
生

す
る

と
い

う
こ

と
も
い

え
な

い
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
資

本
主

義
社
会

に
お

け
る

社
会

問
題

と
い

う
客

観
的

な
事

態
を

住
民

の
運

動
を

通
し

て
解
決
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三
浦
文
夫
(
1
9
7
7
年
)
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(永
田

 1
9
8
1
)
・
(
井
岡
・
牧
里
・
山
本
 
2
0
0
8
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
地

域
で

生
活

す
る

要
援

護
者

の
自

立
を

地
域

に
お

い
て

図
る

こ
と
 

(
「

ニ
ー

ド
」

概
念

を
軸

に
在

宅
福

祉
の

体
系

化
・

理
論

的
根

拠
づ

け
の

過
程

で
、

地
域

福
祉

論
に

拡
大

、
発

展
し

た
と

い
う

経
過

を
持

つ
。

し
た

が
っ

て
、

地
域

福
祉

の
中

核
に

在
宅

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
す

え
た

機
能

的
概

念
と
な
っ
て
い
る
)
 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

①
対

人
援

助
サ

ー
ビ

ス
(
個

別
援
助
活
動
)
 

・
予
防
的
福
祉
活
動
 

・
狭

義
の
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・

ケ
ア
 

・
在
宅
ケ
ア
な
ど
の
活
動
 

②
地

域
福
祉

活
動

の
重

点
と

さ
れ

て
き

た
当
該

地
域

の
社

会
的

統
合

を
高

め
る

た
め

の
環

境
・

制
度

の
改

善
・
整
備
活
動
 

(
特
徴
)
 

・
地

域
福

祉
が

社
会

的
支

援
を

要
す

る
人

び
と

を
中

心
と

す
る

住
民

の
福

祉
ニ

ー
ズ

に
対

す
る

サ
ー

ビ
ス

供
給

の
機

能
体

系
で

あ
る

と
す

る
と

こ
ろ

に
あ

る
 

・
主

た
る

対
象

者
を

限
定

し
，

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ケ
ア

、
あ

る
い

は
在

宅
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

中
心

に
す

え
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
そ

れ
ま

で
包

括
的

で
暖

味
で

あ
っ

た
地

域
福

祉
の

固
有

性
を

あ
る

程
度

明
確

に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
 

・
三

浦
の

概
念

規
定

は
永

田
の

そ
れ

と
共

通
す

る
点

が
多

い
。

永
田

が
組

織
化

活
動

を
強

調
し

、
三

浦
が

在
宅

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
強

調
す

る
と

い
う

関
係

に
あ
る
 

(
課
題
)
 

・
何

ら
か

の
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

必
要

と
し

て
い

る
人

の
地

域
で

の
自

立
生

活
を

支
援

す
る

う
え

で
の

ニ
ー

ズ
キ

ャ
ッ

チ
の

あ
り

方
、

政
策

化
に

必
要

な
ニ

ー
ズ

キ
ャ

ッ
チ

の
あ

り
方

の
両

面
か

ら
検

討
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
 

・
歴

史
的

、
経

済
的

、
社

会
的

に
規

定
さ

れ
た

地
域

社
会

の
構

造
的

問
題

や
，

ニ
ー

ズ
発

生
の

メ
カ

ニ
ズ

ム
な

ど
を

捉
え

き
れ

て
い

な
い

こ
と

 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
地

域
で
生

活
す

る
要

援
護

者
 

永
田
幹
夫
(
1
9
7
7
年
)
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(永
田

 1
9
81
)・

(山
口
 2

00
5
)参

照
 

 

 (
目
的
)
 

・
社

会
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

必
要

と
す

る
個

人
、

家
族

の
自

立
を

地
域

社
会

の
場

に
お

い
て

図
る

こ
と

。
 

・
こ

れ
を

可
能

と
す

る
地

域
社

会
の

統
合

化
・

基
盤

形
成

を
は

か
る

う
え

に
必

要
な

環
境

改
善

サ
ー

ビ
ス

と
対

人
的

福
祉

サ
ー

ビ
ス

体
系

の
創

設
・

改
善

・
確

保
・

運
用

お
よ

び
こ

れ
ら

実
現

の
た

め
の

組
織

化
活

動
の

総
体

を
い

う
 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

①
在

宅
福

祉
サ

ー
ビ

ス
(
予

防
的

福
祉

サ
ー

ビ
ス

、
専

門
的

ケ
ア

・
サ

ー
ビ

ス
、

在
宅

ケ
ア

、
サ

ー
ビ

ス
、

福
祉

増
進

サ
ー

ビ
ス

)(
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

必
要

と
す

る
個

人
や

家
族

の
自

立
を

支
援
)
 

②
環

境
改

善
サ

ー
ビ

ス
(
要

援
護

者
の

社
会

参
加

を
可

能
に

す
る

制
度

的
条

件
の
改
善
な
ど
)
 

③
組

織
活

動
(
地

域
組

織
化

，
福

祉
組

織
化
)
 

(
特
徴
)
 

・
在

宅
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

中
核

に
し

要
援

護
者

の
福

祉
ニ

ー
ズ

の
充

足
と

住
民

参
加

を
前

提
に

し
た

供
給

シ
ス

テ
ム

の
構

築
を
目
指
し
て
い
る

こ
と
 

・
在

宅
福

祉
論

の
展

開
か

ら
出

発
し

て
お

り
「

ニ
ー

ド
」

概
念

を
軸

心
に

在
宅

福
祉

の
体

系
化

。
理

論
的

根
拠

づ
け

の
過

程
で

、
地

域
福

祉
論

に
拡

大
、

発
展

し
た

と
い

う
経

過
を

持
つ

。
し

た
が

っ
て

、
地

域
福

祉
の

中
核

に
在

宅
福

祉
サ

ー
ビ
ス
を
す
え
た
機

能
的
概

念
 

(
課
題
)
 

・
地

域
福

祉
と

在
宅

福
祉

の
概

念
の

区
別

が
明

確
で

な
い

こ
と

、
供

給
主

体
か

ら
の

理
論

化
に

傾
斜

し
、

住
民

が
主

体
と

し
て

十
分

に
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
な

い
こ

と
 

・
地

域
社

会
に

お
け

る
社

会
的

問
題

に
つ

い
て

,
必

ず
し

も
機

能
的

に
の

み
把

握
で

き
な

い
側

面
を

見
逃

し
て

し
ま

う
危

険
性

も
内

在
し

て
い

る
よ

う
に

考
え

ら
れ

る
。

 
・

こ
の

立
場

は
政

策
責

任
性

が
弱

く
運

動
的

性
格

が
脱

落
し

て
い

る
と

こ
ろ

が
問

題
だ
と

す
る

。
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
社

会
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

必
要

と
す

る
個

人
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 井
岡
勉
(
1
9
8
0
年
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(山
口

 2
0
0
5
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
「

住
民

の
生

活
防

衛
と

福
祉

増
進

」
住

民
の

社
会

的
生

活
障

害
に

関
わ

る
諸

要
因

を
軽

減
・

除
去

す
る

と
と

も
に

地
域

・
家

庭
で

安
心

・
安

全
に

自
立

し
て

暮
ら

し
続

け
ら

れ
る

よ
う

必
要

な
条

件
を

整
備

し
て

い
く

こ
と

 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

①
住

民
の
個

別
的

努
力

で
は

解
決

で
き

な
い
福

祉
の

問
題
状
況
の
解
決
 

②
住

民
の
集

団
的

・
組

織
的

活
動
の
試
み
 

 資
本

の
運
動

法
則

に
よ

っ
て

必
然

的
に

生
み
出

さ
れ

た
地

域
生

活
の

不
備

等
を

社
会

運
動

を
媒

介
と

し
た

社
会
的
対
策
 

(
特
徴
)
 

・
政

策
や

制
度

と
の

関
係

で
運

動
を

捉
え

よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
 

・
社

会
運

動
は

、
①

住
民

の
個

別
的

努
力

で
は

解
決

で
き

な
い

福
祉

の
問

題
状

況
の

解
決

と
、

②
住

民
の

集
団

的
・

組
織

的
活

動
の

試
み

と
い

う
、

２
つ

の
特

性
を

も
つ

も
の

で
あ

る
 

(
課
題
)
 

・
同

一
の

問
題

状
況

に
お

い
て

常
に

社
会

運
動

が
発

生
す

る
と

い
う

こ
と

は
な

く
、

さ
ら

に
政

策
と

の
関

連
が

不
明

な
小

規
模

の
多

様
な

運
動

が
存

在
し

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

社
会

運
動

の
す

べ
て

を
階

級
対

立
に

お
い

て
説

明
す

る
こ

と
は

で
き

ず
社

会
運

動
が

必
ず

絶
対

的
窮

乏
化

の
結

果
と

し
て

発
生

す
る

と
い

う
こ

と
も

い
え

な
い
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
地

理
的

・
歴

史
的

に
形

成
さ

れ
る

「
生

活
の

場
」

と
そ

の
生

活
展

開
の

な
か

で
形

成
さ

れ
る

「
交

流
・

連
帯

の
場

」
の
重

な
る

と
こ

ろ
 

阿
部
志
郎
(
1
9
8
0
年
)
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
2
0
0
4
 
大
島
･
杉
本
･
斉
藤
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
福

祉
ニ

ー
ド

に
公

か
民

間
か

を
問

わ
ず

、
地

域
の

あ
ら

ゆ
る

資
源

を
動

員
し

て
対

応
す
る

「
公

私
協

働
」

の
理

念
 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

・
地

域
に

お
け

る
行

政
施

策
・

施
設

機
能

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・

住
民

参
加

の
有

機
的

協
力

と
そ

の
シ
ス
テ
ム
化
を
重
視
し
て
い
る

(
特
徴
)
 

・
住

民
活

動
お

よ
び

当
事

者
活

動
が

地
域

に
重

層
的

に
広

が
り

を
も

つ
こ

と
に

よ
っ

て
、

安
心

し
て

住
ま

う
こ

と
が

で
き

る
か

ど
う

か
を

決
め
る
因
子
と
し
た
こ
と
 

・
特

に
住

民
自

身
の

ボ
ラ

ン
タ

リ
ー

ア
ク

シ
ョ

ン
を
主
張
し
た
 

(
課
題
)
 

・
地

域
福

祉
施

策
の

よ
し

悪
し

は
住

民
参

加
の

い
か

ん
に

よ
っ

て
規

定
さ

れ
て

い
る
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
住

民
が

協
働
し

う
る

範
囲

の
小

地
域

に
お

い
て

、
住

民
参

加
に

よ
る

福
祉

活
動

を
基

盤
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大
橋
謙
策
(
1
9
9
5
年
)
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

(岩
間
・
原
田
 
2
0
1
2
)
(
大
橋

 2
00
0
)参

照
 

 

 (
目
的
)
 

・
自

立
生

活
が

困
難

な
個

人
や

家
族

が
、

地
域

に
お

い
て

自
立

生
活

で
き

る
よ

う
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

つ
く

り
、

必
要

な
在

宅
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

総
合

的
に

提
供
す

る
こ

と
。
 

 (
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

・
地

域
福

祉
を

社
会

福
祉

シ
ス

テ
ム

と
し

て
と

ら
え

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

重
視

し
て

い
る

。
そ

の
た

め
に

以
下

の
３

点
を

統
合

的
に

行
う
こ
と
と
し
た
 

①
社
会
資
源
の
活
用
 

②
社
会
福
祉
制
度
の
確
立
 

③
福
祉
教
育
の
展
開
 

・
地

域
住

民
個

々
人

の
生

活
の

把
握

に
も

と
づ

く
在

宅
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

の
た

め
の

専
門

職
に

よ
る

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

か
ら

社
会

福
祉

シ
ス

テ
ム

へ
つ

な
げ

る
こ
と
と
し
て
い
る
 

(
特
徴
)
 

・
利

用
者

と
し

て
の

住
民

の
主

体
形

成
。

具
体

的
に
は
以
下
の
４
点
を
あ
げ
て
い

る
 

①
地

域
福

祉
計

画
策

定
能

力
の

形
成

(
住

民
が

策
定
作
業
に
参
加
し
計
画
を
立
案

す
る

能
力

)
②

地
域

福
祉

実
践

主
体

の
形

成
(
近

隣
住

民
に

よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
ケ
ア
の
提
供
)
 

③
社

会
福

祉
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

の
主

体
形

成
(
サ

ー
ビ

ス
利

用
に

対
す

る
抵

抗
や

偏
見

を
除

去
し

サ
ー

ビ
ス

内
容

に
対

す
る

異
議

申
し

立
て
が
で
き
る
利
用
者
の
形
成
)
 

④
社

会
保

険
制

度
の

契
約

主
体

(
社

会
保

険
制

度
の

あ
り

方
に

関
す

る
国

民
的

合
意

の
形

成
を
目
指
し
た
学
習
の
必
要
性
)
 

(
課
題
)
 

・
地

域
社

会
を

ケ
ア

の
供

給
者

と
利

用
者

か
ら

な
る

二
層

構
造

と
捉

え
お

も
に

ケ
ア

供
給

者
の

組
織

化
を

も
っ

て
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
形

成
を

図
ろ

う
と

し
て

お
り

「
主

体
的

関
与

」
が

重
視

さ
れ

る
住

民
と

は
、

潜
在

的
な

ケ
ア

供
給

者
と

し
て

の
地

域
住

民
を

意
味

し
て

い
る

傾
向

に
あ

り
、

ニ
ー

ズ
の

当
事

者
や

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
者

の
「

参
加

」
は

想
定

さ
れ

て
い

な
か

っ
た
 

 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
政

治
・

行
政

制
度

の
基

礎
単

位
で

あ
る

市
町

村
を

基
盤

お
よ

び
生

活
圏

を
同

じ
く

す
る

地
域
 

岡
本
栄
一
(
2
0
0
2
年
)
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(岡
本

 2
0
0
2
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
社

会
福

祉
が

目
標

と
す

る
以

下
の

点
を

統
合

さ
せ

、
多

様
な

主
体

の
共

同
に

お
い

て
実

現
す

る
こ

と
 

①
人

権
の
擁

護
と

人
間

性
の

回
復

 
②

社
会

福
祉

問
題

の
予

防
 

③
ノ

ー
マ
ラ

イ
ゼ

ー
シ

ョ
ン
 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

・
行

政
セ

ク
タ

ー
、

非
営

利
セ

ク
タ

ー
、
営
利
セ
ク
タ
ー
の

3
つ
の
異
な

る
推

進
主

体
(
主

体
)
の

協
働

に
よ

っ
て

、
①

地
域

ケ
ア

、
②

予
防

と
共

生
、
③
住
民
参
加
の

3
つ
の
ス
テ
ー

ジ
(
場

)
で

織
り

な
さ

れ
る

福
祉

的
・

連
帯
的
・
自
治
的
・
統
合
的
な
営
み

(
特
徴
)
 

・
「
場
」
と
「
主
体
」
の
関

係
で

整
理

し
た

こ
と

。
・

場
と

主
体

を
結

び
つ

け
る

領
域

(
結

節
領

域
)
に

非
営
利
セ
ク
タ
ー
を
位
置
づ
け

た
こ

と
。
 

・
サ

ー
ビ

ス
供

給
組

織
の

多
元

化
、

地
域

福
祉

活
動

の
担

い
手

の
多

様
化

の
中

で
、

予
防

や
福

祉
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

を
実

現
す

る
た

め
に

非
営

利
セ

ク
タ

ー
(
地

域
住

民
と

の
媒

介
)
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
と
位
置
付
け
た
こ
と
 

・
結

節
領

域
を

住
民

の
「

参
加

す
る

場
」

「
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

の
場

」
「

交
流

の
場

」
「

学
習

や
体

験
の

場
」

「
地

域
福

祉
計

画
や

政
策

へ
の

提
言

の
渦

を
つ

く
る

場
」

と
す

る
こ

と
で

理
念

の
実

現
へ
至
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
 

(
課
題
)
 

・
行

政
セ

ク
タ

ー
、

非
営

利
セ

ク
タ

ー
、

営
利

セ
ク

タ
ー

の
３

つ
の

異
な

る
推

進
主

体
(
主

体
)
が

、
十

全
に

機
能

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
そ

れ
ぞ

れ
の

主
体

の
力

量
に

左
右

さ
れ

て
し

ま
う

こ
と
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
地

方
自

治
体

､
あ

る
い

は
望

ま
し

い
地

域
的

範
域

を
基

盤
と

す
る

こ
と

。
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 牧
里
毎
治
(
2
0
1
7
年
)
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(牧
里

 2
0
1
7
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
労

働
の

多
様

化
、

流
動

化
、

生
活

ス
タ

イ
ル

の
変

容
、

価
値

観
の

多
様

化
な

ど
に

照
応

し
た

「
福

祉
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
」

の
形

成
 

・
性

差
や

世
代

、
障

害
や

階
層

を
超

え
て

形
成

さ
れ

る
地

域
レ

ベ
ル

で
の

「
多

元
主

義
的

社
会

」
に

お
け

る
住

民
の

主
体

形
成

の
場
 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

・
地

域
住
民

の
役

割
の

把
握

と
役

割
に

応
じ
た

機
会

の
提

供
と

し
て

「
参

加
と

機
会
」
を
提
示
 

・
具

体
的
な

取
り

組
み

と
し

て
、

地
域

福
祉
計

画
の

策
定

。
こ

の
計

画
に

お
い

て
非

営
利

セ
ク

タ
ー

の
役

割
や

そ
の

政
策

的
位

置
づ

け
を
重
要
視
し
て
い
る
 

(
特
徴
)
 

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
を

通
じ

て
、

ニ
ー

ズ
の

需
要

化
お

よ
び

、
社

会
資

源
の

資
産

化
し

付
加

価
値

を
つ

け
、

地
域

財
産

と
し

て
蓄

積
し

て
い

き
、

福
祉

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

づ
く

り
の

社
会

遺
産

と
し

て
資

源
開

発
を

し
て
い
く
方
法
 

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
論

か
ら

ソ
ー

シ
ャ

ル
キ

ャ
ピ

タ
ル

論
へ

の
転

換
。

地
域

福
祉

計
画

を
ソ

ー
シ

ャ
ル

キ
ャ

ピ
タ

ル
の

創
生

や
存

続
に

よ
っ

て
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る

。
 

・
特

に
、

非
営

利
セ

ク
タ

ー
で

あ
る

社
会

的
起

業
を

含
め

た
地

域
社

会
の

再
生

や
活

性
化

を
提
示
し
た
 

(
課
題
)
 

・
公

的
責

任
を

遂
行

す
る

政
策

と
制

度
を

中
央

集
権

的
な

シ
ス

テ
ム

と
し

て
確

立
さ

せ
て

き
た

が
、

市
民

や
住

民
の

自
治

す
る

力
や

計
画

参
画

す
る

力
量

を
伸

ば
す

仕
組

み
と

機
会

を
創

っ
て

い
く

た
め

の
自

己
組

織
的

な
発

展
や

非
営

利
組

織
の

ま
ち

づ
く

り
経

営
論

の
開

発
な

ど
の

手
法

が
明

確
化

さ
れ

て
い

な
い

こ
と
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
地

方
自

治
体

単
位

(
地

域
福

祉
の

理
念

や
理

想
が

、
施

策
や

活
動

に
落

と
し

込
む

た
め

に
は
、
地
域
福
祉
計
画
が
必
要
)
 

宮
城
孝
(
2
0
1
7
年
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(宮
城

 2
0
1
7
)
参
照
 

 

 (
目
的
)
 

・
地

域
住

民
の

暮
ら

し
の

場
で

あ
る

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
持

続
を

可
能

と
す

る
こ

と
。

 

(
構
成
要
素
(
要
件
)
)
 

①
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
 

②
在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
 

③
権
利
擁
護
・
予
防
的
地
域
福
祉
 

④
地
域
福
祉
の
推
進
体
制
の
開
発
 

・
整
備
・
地
域
福
祉
(
活
動

)
計
画
の
策
定

と
進
行
管
理
 

・
包
括
的
相
談
・
支
援
体
制
の
開
発
・
整

備
 

・
関
連
公
共
施
策
の
開
発
 

・
整
備
と
有
機
的
連
携
 

(
特
徴
)
 

・
地

域
福

祉
の

実
践

方
法

で
あ

る
「

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

」
を

第
一

に
挙

げ
て
い
る
こ
と
 

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
の

実
践

を
通

じ
て

住
民

の
生

活
上

の
課

題
・

問
題

に
つ

い
て

ニ
ー

ズ
・

キ
ャ

ッ
チ

機
能

、
総

合
相

談
・

支
援

機
能

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形

成
機

能
、

社
会

資
源

開
発

機
能

の
発

揮
を

特
徴

と
し
て
い
る
 

(
課
題
)
 

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
に

お
け

る
方

法
論

、
方

法
論

を
実

施
す

る
た

め
の

あ
る

べ
き

体
制

な
ど

精
徹

な
検

証
を

ふ
ま

え
た

あ
り

方
の

検
討

が
必

要
で

あ
る
 

 (
対
象
者
ま
た
は
区
域
) 

・
市

町
村

自
治

体
に

お
い

て
社

会
福

祉
に

関
連

す
る

公
共

施
策

を
開

発
・

整
備

し
、

有
機

的
な

連
携

を
図

る
機

能
を

強
化
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 以上のとおり 1970 年の岡村重夫の理論から 2017 宮城孝の理論まで年代順に 50 年間で

12 の理論をあげた。前述のとおりこれら 12 の理論が共通して「理論とは何か」といった

規定を明確に設定したものではなく、地域福祉をどう捉えるか、その捉え方を論者等が整

理したものである。理念的な捉え方、手法としての捉え方、政策的な捉え方など、それぞ

れの理論が一様ではない。そのため、これら 12 の理論にどういった相違性・共通性があ

るのか、これら諸理論を概括した中で地域福祉を捉えることを目的に整理が行われている。

代表的なものに 1981 年の鈴木五郎、1984 年の牧里毎治、2001 年の岡本栄一によるものが

ある。これら理論整理がどのように行われているのか３者の内容について確認することと

する。 

 なお、理論整理を行う上で山口稔は、地域福祉の扱う領域が地方自治体レベルだけでは

なく、日常生活の場である身近な小地域の活動から始まるものもあるとし諸理論を捉える

上で「地域社会」「住民」「地域生活問題」の３つの用語について共通した理解をする必要

があるとしている。山口の述べている内容から表２－３のとおり整理を行った。たとえば、

論者が「地域社会」という言葉を使い論じている場合、意味する内容は表２－３の「地域

社会」のすべて含めて述べている場合や、文脈上、地域の広さなど一部を指して述べてい

る場合もあるとしている。これら言葉にどのような意味が含めて論じているか、同じ「地

域社会」という言葉を使っていても、内容に差異があるので留意する必要があるとしてい

る。 

 

表２－３ 地域福祉を捉える上での３つの用語の整理 

地域社会 

 

■地域福祉における地域社会 

・地域社会は、実際に住民が生活を営む場、社会福祉の政策が展開される場、生活問題が

発生する場、また問題解決のための取り組みと主体形成が行われる場である 

・住民の生活に焦点をあて、地域性と共同性を契機とする｢生活システム」「福祉課題解決

システム」としてのまとまりのある小地域を位置づける重層的な方法 

■地域社会の広さの捉え方 

・近隣、町内会・自治会、小学校区などの小地域から市町村さらに広範囲なものまである 

・居住などを契機として形成される基礎集団であり、一定の地域的な広がりをもつ空間と

しての地域性とそこに居住する人びとの帰属意識や相互の社会関係によって特徴づけら

れる 

■地域福祉活動からの捉え方 

・農村地域では集落、都市地域では町内会や小学校区などの地縁社会が一般的な単位 

・制度、政策が展開される行政区という観点から捉えれば、市町村、都道府県という単

位。行政区はそこに居住する人びとを包括する地域社会であるが地域的な包括性をもた

ない地域集団も多く地域社会にはこれらが併存している 

・経済や文化などの観点からも捉えられる 

・自然発生的な地域集団には共通性と共同性はあるものの、地域的範域の設定が困難な場

合がある。 
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■コミュニティ 

・コミュニティという用語は、地域社会と共同社会という２つの意味をもっており、両者

を含めて表現する場合に用いられる。 

住民 

 

■地域福祉の中心におかれる住民とは 

・地方自治体の区域内に居住する人びと 

・生活上の共通性と共同性による一定範域に居住する人びと 

・前者を住民、後者を地域住民として区別して表現する場合もある 

■地域福祉における住民とは 

・自治体の特定の範域に居住する住民 

・特定な生活問題やその解決などにかかわり共通性、共同性、利害関心などをもつ住民 

・特定の福祉サービスや制度の利用にかかわる住民などを複合的に用いて設定することになる 

・住民の範囲は個人に限定されず、集団・組織などを含める場合もある 

地域生活問題 

 

■地域生活問題 

・住民の立場から捉えた地域住民の生活の拠点である地域社会に生起する生活を困難なら

しめる諸問題であり、それらは地域性と個別性をもつもの 

■地域問題 

・資本主義の発展にともない地域社会において生起するさまざまな社会問題をいう 

(山口 2005：2-4)より筆者整理 

 

３ 諸理論をもとに地域福祉の共通制を見出すための研究 

（１）鈴木五郎の理論整理 

 1981 年の鈴木五郎の研究方法は、代表的な論者６名(岡村重夫・三浦文夫・前田大作・

阿部志郎・井岡勉・右田紀久恵)の著作から地域福祉の構成要件の記述を整理している。

以下の表２－４のとおり「１地域で福祉サービスを整備・統合する」、「２地域で住民活動

を組織化する」の２つの目的のもと、Ａ在宅福祉サービス、Ｂ地域福祉計画、Ｃ要援護

者・ボランティア・地区住民参加の地域組織化活動、Ｄ福祉教育・情報提供サービスの４

項目を構成要件として整理を試みた。その結果が表２－５となる。鈴木はＡ～Ｄの４項目

のそれぞれについて６名の論者が意味する中身は必ずしも同一ではないが、Ａ在宅福祉サ

ービス、Ｃ要援護者・ボランティア・地区住民参加の地域組織化活動はすべての論者が要

件としていることを明らかにした(表２－５筆者網掛け部分)。またＢ地域福祉計画はそれ

に相当すると考えられる条件整備、制度政策の規準なども含めて論者の多くが位置づけて

いるが、Ｄ福祉教育・情報提供サービスに類別されるものはないとしている。 

 ここから鈴木は、地域福祉の構成要件として「在宅福祉サービス」「地域組織化」とい

う２つの要件を先行研究から明らかにしている。1979 年に全社協から『在宅福祉サービス

の戦略』が発行されこの時期在宅福祉が重視された。こうした社会背景の中で、構成要件
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は単なる技術的な分類としてではなく、地域福祉の実質的意味を問うものでなければなら

ないと指摘し理論化するための論点となっていった(日本地域福祉学会 1997：36)。 

 

表２－４ 鈴木五郎の分析方法 

１地域で福祉サービスを整備・統合する 

 
Ａ在宅福祉サービス 
Ｂ地域福祉計画 

２地域で住民活動を組織化する 

 
Ｃ要援護者・ボランティア・地区住民参加の地域組織化活動 
Ｄ福祉教育・情報提供サービス 

(鈴木 1981：33)をもとに筆者作成 

 

表２－５ 鈴木五郎による地域福祉の構成要件 

岡村重夫 三浦文夫 前田大作 阿部志郎 井岡勉 右田紀久恵 

A.要保護対象者

への直接的具

体的援助活動

としてのコミ

ュニティ・ケ

ア 

 

C'.一般地域組織

化（コミュニ

ティづくり） 

 

C.福祉組織化活

動福祉コミュ

ニティづくり) 

 

A'.予防的社会福

祉 

A.要援護者の自

立のための対

人援助サービ

ス(個別援助活

動）としての 

・予防的福祉活

動 

・狭義のコミュ

ニティ・ケア 

・在宅福祉サー

ビス 

 

A'.当該地域の社

会的統合性を

高めるための

環境制度の改

善・整備等の

活動 

・物理的環境整

備・要援護者

の社会参加の

促進 

 

C'.要援護者に対

する住民の意

識・態度の変

容、住民の社

会福祉への参

加の促進、組

織化 

A.居宅対象者の

自立の諸社会

福祉サービス

の整備、収容

ケア、施設の

社会化 

 

B.地域福祉計画

(A を含んで）

の推進、県・

全国の長期福

祉計画 

 

C.社会福祉サー

ビスへの住民

参加、福祉教

育 

 

C. 福祉的地域社

会、コミュニ

ティ形成の推

進 

A.C.住民が協働

しうる範囲の

小地域におい

て、住民参加

による福祉活

動を基盤とし

て、行政機

関、施設等の

社会資源を動

員して、地域

の福祉ニーズ

の充足を図

り、地域の福

祉を高める公

私協働の体系

である。 

 

C.対象者による

生活形態の選

択 

 

B.生活形態選択

のための条件

整備 

 

C.住民参加 

B.公的責任の基

本体系として

の制度・政策

的地域福祉基

準の設定・行

財政上の遵守

措置 

 

A.公私福祉サー

ビスの体系、

予防的治療回

復的諸サービ

スとコミュニ

ティ・ケアの

ネットワーク

的配置 

 

C.以上の体系の

有機的調整、

拡充強化を働

きかける組織

化・運動化の

体系 

B.地域福祉計画 

 

C.住民主体・住

民参加・住民

運動を内容と

する地域組織

化。 

 

A.制度サービス

の体系化(予防

対処療法・ア

フターケア

ー・サービ

ス、コミュニ

ティ・ケア) 

 

B.サービスの配

置基準の体系

化 

 

C.地域福祉を目

標とする方法

論・技術論の

組織化 

(鈴木 1981：32)をもとに(網掛け部分は筆者追記) 
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（２）牧里毎治の理論整理 

 1984 年の牧里毎治は、地域福祉に関する代表的論者の見解がほぼ出揃いそれら見解から

構成要件を導き類型化する試みを行った。牧里は地域福祉という社会現象をできるだけ客

観的に把握するため、その現象を成立させる条件や要件に着目して、構造と機能という形

式にもとづき地域福祉を捉えた。前者を構造的概念として後者を機能的概念として分類整

理を行った。図２－１は、それら概念の代表的な理論とその論者の位置を示したものであ

り、表２－６は、それぞれの概念の概要を記載したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 構造的アプローチと機能的アプローチ (野口 2008：53)より引用 

 

 

表２－６ 構造的アプローチと機能的アプローチの概要 

構造的アプローチ(構造的概念) 

 構造的アプローチは、地域福祉政策の形成をめぐる矛盾と対立の明確化にある。法律や行

財政、組織や資金・人材などを配置するための制度的・構造的枠組みからアプローチした概

念である。 

 

■政策制度論的アプローチ 

 この理論の特徴は、地域福祉を政策制度と対応させつつ、生活問題への包括的対策とし

て明確化したところにある。 

■運動論的アプローチ 

 政策体系や産業構造など社会構造上の問題に関連して運動の発生や展開を捉えようとす

るところにある。 

－ 80 －



機能的アプローチ(機能的概念) 

 構造的アプローチが制度的な枠組みからのアプローチに対して、機能的アプローチは相互

扶助機能やニーズ充足機能、生活問題解決機能など地域福祉的行為の体系化を公共施策との

関連のなかで明確にしようとするもの。 

 

■主体諭的アプローチ 

 保健福祉サービスを受ける住民・要援護者の側から地域福祉の体系を機能的に展開しよ

うとするもの。地域社会で発生する生活諸困難を可能なかぎりその地域福祉で解決をはか

るという点に着目して住民の主体的で組織的な問題解決プロセスを重視している。 

■資源論的アプローチ 

 福祉サービスを供給する側の立場から、福祉サービスや資源(マンパワーも含む)のもつ

地域的制約や特性に着目して、中でも地域福祉の中核に在宅福祉サービスをすえ地域福祉

の供給システムを構成しようとするもの。 

(野口 2008：53-55)(牧里 2017:90-92)をもとに筆者作成 

 

 牧里は、「構造は、ある枠組や骨格、あるいは容器のようなもので、それだけが存在し

ていても実体の無いようなものである。機能は、働きや効用、ある場合には行為や作用と

呼ばれるものを指すが、一定の構造がなければ認識しにくい性質を有する(牧里 2017：

90)」と述べ、構造的アプローチと機能的アプローチは相互補完的な関係にあるしている。

それぞれの論者等がおこなった理論が地域福祉をどう捉えているか、構造と機能という２

つのアプローチ、つまり制度・政策論の側から地域福祉を見るか、方法論の側から見るか

の違いとして整理した。一方で、この構造・機能論は、その枠のなかに既存の理論を閉じ

込めるか、入らなければ排除してしまうといった問題があげられていた。(岡本 2002：

12) 

 

（３）岡本栄一の理論整理 

 1989 年には厚生省の福祉関係三審議会合同企画分科会による「今後の社会福祉のあり方

(意見具申)」にもとづき市町村の役割重視、在宅福祉の充実、民間福祉サービスの健全な

育成などが示されている。翌年の 1990 年になると福祉関係８法改正により在宅福祉サー

ビスが規定された。1994 年には老人保健福祉計画の策定が義務化されるなど社会福祉の地

域化、分権化、多元化を伴うようになった。この時代の理論化として右田紀久恵の「自治

型地域福祉論」と大橋謙策の「主体形成の地域福祉論(参加型地域福祉論)」があり、右田

の「自治型地域福祉論」では地方自治体の構成要件として権利・義務関係の契約社会を保

障された市民が主体性をもち組織化していくことで福祉コミュニティが構築されると述べ

ている(日本地域福祉学会 2006：33)。大橋の「主体形成の地域福祉論」では基礎的自治

体を主とした場において在宅福祉サービスの提供するためには、地域住民が地域福祉計画

策定能力の形成、地域福祉実践主体の形成、社会福祉サービス利用者の主体形成、社会保
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(福祉士養成講座編集委員会 2007:13) 

険制度契約主体の形成の４つの主体が形成されることで保健福祉サービスの総合化を図ら

れるとした(岩間・原田 2012：195)。 

 2000 年には社会福祉法が成立し、それまでの自立支援のあり様、福祉サービス供給の多

元化、福祉行政の地方分権と地域福祉計画の策定といった内容が社会福祉法に盛り込まれ

るようになった。それだけにとどまらず地域における社会福祉として「地域福祉」が明文

化され、住民は理解者や協力者といった客体から地域福祉の推進の主体へと変わった。こ

れにあわせ構成要件も分析・類型化から総合化・融合化を追究しようとする理論研究が進

むこととなった。こうした背景の中で 2001 年の岡本栄一は、新たな分析を行った。岡本は

地域福祉理論が歴史的経過を経る中で、６つの関連ファクター(史的事実と実践方法、地

域問題と住民運動、地域福祉理念や思想、制度・政策的動向、海外の動向、福祉及び関連

諸研究)から構成要素や諸概念を抽出し、①コミュニティ重視志向軸、②政策制度志向軸、

③在宅福祉志向軸、④住民の主体形成と参加志向軸の四つの枠組みをつくりその枠組みご

とに地域福祉に関連するキーワードを集合させた。それが図２－２となる。この図の特徴

は２つあり、ひとつは「地域福祉の実践方法と技術」と｢４つの志向軸」との関連性をと

らえようとしたこと。もう１つには４つの志向軸間を連携要素で結びつけていることにあ

る(野口 2008：55)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 岡本栄一の４つの志向軸の枠組み(各志向軸にある氏名は筆者記載) 

 

(岡村重夫、阿部志郎) (右田紀久恵、真田是、井岡勉) 

(永田幹夫、三浦文夫) (大橋謙策、渡辺洋一) 
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 野口はこれらの４つの志向軸の枠組みをもとに今後の研究の方向性を２つあげている。

「ひとつは地域福祉の価値や思想に関する理論研究。地域福祉のサービス供給や福祉問題

の解決に向けた政策研究、地域福祉の現場で生起する福祉問題の事象に対する対象研究で

ある。もうひとつは、地域福祉の資源(リソース)に関する研究領域である｡それは地域福

祉が展開される場であり、地域福祉を担う人材であり、そして地域福祉を推進する技術で

ある(野口 2008:59)」としている。そして、この前者と後者をつないでいく研究方法論の

開発が求められ、福祉問題が発生する現場実践の場(コミュニティ、メゾ領域、地域福祉

施設などのフィールド)に収數させて、そこからそれぞれの要素を組み立てなおしてはど

うかと提起している。 

 

４ 今後の理論研究における方向性 

 岡本の「４つの志向軸の枠組み」の提示後に行われた理論研究として、表２－２のとお

り岡本栄一(2002 年)、牧里毎治(2017 年)、宮城孝(2017 年)の研究があげられる。岡本は

「場－主体の地域福祉論」を提示し、牧里毎治は大学を退官する際の最終講義の中で述べ

ており、宮城孝は「地域福祉のイノベーションの視座と方向性」をテーマとした論文にて

述べている。 

 岡本は前項のとおり自身が述べた４つの志向軸である①コミュニティ重視志向軸、②政

策制度志向軸、③在宅福祉志向軸、④住民の主体形成と参加志向軸、を整理し「場」を志

向する地域福祉と「主体(推進支援の軸)」を志向する地域福祉の２つの志向軸を構成要件

とした。だれを、どこで、どのような形態で地域福祉が展開されるのかといった「場」と、

だれが地域福祉を推進するのかといった「主体」に重きをおいた枠組みである。場には、

地域ケア、予防と共生、住民参加の３つを配し、主体には、自治体＝行政、非営利=NPO、

営利＝企業の３つのセクターを配した。この枠組みを図式化したものが図２－３となる。

この「場」と「主体」がクロスした接点を結節領域として、この結節領域において、非営

利セクターが住民参加を促し福祉コミュニティ形成に関わる。このことが地域福祉の質と

量、高さと幅を左右するとした。岡本はこの結節領域を「なぎさ」と称し、このなぎさが

住民の「参加する場」「コミュニティづくりの場」「交流の場」「学習や体験の場」「地域福

祉計画や政策への提言の渦をつくる場」になるとした。一方で、行政セクター、非営利セ

クター、営利セクターの３つの異なる推進主体が、十全に機能しなければならない中で、

非営利セクターが「長い間、行政と専門職主義(専門化と専門職主義とは異なる)に抱え込

まれ、管理され、客体化されて、住民の側に依存的な体質を作って来た(岡本 2002:17-

18)」とあり非営利セクターが十分に機能するための方策の必要性を述べている。 
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(岡本 2002:12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 岡本による場－主体の地域福祉論の枠組み 

(C'部分 網掛けおよび拡大は筆者による) 

 

 牧里は、労働の多様化、流動化、生活スタイルの変容、価値観の多様化などに対応した

新たな福祉コミュニティの形成のためには、ニーズを需要化し社会資源を資産化し付加価

値をつけ地域財産として蓄積していく必要性を述べている。ネットワーク論からソーシャ

ルキャピタル論へ転換してくために社会的起業を含めた非営利セクターの役割やその政策

的位置づけの重要性を示した。具体的な手法としては地域福祉計画の策定を重視し、地域

福祉計画に盛り込まれたプログラムとしてコミュニティ・ソーシャルワーカーを配置した

事業への期待を示唆している。一方で市民や住民の自治する力や計画参画する力量を伸ば

す仕組み、非営利組織のまちづくり経営論の開発などの手法が明確化されていないことが

あげられている。 

 宮城は、従来の理論の構成要素である在宅ケアサービス、権利擁護・予防的地域福祉、

地域福祉の推進体制の開発(整備・地域福祉(活動)計画の策定と進行管理、包括的相談・

支援体制の開発・整備、関連公共施策の開発、整備と有機的連携)とし、それを実現する

ための方法としてコミュニティソーシャルワークをあげている。このコミュニティソーシ

ャルワークを実践するためのあるべき体制など精徹な検証をふまえたあり方の検討が必要

と述べている。 

 以上から、岡本、牧里、宮城の理論で共通していることは、福祉コミュニティ形成およ

び住民参加を促すための非営利セクターの役割の重要性とともに、それを明確にするため

の地域福祉計画のあり方、そして福祉コミュニティ形成および住民参加を促す手法として

のコミュニティソーシャルワークの実践内容の蓄積としている。 
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第３節 本章のまとめ 

 第１節では、1970 年代から 2010 年代までの地域福祉に関連した社会的な背景を明らか

にし、第２節では、論者等によって掲げられた地域福祉の諸理論を概観した。結果、第１

節では時代の変遷とともに、①福祉サービスの対象、②福祉サービスの種類、③福祉サー

ビスの提供主体、④福祉サービスの方法や考え方、⑤地域社会や住民のとらえ方の５点が

変化していることが確認でき、これらをもとに今後の地域福祉のあり様を想定する上で４

つの問いを提示した。 

 第２節では、住民主体が地域福祉の領域の中で議論されていることから論者等によって

掲げられた地域福祉の 12 の諸理論について概観し、これら 12 の諸理論の相違性・共通性

を見出す３者の理論整理を確認した。理論整理の方法は、地域福祉の構成要件を分析・類

型化することから始まり、それら分析・類型化した内容がどう関連しているか総合化・融

合化して表した。これら理論整理を通じて、今後の地域福祉の推進に必要なことは、非営

利セクターの重要性である。非営利セクターが住民参加を促し福祉コミュニティ形成に関

わり、このことが地域福祉の質と量、高さと幅を左右するとした。 

 この非営利セクターの重要性は、前章のまとめで述べた問いの１つである住民主体の活

動が多様になったきたことと、本章の第１節の問いで述べた個別性の高い支援が必要とな

っていることと関連するのではないだろうか。住民主体の活動が多様になったこととは、

前章のまとめのとおり、住民自身が公の立場や専門職の立場、一地域住民としての立場な

ど提供する活動によって住民自身の立場が多様に変化していることであり、個別性の高い

支援とは、第１節のまとめの問いにある住民が抱える問題は社会的孤立や制度の狭間の問

題など多岐にわたっており解決に向けては多種・多様な個別性の高い支援が求められるこ

とである。前述したが住民が行う活動は、相互扶助という助け合いの活動だけではなく、

制度化へ結びつけるための運動としての活動、住民自らが問題解決のために事業化して行

う活動、事業としての活動を制度化し制度の枠組みの中で実施する活動と広がってきてい

る現状がある。 

 つまり、専門職が行う活動と住民が行う活動の重なりが大きくなりつつあり、そのこと

が非営利セクターの重要性と結びついているのではないか。しかし、住民の専門職化が求

められ強調され、そのことを住民主体の活動として捉えることが一般化すると、専門職化

になじまない住民の住民主体とは何かと、新たな問いがうまれる。 

 次章では、あらためて地域福祉の領域における住民主体について論者が論じた内容を構

造的にとらえながら論点と課題を明らかにしたい。 
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第４章 地域福祉における住民主体の理論的整理 

 

 本章では、第１章および第２章をふまえ、本論文の目的である地域福祉における住民主

体の議論とその課題を明らかにしていく。 

 

第１節 各論者の住民主体の内容の確認 

 第１章では、社協における住民主体を歴史的な流れに沿って誕生し、変化し、拡大した

経緯を明らかにしていくことを目的とし、その結果、社協で住民主体という言葉が誕生し

た際の住民主体とは「生活者である住民の立場に立って地域の問題を考え、地域住民の力

で解決を図れるよう、社協組織が地域住民に働きかけること」であることが確認できた。

住民の立場にたつという住民本位の考え方であり、住民への働きかけの手法を住民主体と

述べていた。 

 第２章では、住民主体が地域福祉の領域で理論的な研究が行われていることから、社会

的な背景および先行研究を概観し住民への期待や役割を明らかにすることを目的とした。

その結果、社会状況の変化にともない地域福祉の諸理論が統合・融合化され、住民が行う

活動は、相互扶助という助け合いの活動だけではなく、制度化へ結びつけるための運動と

しての活動、住民自らが問題解決のために事業化して行う活動、事業としての活動を制度

化し制度の枠組みの中で実施する活動と広がってきており、専門職が行う活動と住民が行

う活動との重なりが大きくなりつつあることが確認できた。 

 第１章、第２章から、住民主体とは「地域生活課題を解決するための担い手」として住

民の位置づけがどうあるべきかが中心に議論がされている。戦後の「住民は福祉制度にお

ける保護・収容の対象である」とした考え方と対比させ「住民は保護・収容の対象ではな

く福祉制度の担い手である」という意味をもって住民主体が使われてきたことが確認でき

る。 

 前章では地域福祉論を中心に諸理論を概観してきたが、本節では議論をさらに深めるた

めに主体論および社協基本要項の住民主体の原則に関連の深い８名(岡村重夫・右田紀久

惠・真田是・永田幹夫・三浦文夫・井岡勉・大橋謙策・原田正樹)の論者の内容について

確認し考察する。 

 

１ 岡村重夫の主体論 

 社協基本要項の「住民主体」がはじめて使われたのは「岡村重夫が著作で 1958 年に大

阪市社協が刊行した「小地域社協活動の理論」という小冊子の中で述べた(三浦・宇田・

大橋 2003:178-179)」としていることから岡村重夫の理論的背景を確認していきたい。 

 岡村は、社会福祉を定義づけるにあたり、個人の生活上の困難である「生活難」から始

めている(岡村 1983:71)。この生活難は、個人的・主観的な困難ではなく社会制度の欠陥

によるものとした。個人と社会制度の２面性から社会福祉をとらえ個人と制度が結びつく
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ことを「社会関係」と表した。この社会関係の不調整や欠陥をニードと定義しニードを修

正していくことに社会福祉の固有性があるとしている。このニードを修正していくにあた

って、社会福祉の援助として４つの機能「生活の主体性」「生活の全体性」「生活の社会

性」「生活の現実性」に分けている。特に「生活の全体性」の重要性を主張している。生

活の全体性とは、個人が社会生活上必要な多数の社会関係を結んでいる中で、その複数の

社会関係が相互に対立・矛盾しないように評価し援助することである。生活難に対して専

門職は、それぞれの専門分野や制度の側から個人の生活難を捉え、個人のもつ複数の社会

関係の対立・矛盾に気が付かないことある。制度にもとづき配置された専門職が縦割りと

なり個人の生活条件の全体を配慮できないという問題が生じる。この問題に専門職が気づ

くことの必要性を述べている。 

 岡村の主体論は、この生活の全体性を前提にして個人が抱える生活難を、社会制度の側

から見るのではなく個人の側に目を向け社会関係の中での修正を行うことに価値を見出し

ている。社会福祉援助は、制度の側ではなく個人の側から「生活難」を把握し解決する必

要があるとし、岡村はこれを生活の主体性と位置づけた。 

 この考え方は「社協基本要項の策定にも基本的な影響を及ぼしたと言えよう(永田 

1993a:135、永田 2002:5、永田・大橋・和田・宮城 2003:178)」と永田幹夫が述べている。

岡村は、個人と社会制度とを一体的に捉えながらも、個人の困難に着目する援助に社会福

祉の固有性があるとし、この個人に着目した援助という考え方にもとづき、社協は「住民

の生活上の困難を、生活全体の立場から、地域の協同によって解決するという社会福祉独

自の組織化活動となることが出来る(岡村 1970:136)」としている。つまり社協は、住民

が抱える社会生活上の困難を住民の側から目を向け、その困難を地域における組織化活動

において解決していくことが役割であると述べている。住民とコミュニティそのものを主

体として捉えたのである。したがって、組織化活動で必要となるのは制度を必要とする住

民階層の参加であり、地域協議会等の組織された主体は、制度利用者である住民の代表で

なくてはならないとしている。このような組織化を通じ、社会福祉援助は「自分の専門的

視野の限界を自覚し、利用者である個人の生活の全体性的本質を尊重するように運営方針

を改めるとき、制度と人間すなわち社会と個人との対立は解消され、真に住民主体の原則

が実現することになる(岡村 1983:122)」としている。 

 

２ 右田紀久惠の主体認識論・自治型地域福祉論 

 岡村は、個人の生活難は社会制度の欠陥によるものであり、個人と社会制度の欠陥を調

整していくことに社会福祉の固有性があるとしている。この欠陥を調整するにあたって制

度の側ではなく個人の側に立ち解決していくこと、この個人の側に立った援助を主体論と

して位置づけている。制度を運用する側が、個人の側に立ち制度の欠陥を調整していくこ

とに価値を見出している。このように岡村の主体論は、個人の生活の個別性を重視してい

るが、この岡村の主体論を前提として、右田の主体論の特徴は、個人の内発性を重視して
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いることにある。人は自身の現状を超えたいという潜在力や内発性をもっているという認

識が主体論には不可欠とし、これを生存主体認識と位置づけている。右田はこの生存主体

認識を含め権利主体認識、生活主体認識の３つを主体認識を位置づけ、この３つの主体認

識が援助を必要としている個人の主体性をとらえるにあたって必要と述べている。権利主

体認識とは個人が個として法的に位置づけられる主体認識であり、生活主体認識は岡村の

主張した個人の生活の個別性を重視する意味をもった主体認識であり、生存主体認識が個

人の内発性を重視した主体認識であり、右田はこの生存主体認識を重視している。 

 さらに右田は、この生存主体認識を中心としながら個人と集団との関係を論じている。

個人は一人で存在するのではなく集団の中に個人が存在し、個人がより良い生活やより良

い状況を求め力を合わせ乗り越えようとする共同性が求められること、それと同時に、共

同性には、個々人の私権をある程度抑え妥協し、その集団が安定性を得なければならない

公共性も求められる。この共同性と公共性を得ていくことが、個人のみならず地域社会そ

のものの主体力となり住民自治につながると述べている。社会福祉実践は、個人の生活問

題が公共的に解決できない場合、個人の内発性を引き出し解決の支援を行うことにあると

している。 

 右田はこの主体論をさらに発展させて、個人と集団を社会システムとの関係を論じた

「自治型地域福祉」の提案をしている。自治型地域福祉では、特に社会システムである地

方自治における主体のあり方について論じている。地方自治の主体のあり方として、住民

自治と地方自治とが相互に連動し機能していくことであり、そのためには、地方自治の分

権を行い個人や集団の参加を促す協治(ガバナンス)が必要であるとしている。したがって

分権は、地方への権限委譲を表すのではなく個人や集団の参加を促す協治(ガバナンス)を

表している。右田は、地方自治の分権を通じて参加のあり方を「公私協働」｢公共的営為」

「あらたな公共の構築」と展開している。つまり、個人と集団と社会システムの関係性を

公共という概念を用いて論じ、公共への参加のあり方が地方自治における主体のあり方と

結びついているとしている。参加の場を促し、あらたな公共を構築することが地方自治の

みならず住民自治、そして個人の主体力を高めることにつながるとしている。 

 

３ 大橋謙策の主体形成論 

 大橋は、岡村重夫、右田紀久惠の主体論を踏まえた上で主体形成論を論じている。主体

形成論とは、右田の論じた「地域社会の主体力」を高めるために必要となる考え方である。

地域社会の主体力とは、個人がより良い生活やより良い状況を求め力を合わせ乗り越えよ

うとする共同性と、個々人の私権をある程度抑え妥協しその集団が安定性を得なければな

らない公共性の２つが積み重なって形成される地域社会である。大橋は、地域社会の主体

力を高めるためには、「計画策定主体の形成」「地域福祉実践主体の形成」「サービス利用

を推進主体の形成」「社会保険制度契約主体の形成」の４つの主体形成が必要であり、こ

の４つを形成するために福祉教育の必要性をうたっている。 
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 大橋の主体形成論は 1990 年代に論じており、この年代の社会背景として、多様化した

住民のニーズに対応するため、在宅福祉を中心に市町村の役割重視、福祉の担い手となる

人材やサービスの充実に向けた活動や施策など、地域福祉の基礎づくりが行われた年代で

ある。これは、1989 年に中央社会福祉関係三審議会合同企画分科会「今後の社会福祉のあ

り方について」で意見具申のあった①市町村の役割重視、②在宅福祉の充実、③民間福祉

サービスの健全育成、④福祉と保健医療の連携強化、⑤福祉の担い手の養成と確保、⑥サ

ービスの総合化・効率化を促進するための福祉情報提供体制の整備、1990 年の社会福祉関

係８法の改正法（「老人福祉法等の一部を改正する法律」）による①高齢者・身体障害者福

祉にかかわる施設入所措置権の都道府県から市町村への移譲、②市町村を実施主体とする

在宅福祉サービスの法定化、③都道府県・市町村の老人保健福祉計画策定の義務化、1992

年の全社協の「新・社会福祉協議会基本要項｣による社協の組織理念と活動体制の整備な

どによるものである。 

 このように市町村の役割重視や在宅福祉の充実等といった社会背景が変化していく中で、

大橋は「市町村に住む住民がどのような福祉のまちづくりをすすめるのか、その力量が問

われている（大橋 1999:97）」と述べ、力量を高めるために、計画づくりや地域福祉実践を

通して生活課題の発見・整備・解決方策の立案を通じて現状を変えていく主体性や、福祉

サービスや社会保険制度について知識を有し利用する主体性などが強調した。 

 大橋はこれら主体力を形成するために福祉教育の必要性をうたっている。福祉教育につ

いての詳細は割愛するが、大橋は福祉教育を｢憲法第 13 条、25 条等で規定された基本的人

権を前提にして成り立つ平和と民主主義社会をつくりあげるために、歴史的にも、社会的

にも疎外されてきた社会福祉問題を素材として学習することであり、それらとの切り結び

をとおして社会福祉制度・活動への関心と理解をすすめ、自らの人間形成をはかりつつ、

社会福祉サービスを受給している(今日的には利用している)人々を社会から、地域から疎

外することなく、共に手をたずさえて豊かに生きていく力、社会福祉問題を解決する実践

力を身につけることを目的に行われる意図的な活動である」と全社協に設置された福祉教

育研究会(1980 年、大橋謙策委員長)にて定義している(原田 1996:126)。 

 このように大橋は、岡村重夫、右田紀久惠の主体論を実践へ結びつけるために福祉教育

を位置づけ、社会的な背景と結びつけるための理論的な整理を行った。 

 

４ 原田正樹の主体形成論 

 原田は、自身の主体論が「地域福祉の主体性を社会と形成(教育)のなかで構造的に捉え

るという大橋の枠組みをもとにして（原田 2014:33）」と大橋謙策の主体論をもとにしてい

ると述べている。原田は、大橋の枠組みである４つの主体形成を実践するために福祉教育

を通じて「予防」「発見」「選択」「契約」「活用」「実践」「参画」「創造」の８項目を個人

が養うことが重要とした。これを８つの力と定義している。 

 大橋の枠組みである４つの主体形成は、まちづくりであり、言い換えれば地域社会の主
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体力に着目しているのに対し、原田の８つの力は、個人の主体力に着目している点が特徴

である。原田は８つの力が「岡村がいうように主体性の原理にもとづき個人のなかで統合

化され、個人の必要によって活用されうる力であり、個人のなかに選択的に形成されてい

く。また、個人のよって立つ基盤として生存主体認識がある。かつそれぞれの側面に対応

した社会サービスが総合的に提供されることによって、自立生活支援を図ることをめざす。

その全体像を地域福祉システムとして構築していくことを提起した(原田 2014:33)」とあ

り、岡村の個人の側に立った援助を主体論として位置づけるとともに、右田の個人の内発

性を重視した主体論にもとづいていることが確認できる。 

 

５ 永田幹夫の組織化論 

 永田は、岡村の組織化論を体系的に整理した。岡村は「住民の生活上の困難を、生活全

体の立場から、地域の協同によって解決するという社会福祉独自の組織化活動となること

が出来る(岡村 1970:136)」としており、住民が抱える社会生活上の困難を住民の側から

目を向け、その困難を地域における組織化活動において解決していくこととしており、住

民とコミュニティを主体として捉えている。 

 永田は、岡村の組織化論を前提として組織化活動を「地域組織化」と「福祉組織化」の

２つに分け、前者を「住民の福祉への参加・協力意識・態度の変容を図り福祉コミュニテ

ィづくりをすすめる」として、後者を「サービスの組織化・調整サービス供給体制の整備

効果的運営」と説明している(永田 1993b:46)。 

 このうち「地域組織化」をさらに２つに分け、１つが「地域住民による組織化活動」で

あり在宅福祉サービスにおける予防的福祉サービスや福祉増進サービスへの参加など階層

をこえた地域ぐるみの参加・一定の階層の自助的活動とし、もう１つを「他者に対する援

助サービスへの参加」であり社会福祉機関・施設・団体の運営や実務サービスにおけるボ

ランティア活動としている。この「地域住民による組織化活動」への参加は他方の「他者

に対する援助サービスへの参加」への発展が考えられ、「他者に対する援助サービスへの

参加」は「地域住民による組織化活動」へ参加へつながることが考えられ、両者が相互に

関連し合ったものであるとした。この両者が関連し循環していくことで、住民の価値意識

の変革・変容が促され福祉コミュニティづくりがすすめられると論じている。 

 一方で、永田の組織化論は、社協基本要項との関係で全社協と、都道府県・市町村社協

との間に見解の相違をうむことになったとも述べている。永田は組織化活動を「地域組織

化」と「福祉組織化」と論じたが、都道府県・市町村社協は、社協基本要項の住民主体の

原則を社協活動の指標とすべく「地域組織化」を重視し、全社協は、社協をめぐるさまざ

まな公私の活動の変化に合わせ、基本要項も書き改めていく必要があると考え「福祉組織

化」を重視するようになった。この両者の立場の違いによる二極化は、その後「結着しが

たい平行線」(永田 1981:6)となり地域福祉論を分化させる大きな要因となったと述べてい

る。 
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６ 三浦文夫のニーズ論 

 三浦は、ニードに着目して社会福祉との関係で論じている。前述の岡村はニードを個人

と社会制度の不調整や欠陥と定義し、この不調整や欠陥を修正していくことに社会福祉の

固有性があるとした。三浦は、岡村のニードを「サービス・ニードに近い」と述べ制度と

の関係にとどまっているとし、より抽象化した広い概念でニードを整理し、新たな枠組み

としてニードを社会福祉ニーズ(社会的ニーズ)と表し「ある個人、集団あるいは地域社会

が、一定の基準からみて乖離の状態にあり、そしてその状態の回復・改善などをおこなう

必要があると社会的に認められたもの」と定義した(全社協 1979:20)。 

 このニーズの把握方法が課題になるとし「政策化に必要なニーズキャッチのあり方」と

ともに「何らかの福祉サービスを必要としている人の地域での自立生活を支援するうえで

のニーズキャッチのあり方」の両側面から検討されなければならないとしている。 

 その上で三浦は、ニーズを標準化されやすい「貨幣的ニーズ」と、標準化しにくい「非

貨幣的ニーズ」の２つに分け、前者を「ニーズの充足は主に金品の給付」として、後者を、

ニーズ充足の方法、内容が異なるという特徴をもち「ニーズの充足は現物であり、あるい

は役務(人的サービス)や機会の提供などである」とし、非貨幣的ニーズを充足するための

資源は、ニーズの発生する場に集中されなければならず、サービスの供給にあたっては

「場」が格別に重要な意義をもち、非貨幣的ニーズへの対応が社会福祉の政策課題である

と述べている。この非貨幣的ニーズを組織的に解決するためのサービス体系として「対人

福祉サービス」という言葉を使い設定した。 

 

７ 真田是の運動論 

 真田は、社会生活で起きる生活問題を資本主義との関係で論じている。社会福祉の対象

となる生活問題を真田は社会問題と定義しており、社会問題は資本主義社会の生産の仕方

と発展のさせ方の中で生じるものとして資本主義が続く限り存続するとしている。 

 この資本主義下での社会福祉は、政策主体(支配階級)と対象(被支配階級)との２元構造

で成り立っており、政策主体(支配階級)の意図や意向が優勢を占め、たとえば対象(被支

配階級)側に起こる貧困問題が、政策主体(支配階級)側からみると社会問題としてではな

く対象者側の責任において生じたものとする一方的な関係が成り立つと述べている。この

ため真田は、この２元構造に位置づけられた対象(被支配階級)側が、政策主体(支配階級)

側へ意向や要求を行う運動主体となり、社会的に対応をせまり政策主体の政策に影響を与

える双方向の関係性を構築する必要性を説き、階級間の力関係から社会福祉の３元構造論

を提示した。３元とは、政策主体(支配階級)－運動－対象(被支配階級)の３者を指してい

る。 

 真田は、この３元構造論にもとづいて「住民主体の原則」を具体化し発展させるために

は、対象(被支配階級)側にある住民が、政策主体(支配階級)側である行政に働きかけ運動

－ 91 －



する必要があると述べている。つまり住民主体の主体性を運動としてとらえたのである。 

その際「住民を自前で地域の福祉問題に立ち向かわせる相互扶助運動にして国と自治体の

責任を解除していくような地域福祉論と実践」になったり「地域の要援護階層への地域的

な援護体制に地域福祉を限ろうとする傾向」にならないよう、社協の住民主体は「住民の

暮らしと健康に関わる具体的な要求を基礎にして、これを住民みずからが力を合わせて解

決するために行政その他に向けて働きかけ運動する(真田 1992:96)」としている。 

 

８ 井岡勉の運動論 

 井岡は、資本主義による所得階層間の生活の不均衡に焦点をあて社会福祉政策のあり方

を論じている。所得階層間の生活の不均衡な状況は潜在化しており、運動・世論による問

題提起を行うことで顕在化していくと述べ、生活上の問題を個人的な問題とするのではな

く、社会的な問題としていくために運動や世論による問題提起が不可欠であるとした。こ

の個人的な問題にとどめず社会的な問題とすべき条件として、井岡は３点あげている。１

つめは労働者階層の雇用保障と賃金・労働時間・休暇等の労働条件の改善、２つめは所得

保障・医療保障を基本とする社会保障の充実、３つめは地域・自治体レベルの直接的な政

策課題となる社会的共同生活手段・サービス(住宅保障、道路・交通、生活環境整備、地

域保健医療、教育保障、防災対策等)の計画的整備(分権化と財源保障を要件とする)であ

る。これら３つは雇用や社会保障等の政策によって行われているが、時にそれぞれの政策

だけでは住民の安心した地域生活に支障をきたすことも考えられる。この住民の地域生活

に支障をきたす問題を地域生活問題と定義した。地域福祉の領域は、この地域生活問題を

運動・世論による問題提起を行い「住民の生活・福祉権の最終防衛、地域生活問題対策の

底上げ、関連領域への問題提起と連携(井岡・牧里・山本 2008:16)」することに重要な意

義と役割があると述べている。井岡はさらに、この地域生活問題の対象を「住民のなかで

も貧困・低所得層を基層とする生活基盤の不安定・脆弱な高齢者、障害者、母子世帯等の

階層に集中・集積する(井岡・牧里・山本 2008:16)」と明確にし、地域生活問題に対して

多くの住民を巻き込み、その要求をまとめ、広く住民の参加・参画により運動・問題提起

をしていく必要性を述べている。井岡は、地域生活問題の解決は住民の権利であるとし住

民を権利主体と捉え、かつ地域生活問題に対して多くの住民を巻き込み運動・問題提起を

していくことを住民主権と捉えた。この権利主体と住民主権との両側面を統一して進める

ことが地域福祉の推進であり住民主体の原則と位置づけた。 
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第２節 地域福祉における住民主体の議論とその課題 

 

１ 第１章・第２章からの結論 

 本論の目的は、地域福祉における住民主体の議論とその課題を明らかにすることである。

このことで様々な解釈や使い方へと広がっている住民主体の考え方がある一定の整理がさ

れ、今後の研究および実践の発展の一助とすることを研究の意義とした。 

 この目的達成のために２点から明らかにすることとした。１点目は第１章で論じ、社協

における住民主体を歴史的な流れに沿って誕生し、変化し、拡大した経緯を明らかにする

ことであり、２点目は第２章で論じ、住民主体が地域福祉の領域で理論的な研究が行われ

いることから、社会的な背景および先行研究を概観し住民への期待や役割を明らかにして

いくことである。以下に結論を記載する。 

(１)第１章からの結論 

 第１章「社協における住民主体の歴史的な経緯」の「本章のまとめ」より再掲する。 

 １点目は、社協で住民主体という言葉が誕生した背景において住民一人ひとりの主体性

には言及していないことである。住民主体という言葉が「社協基本要項」で使われた契機

となった背景には「自己決定の原則の地域活動への適用」があげられている。言い換えれ

ば、住民主体は、住民自身の個々の主体性よりも「社協組織が、生活者である住民の立場

に立って地域の問題を考え、地域住民の力で解決を図れるよう、地域住民に働きかけるこ

と」である。このことを理解した上で議論を進めていく必要がある。ただ、表１－１にあ

るとおり社協における住民主体の位置づけが原則・立場・理念と使い分けられていること。

また新・社協要項を策定する際「社協あるいは社協活動のあり方を問うとき、常に問題と

されるのは住民の位置づけである」と述べているように、社協組織において住民の位置づ

けに多くの労力と時間を費やされている。このことが結果として住民主体を、住民参加、

住民本位、住民の立場、住民の協力などさまざまな表現で説明し、個々それぞれの解釈に

て理解しており、社協における住民主体が様々な認識にあることが確認できる。 

 ２点目は、社協における住民主体と、厚労省の法令・通知に明記されている住民主体に

は内容に違いがあることである。１点目に述べた社協の住民主体の考え方は「社協組織が、

生活者である住民の立場に立って地域の問題を考え、地域住民の力で解決を図れるよう、

地域住民に働きかけること」に対して、厚労省の法令および通知に明記された住民主体が

意図していることは「介護予防等ある目的に対して住民が自主的に組織し活動すること、

またはその活動を支援をすること」である。両者ともに住民一人ひとりの主体性には言及

していないことは共通しているが、厚労省の法令・通知は介護予防や健康維持など問題を

限定的にしている点である。つまり具体化・明確化した課題に対して住民自身で解決ある

いは解決を専門職等が支援していくことを表している。 

 ３点目は、住民主体の活動が多様になったきたことである。表１－４のとおり1960年か

ら1980年の21年間と、2015年-2020年の６年間の２つの時期に分けその両者で住民主体と
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タイトルが入った論文を比較すると、後者のほうが前者よりも数が多く分野が広がってい

ることがわかる。住民主体は社協だけではなく他領域にも広がり使われていることが確認

できる。さらに表１－２のとおり厚労省の法令で2015年の「介護予防・日常生活支援総合

事業の適切かつ有効な実施を図るための指針」では、住民主体の活動が介護予防・日常生

活支援総合事業の生活支援サービスとして制度の中に位置づいている。住民が制度の対象

者だけではなく制度の提供側としても担っていくこととなった。このことは、住民の活動

が相互扶助という助け合いの活動だけではなく、ソーシャルアクションと呼ばれるような

制度化へ結びつけるための運動としての活動、住民自らが問題解決のために事業化して行

う活動、事業としての活動を制度化し制度の枠組みの中で実施する活動など、住民の活動

の幅が広がっていることである。2000年以前は、住民参加型在宅福祉サービス団体が行う

在宅福祉サービス活動やボランティア活動、当事者活動などが活動の中心であり活動分野

は介護や障害関連が中心であった。ところが、2000年以降、NPO活動、市民活動、コミュ

ニティビジネス、ソーシャルビジネスなど参加の手段が多様化し、活動費を得る手段も近

隣の寄付や手弁当で自身が負担するだけではなく、SNSを通じたファンドレイジングなど

より広域へ働きかけることも可能となっている。何が言いたいかというと、住民自身が公

の立場や専門職の立場、一地域住民としての立場など提供する活動によって住民自身の立

場が多様に変化していることである。この多様に行われている住民の活動を、現状では住

民主体という言葉でのみあらわしているため様々な分野で使われ、人によって言葉の理解

や認識に幅があることが確認できる。 

 ４点目は、住民主体の捉え方の幅の広さと社協組織の会員構成との差である。３点目に

述べたとおり、住民主体が様々な分野で多様な活動において使われ議論が活発に行われて

いる中で、社協は社会福祉法第109条において「その区域内における社会福祉を目的とす

る事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ（中略）市及び町

村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が

参加するものとする」とあり社会福祉事業者が組織した団体の色彩が強い。同様に新・社

協基本要項においても社協は「地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等によ

り構成され」と明記されている。一方、社協基本要項では住民主体を「地域住民のニード

に即した活動をすすめることをねらいとし、それに必要な組織構成を充実するということ

である」とありニードに即した組織構成の充実の必要性を述べている。このニードに即し

た組織構成と社協の法的に求められている組織構成の両者の整合性が図れているのか否か、

それをどう検証しそれにともなって住民主体のあり方が変化するのか否かの議論の必要性

が確認できる。 

 

(２)第２章からの結論 

 第２章「地域福祉における社会背景と理論整理」の「本章のまとめ」より再掲する。 

 第１節では、1970 年代から 2010 年代までの地域福祉に関連した社会的な背景を明らか

－ 94 －



にし、第２節では、論者等によって掲げられた地域福祉の諸理論を概観した。結果、第１

節では時代の変遷とともに、①福祉サービスの対象、②福祉サービスの種類、③福祉サー

ビスの提供主体、④福祉サービスの方法や考え方、⑤地域社会や住民のとらえ方の５点が

変化していることが確認でき、これらをもとに今後の地域福祉のあり様を想定する上で４

つの問いを提示した。 

 第２節では、住民主体が地域福祉の領域の中で議論されていることから論者等によって

掲げられた地域福祉の 12 の諸理論について概観し、これら 12 の諸理論の相違性・共通性

を見出す３者の理論整理を確認した。理論整理の方法は、地域福祉の構成要件を分析・類

型化することから始まり、それら分析・類型化した内容がどう関連しているか総合化・融

合化して表した。これら理論整理を通じて、今後の地域福祉の推進に必要なことは、非営

利セクターの重要性である。非営利セクターが住民参加を促し福祉コミュニティ形成に関

わり、このことが地域福祉の質と量、高さと幅を左右するとした。 

 この非営利セクターの重要性は、前章のまとめで述べた問いの１つである住民主体の活

動が多様になったきたことと、本章の第１節の問いで述べた個別性の高い支援が必要とな

っていることと関連するのではないだろうか。住民主体の活動が多様になったこととは、

前章のまとめのとおり、住民自身が公の立場や専門職の立場、一地域住民としての立場な

ど提供する活動によって住民自身の立場が多様に変化していることであり、個別性の高い

支援とは、第１節のまとめの問いにある住民が抱える問題は社会的孤立や制度の狭間の問

題など多岐にわたっており解決に向けては多種・多様な個別性の高い支援が求められるこ

とである。前述したが住民が行う活動は、相互扶助という助け合いの活動だけではなく、

制度化へ結びつけるための運動としての活動、住民自らが問題解決のために事業化して行

う活動、事業としての活動を制度化し制度の枠組みの中で実施する活動と広がってきてい

る現状がある。 

 つまり、専門職が行う活動と住民が行う活動の重なりが大きくなりつつあり、そのこと

が非営利セクターの重要性と結びついているのではないか。しかし、住民の専門職化が求

められ強調され、そのことを住民主体の活動として捉えることが一般化すると、専門職化

になじまない住民の住民主体とは何かと、新たな問いがうまれる。 

 

２ 地域福祉における住民主体の議論の整理 

 第１章、第２章の結論をもとに、議論をさらに深めるために第３章の第１節にて主体論

および社協基本要項の住民主体の原則に関連の深い８名(岡村重夫・右田紀久惠・真田是

・永田幹夫・三浦文夫・井岡勉・大橋謙策・原田正樹)の論者の内容について確認した。

確認した内容から表３－１のとおり要点をまとめた。これら要点から確認できることは、

各論者は、住民主体を出発点に論じているのではなく、個人の生活上の困難の原因を出発

点に、その困難の原因が社会制度にあるのか、資本主義などの社会システムにあるのか、

自治や地域のあり方に問題があるのか、個人の生活上の困難の把握の仕方に問題があるの
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か、困難を解決すべき住民の持つべき能力に問題があるのか等で論じていることである。

その上で、生活上の困難の解決に住民をどう位置づけるか、位置づけた住民がどのような

活動を行うか、その活動のあり方の１つとして住民主体という言葉を使い論じていること

がわかる。 

 

表３－１ 各論者による主体論等の要点整理 

論者名 文献発行年 論者の主な要点 

岡村重夫 1968 年 
主
体
論 

岡村の主体論は、個人が抱える生活難を社会制度の側から見るのではな

く個人の側に目を向け援助することに社会福祉の固有性があるとした。

この主体論をもとに、社協の役割を「住民が抱える社会生活上の困難を

住民の側から目を向け、その困難を地域における組織化活動において解

決していくこと」とした。これが社協基本要項の住民主体の原則へ影響

を及ぼした。 

右田紀久惠 
1973 年 

1993 年 

主
体
認
識
論 

右田は、岡村の主体論を前提にし岡村が論じなかった個人が現状を超え

たいという潜在力や内発性が主体論には不可欠とした(生存主体認識と位

置づけた)。この内発性が個人のみならず地域社会の主体力となり住民自

治につながるとした。さらに住民自治と地方自治との関係を論じ、住民

自治と地方自治とが相互に連動し機能していくことであり、そのために

は、地方自治の分権を行い個人や集団の参加を促す協治(ガバナンス)が

必要であるとした。 

大橋謙策 1995 年 

主
体
形
成
論

大橋は、岡村、右田の主体論を前提とした上で、市町村の役割重視や在

宅福祉の充実等といった社会背景から、地域社会の主体力を高めるため

福祉教育が必要であるとした。福祉教育を通じて４つの主体の形成を行

っていくこととした。 

原田正樹 2000 年 

主
体
形
成
論 

原田は、大橋の主体形成論を前提とし福祉教育を通じて個人が養うべき

８項目をあげた。大橋の４つの主体形成は、地域社会の主体力に着目し

ているのに対し、原田は、個人の主体力に着目している点が特徴であ

る。この個人の主体力を岡村の個人の側に立った援助を主体論とともに

右田の個人の内発性を重視した主体論にもとづいている。 

永田幹夫 1977 年 

組
織
化
論 

永田は、岡村の主体論・社協の役割とした組織化活動を前提とし、住民

が抱える社会生活上の困難を住民の側から目を向け、その困難を地域に

おける組織化活動において解決していくこととしており、住民(個人)と

コミュニティを主体として捉えた。この組織化活動を永田は体系的に整

理した。 

三浦文夫 1977 年 

ニ
ー
ズ
論 

三浦は、岡村の定義したニード(個人と社会制度の不調整や欠陥)を前提

としながらも、ニードを社会福祉ニーズと表し新たに定義(ある個人、集

団あるいは地域社会が、一定の基準からみて乖離の状態にあり、そして

その状態の回復・改善などをおこなう必要があると社会的に認められた

もの)し、このニーズは「貨幣的ニーズ」と「非貨幣的ニーズ」の２つに

分け、非貨幣ニーズへの対応が社会福祉の政策課題とした。 

真田是 1973 年 
運
動
論 

真田は、社会生活で起きる生活問題を資本主義との関係で論じている。

資本主義下での社会福祉は、政策主体(支配階級)と対象(被支配階級)と

の２元構造で成り立っており、この２元構造に位置づけられた対象(被支

配階級)側が、政策主体(支配階級)側へ意向や要求を行う運動主体とな

り、社会的に対応をせまり政策主体の政策に影響を与える双方向の関係

性を構築する必要性を説き３元構造論を提示。この運動主体を住民主体

の主体性として捉えた。 
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井岡勉 1980 年 
運
動
論 

井岡は、資本主義による所得階層間の生活の不均衡に焦点をあて社会福

祉政策のあり方を論じている。貧困・低所得層の世帯の生活基盤の不安

定な状況を社会問題とし、この問題に対して多くの住民を巻き込み、そ

の要求をまとめ、広く住民の参加・参画により運動・問題提起をしてい

く必要性を述べている。 

 

 さらに、この８名の論者の内容と、その内容がどの論者にどのような影響を及ぼしてい

るか構造的に表したのが図３－１である。生活上の困難を出発点として、論者の内容を枠

線の中に図示し、どの論者の内容がどの論者の考え方へ結びついているのか、関連性のあ

る内容を線で結び示した。論者の内容を構造的に示すことで各論者の共通点や相違点が確

認できるだけでなく、主体性や住民主体を各論者がどう捉えているのかも確認することが

できる。図３－１の表し方は先行研究では行っておらず、住民主体を論じる上での一定の

整理がされたのではないかと考える。 
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生 活 格 差 の 不 均 衡

対
象

資 本 主 義 に よ る 自 助 の 限 界

政 策

 社 会 シ ス テ ム

 (資 本 主 義 ・ 民 主 主 義  等 )

政
策

化
に

必
要

な
ニ

ー
ズ

把
握

政
策

主
体

の
意

図
や

意
向

が
優

勢
を

占
め

一
方

的
な

関
係

で
対

象
の

社
会

問
題

が
潜

在
化

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
必

要
と

し
て

い
る

人
の

地
域

で
の

自
立

生
活

を
支

援
す

る
上

で
の

ニ
ー

ズ
把

握

「 対 人 福 祉 サ ー ビ ス 」

(専 門 職 )で 対 応

井
岡

勉
の

運
動

論
(
井

岡
 
1
9
8
0
・

2
0
0
8
)

情 報 提 供 ・ 福 祉 教 育 推 進

活 動 や 運 動 へ の 参 加

地
域

住
民

に
よ

る
組

織
化

活
動

(
階

層
を

こ
え

た
地

域
ぐ

る
み

の
参

加
・

一
定

の
階

層
の

自
助

的
活

動
)

組
織

活
動

①
労

働
者

階
層

の
労

働
条

件
の

改
善

非
貨

幣
(
標

準
化

さ
れ

に
く

い
)
ニ

ー
ズ

(
ニ

ー
ズ

の
充

足
は

主
に

現
物

(
人

的
サ

ー
ビ

ス
・

機
会

・
場

)
の

提
供

、
特

に
場

が
格

別
に

重
要

)

運
動

主
体

対
象

(
被

支
配

階
級

)
対

象
(
被

支
配

階
級

)

永
田

幹
夫

の
組

織
化

論
(
永
田
 
1
9
7
7
・
1
9
8
1
・
1
9
9
3
)

所
得
階
層
間
の
生
活
の
不
均
衡
を
運
動
に
よ
っ
て
問
題
提
起
を
行
い
顕
在
化
さ
せ
る

あ
ら

た
な

公
共

の
構

築
個

人
の

生
活

問
題

が
公

共
的

に
解

決
で

き
な

い
場

合
、

個
人

の
内

発
性

を
引

き
出

し
解

決
の

支
援

＝
社

会
福

祉
実

践

三
浦

文
夫

の
ニ

ー
ズ

論
(
三

浦
 
1
9
7
7
・

1
9
7
9
)

非 貨 幣 的 ニ ー ズ へ

の 対 応 が 社 会 福 祉

の 政 策 課 題

資 本 主 義 に よ る

社 会 問 題

社
会

問
題

支
配

階
級

と
被

支
配

階
級

の
関

係
図

(
2
元

構
造

か
ら

3
元

構
造

を
真

田
は

提
示

)

貨
幣

(
標

準
化

さ
れ

や
す

い
)
ニ

ー
ズ

(
ニ

ー
ズ

の
充

足
は

主
に

金
品

の
給

付
)

資 本 主 義 社 会 の 生

産 の 仕 方 と 発 展 の

さ せ 方 の 中 で 生 じ

る も の
ニ ー ズ

把 握 方 法

２ 元 構 造

真
田

是
の

運
動

論
(
真

田
 
1
9
7
3
・

1
9
9
2
)

政
策

主
体

(
支

配
階

級
)

３ 元 構 造

政
策

主
体

(
支

配
階

級
)

対
象

側
が

社
会

問
題

に
対

し
政

策
主

体
側

へ
要

求
を

行
う

運
動

主
体

と
な

る
双

方
向

の
関

係
。

真
田

は
社

協
の

住
民

主
体

を
こ

の
運

動
主

体
と

と
ら

え
た

「
生

存
主

体
認

識
」

右
田

は
生

存
主

体
認

識
を

重
視

。
人

が
現

状
を

超
え

た
い

と
い

う
潜

在
力

・
内

発
性

を
根

源
的

に
持

っ
て

い
る

と
い

う
考

え
方

。
エ

ン
パ

ワ
メ

ン
ト

や
支

援
の

考
え

方
や

方
法

の
有

効
性

も
生

ま
れ

る

社
会

保
険

制
度

契
約

主
体

の
形

成

右
田

の
地

域
社

会
の

主
体

力
を

生
み

出
す

た
め

に
必

要
と

な
る

の
が

大
橋

が
提

起
し

た
4
つ

の
主

体
の

形
成

「
生

活
主

体
認

識
」

岡
村

の
生

活
の

主
体

性
を

生
活

主
体

認
識

と
位

置
づ

け
る

左 記 ３ 者 の 主 体 認 識 は 不 可 分 一

体 の 総 体

生
活

の
共

同
性

生
活

す
る

た
め

に
共

同
し

て
現

状
を

乗
り

越
え

よ
う

と
す

る
行

動
や

実
践

(
開

発
・

先
導

)

生
活

の
公

共
性

私
権

を
あ

る
程

度
抑

え
、

集
団

が
安

定
を

得
よ

う
と

す
る

行
動

(
妥

協
・

合
意

)

個 人 の 生 存 主 体 認 識 が よ り 広

域 の 地 域 社 会 に お い て 集 積 し

総 体 化 組 織 化 さ れ る と き 地 域

社 会 の 主 体 力 と な る
個

人
の

生
存

主
体

認
識

を
基

礎
と

し
て

、
分

権
化

を
通

じ
て

参
加

の
場

を
促

し
、

個
人

の
主

体
性

を
ガ

バ
ナ

ン
ス

(
協

治
)
の

レ
ベ

ル
ま

で
高

め
る

実
践

(
自

治
型

地
域

福
祉

)
「

権
利

主
体

認
識

」
法

的
に

位
置

づ
け

ら
れ

る
個

人
に

お
け

る
主

体
認

識
上

記
４

つ
の

主
体

の
形

成
の

た
め

に
福

祉
教

育
の

必
要

性
を

う
た

う
。

⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌

意
識

啓
発

・
情

報
提

供
・

講
座

ｱ
ｾ
ｽ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
・

社
会

福
祉

調
査

ｹ
ｱ
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ﾝ
・

関
連

情
報

の
提

供
契

約
行

為
・

権
利

擁
護

・
苦

情
解

決
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
提

供
・

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
評

価
ﾎ
ﾞ
ﾗ
ﾝ
ﾃ
ｨ
ｱ
・

当
事

者
活

動
・

学
習

機
会

地
域

福
祉

計
画

等
の

策
定

・
ｵ
ﾝ
ﾌ
ﾞ
ｽ
ﾞ
ﾏ
ﾝ

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
開

拓
・

N
P
O
・

福
祉

文
化

内 発 的 発 展 に は 参 加 が 不 可 欠 で

あ り 、 分 権 化 を 通 じ て 公 私 が 協

働 し 参 加 の 場 を 促 す 必 要 性

地
域

福
祉

実
践

主
体

の
形

成

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
利

用
を

推
進

主
体

の
形

成

行
政

と
住

民
に

よ
る

公
私

協
働

か
ら

公
共

的
営

為
を

包
含

す
る

地
方

自
治

原
田

は
大

橋
の

４
つ

の
主

体
形

成
を

実
践

す
る

た
め

に
福

祉
教

育
を

通
じ

て
8
項

目
を

個
人

が
養

う
こ

と
が

重
要

と
し

た

参
加

を
主

概
念

に
地

域
福

祉
運

営
と

社
会

シ
ス

テ
ム

(
民

主
主

義
)
と

を
結

び
つ

け
る

右
田

紀
久

惠
の

主
体

認
識

論
・

自
治

型
地

域
福

祉
論

(
右

田
 
1
9
7
3
・

2
0
0
5
)

大
橋

謙
策

の
主

体
形

成
論

(
大

橋
 
1
9
9
5
)

原
田

正
樹

の
主

体
形

成
論

(
原

田
 
2
0
0
0
)

自
治

(
内

発
的

発
展

)
参

加
自

治
制

(
外

発
的

改
革

)
８

つ
の

力
計

画
策

定
主

体
の

形
成

社
会

(
地

域
社

会
)
の

主
体

力
(
住

民
自

治
)

個
人

地
域

自
立

生
活

支
援

援
助

を
必

要
と

す
る

個
人

の
主

体
認

識
分 権 化 に よ る

　 地 方 自 治

国
か

ら
地

方
へ

の
分

権
化

基
礎

自
治

体
内

の
分

権
化

地
域

レ
ベ

ル
で

の
分

権
化

予
防

で
き

る
力

発
見

で
き

る
力

選
択

で
き

る
力

契
約

で
き

る
力

活
用

で
き

る
力

実
践

で
き

る
力

参
画

で
き

る
力

創
造

で
き

る
力

 生 活 上 の 困 難 (生 活 難 )

個
人

(
生

活
者

)
の

主
体

的
側

面
に

着
目

す
る

援
助

社
会

福
祉

の
援

助
を

４
つ

の
機

能
「

生
活

の
主

体
性

」
「

生
活

の
全

体
性

」
「

生
活

の
社

会
性

」
「

生
活

の
現

実
性

」
に

分
け

る
。

こ
の

う
ち

「
生

活
の

全
体

性
」

(
個

人
が

多
数

の
社

会
関

係
を

結
ん

で
い

る
中

で
社

会
関

係
が

相
互

に
対

立
・

矛
盾

し
な

い
よ

う
に

援
助

す
る

こ
と

)
の

重
要

性
を

主
張

。
生

活
の

全
体

性
を

前
提

に
し

て
援

助
者

は
個

人
が

抱
え

る
生

活
難

を
社

会
制

度
の

側
か

ら
見

る
の

で
は

な
く

、
個

人
の

側
に

目
を

向
け

社
会

関
係

の
調

整
・

修
正

を
行

う
こ

と
。

こ
れ

が
岡

村
の

言
う

主
体

論
で

あ
る

。

　 社 会 制 度

岡
村

重
夫

の
主

体
論

(
岡

村
 
1
9
5
8
・

1
9
7
0
・

1
9
8
3
)

ニ
ー

ド
に

対
し

て
個

人
の

側
か

ら
解

決
へ

向
け

て
働

き
か

け
る

こ
と

(
個

人
の

主
体

的
側

面
)
と

し
、

社
協

は
「

生
活

の
全

体
性

を
前

提
に

し
て

、
地

域
住

民
を

組
織

化
し

個
人

の
生

活
難

を
解

決
し

て
い

く
こ

と
」

が
役

割
で

あ
る

と
し

た

両
者

の
不

調
整

や
欠

陥
を

ニ
ー

ド
と

定
義

し
、

ニ
ー

ド
を

修
正

し
て

い
く

こ
と

が
社

会
福

祉
の

固
有

性
と

し
た

個
人

の
生

活
難

は
以

下
の

７
つ

の
基

本
的

要
求

を
充

足
す

る
過

程
で

の
困

難
(
a
)
社

会
関

係
の

要
求

・
社

会
参

加
の

要
求

(
b
)
経

済
的

安
定

の
要

求
(
c
)
職

業
安

定
の

要
求

(
d
)
保

健
・

医
療

の
保

障
(
e
)
家

族
の

安
定

の
要

求
(
f
)
教

育
の

保
障

(
g
)
文

化
・

娯
楽

の
機

会

個
人

の
７

つ
の

基
本

的
要

求
に

対
す

る
社

会
制

度
(
a
)
社

会
関

係
的

安
定

　
 
⇌
 
司

法
、

道
徳

、
地

域
社

会
(
b
)
経

済
的

安
定

　
　

　
 
⇌
 
産

業
・

経
済

、
社

会
保

障
制

度
(
c
)
職

業
的

安
定

　
　

　
 
⇌
 
職

業
安

定
制

度
、

失
業

保
険

(
d
)
医

療
の

機
会

　
　

　
 
⇌
 
医

療
・

保
健

・
衛

生
制

度
(
e
)
家

族
的

安
定

　
　

　
 
⇌
 
家

庭
、

住
宅

制
度

(
f
)
教

育
の

機
会

　
　

　
 
⇌
 
学

校
教

育
、

社
会

教
育

(
g
)
文

化
・

娯
楽

の
機

会
 
⇌
 
文

化
・

娯
楽

制
度

「
社

会
関

係
」

個
人

が
制

度
と

結
び

つ
く

こ
と

岡
村

は
個

人
と

社
会

制
度

と
の

２
面

性
か

ら
社

会
福

祉
を

位
置

づ
け

て
い

る
(
個
人
が
制
度
と
結
び
つ
か
ず
に

生
活
を
営
む
こ
と
は
不
可
能
と
し
た
)

社
協

基
本

要
項

「
住

民
主

体
の

原
則

」
の

考
え

方
へ

つ
な

が
る

結
着

し
が

た
い

平
行

線
(
永

田
)
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３ 本論の結論と今後の課題 

(１)本論の結論 

 本論文の目的は「地域福祉における住民主体の議論とその課題を明らかにすること」で

ある。社協における住民主体および、各論者の諸理論等を概観した中での住民主体の論点

を整理し、その内容を構造的に図示(図３－１)できたことで、様々な解釈や使い方へと広

がっている住民主体の考え方に一定の整理がされ、今後の研究および実践の発展の一助と

できたのではないかと考える。 

 さらに本論を論じるにあたり、冒頭に設定をした５つの問いに対して結論である。この

５つの問いは、第１章・第２章、さらにそれを踏まえて第３章１節にて住民主体の議論を

整理した結果によるものである。 

 第１に住民主体は目的を達成するための手段であるのか、それとも住民主体そのものを

目的としているのか。言い換えると、住民が主体的に活動を行うための専門職等による働

きかけの手法か、あるいは地域のニードを解決する担い手は住民であるという地域社会を

構成する構成員が共通して持つべき考え方であるのか。 

 第１の問いに対しての回答である。詳細は、第１章のまとめに記載したが、1962年の社

協基本要項の策定時の住民主体の意味は「社協組織が、生活者である住民の立場に立って

地域の問題を考え、地域住民の力で解決を図れるよう、地域住民に働きかけること」であ

り専門職等による働きかけの手法と考えられる。その後、住民主体とは「地域生活課題を

解決するための担い手」として住民の位置づけがどうあるべきかが中心に議論されている。

しかし、次の点により住民主体の意味を個々それぞれの解釈へ至っている。①社協基本要

項の後、社協における住民主体の位置づけが原則・立場・理念と使い分けられていること、

②厚労省の法令・通知に住民主体が明記されたこと、③他領域でも住民主体が使われてい

ること、④住民の活動が、相互扶助という助け合いの活動だけではなく、ソーシャルアク

ションと呼ばれるような制度化へ結びつけるための運動としての活動、住民自らが問題解

決のために事業化して行う活動、事業としての活動を制度化し制度の枠組みの中で実施す

る活動など、住民の活動の幅が広がっていることがあげられる。 

 第２に住民主体の活動に目標設定ができるのか。たとえば目標の数値化が可能であるの

か、地域住民のニードに即した活動を行うことを目標とするのか、それともニードに即し

た活動を行いそのニードを解決することが目標となるのか。 

 第２の問いに対しての回答である。第１の問いに関連するが、住民主体とは「地域生活

課題を解決するための担い手」として住民の位置づけがどうあるべきかが中心に議論され

ている。このため、ニードに即した活動を行いそのニードを解決することが目標であると

考える。その解決にあたって住民の役割を明確にすることで活動に目標設定を行うことは

可能と考える。しかし今まで論じた中では、誰が目標設定を行うかまでは十分に整理でき

なかった。ただし、地域福祉の共通制を見出すため各論者の研究の整理を行った鈴木五郎
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によれば、目標設定を行うための地域福祉計画の策定を多くの論者が地域福祉の要件に位

置づけていると述べている。したがって、それぞれの論者の理論の中で目標設定や取り組

みの方法等が論じられているがその内容には言及できなかった。 

 第３に住民主体の活動に目標があるとするのであれば、目標を設定し、その目標へ向け

た計画をつくり、計画にそって取り組むよう誰が先導していくのか。このことを特定の住

民が行うのか。とすると、住民主体は役割によって主体の内容が変わってくるのか。 

 第３の問いに対しての回答は、第２の問いの回答と同様となる。 

 第４に住民主体の住民とは個人を主体としているのか、複数の住民が集まった総意とし

ての主体であるのか。地域のニードは住民１人で解決できるとは限らない。住民同士が組

織し解決できることもある。「地域住民のニードに即した活動」が住民主体であるのであ

れば、地域住民のニードの問題解決の中心は誰が行うのか。 

 第４の問いに対しての回答である。地域福祉における住民主体とは、住民主体を出発点

に論じているのではなく、個人の生活上の困難の原因を出発点に、その困難の原因が社会

制度にあるのか、資本主義などの社会システムにあるのか、自治や地域のあり方に問題が

あるのか、個人の生活上の困難の把握の仕方に問題があるのか、困難を解決すべき住民の

持つべき能力に問題があるのか等で論じていることである。その上で、生活上の困難の解

決に住民をどう位置づけるか、位置づけた住民がどのような活動を行うか、その活動のあ

り方の１つとして住民主体という言葉を使い論じている。したがって、活動のあり方とし

て個人を対象とする場合もあれば、一定の集団を対象とする場合も考えられる。したがっ

て、住民主体がすべての個人や集団、地域社会がはじめから持ち合わせているものではな

く、生活課題の状況や活動の状況によって位置づけられるものであることが確認できる。 

 第５に住民主体の活動はすべての住民に求められることであるのか、それともある一定

の層の住民に求められることであるのか。地域のニードに対する住民の意識は様々であり

住民自身の生活環境の違いがあり、かかわり方も一様ではないと考えられる。住民のひと

り一人が主体性をもって活動を行うことが可能であるのか。 

 第５の問いに対して、第４の問いの回答と同様となる。 

 

(２)今後の課題 

 まずは、第２章の第１節の「地域福祉における社会的な背景」で述べた、今後の地域福

祉のあり様を想定する上での４つの問いに対する考え方の整理である。４つの問いとは、

第１に大規模災害により地域の様相が大きく変わってしまう地域福祉推進のあり様とは何

か。第２に大容量高速通信など情報通信技術の発展にともなって居住の場を選ばない生活

環境における地域福祉推進のあり様とは何か。第３に地域住民の抱えるニーズは多様化・

複雑化し極めて個別性が高くサービスを均一化しづらい中で、市町村合併による基礎自治

体の広域化や、地域福祉の推進役である社会福祉法人の大規模化が求められている中での
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地域福祉推進のあり様とは何か。第４に多種・多様な個別性の高い支援と、これら問題を

解決するための地域住民等への働きかけである地域支援とを一体的に行っていく地域福祉

推進のあり様とは何か。以上の４点である。 

 さらに、冒頭の「問題意識」で述べた、まちづくりに参加する住民だけに主眼をおきす

ぎて参加しない(できない)一部の住民が抱える問題が置き去りにし潜在化していないだろ

うか、このことは第２章のまとめで論じた「住民の専門職化が求められ強調され、そのこ

とを住民主体の活動として捉えることが一般化すると、専門職化になじまない住民の住民

主体とは何か」とあるように、目に見えにくい住民にも焦点をあてながら新たな主体論の

枠組みを提示していくことである。 
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